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賃1節 狩猟 ･採集社会と集団の空間的流動性

,1.人準史と狩猟 ･採集社会

人類史の初期の段階における人類の居住地域 (エクメネ)の拡大過程から現代における

集線多様な人口移動に至るまで,地表空l馴こおける人類の移動は･地理学における大きな

研究課題となってきた･狩琳 ･採集社会における集団の空間的流動性の問題は,その一類

型として扱うことができる･

地上に人類が誕生してから今日に至るまでの時間の99%という長期間にわたって,人類

時狩猟 ･採集生活をしていた (LeeandDe†ore,1968)･農耕や牧畜が始まったのは,今

から約 1万年前のことにすぎない.初期の人類が熱帯地方のみで出現したとしても,人類

の!居住地域は熱帯地方に局限されることなく広まり,地球上の至るところで狩猟 ･採集生

活ザ行われた.しかし,今から約 1万年前に農耕 (食糧生産革命)が開始されて以来,狩

猟 ･採集民の居住地域は次第に狭まり,砂漠や森林,サバンナ,寒冷地などの辺境に限ら

れるようになった.今日では,狩猟 ･採集民の人口は,世界の人口の0.001%を占めるに

すぎない (LeeandDeVore,1968,第 1図).

現存の狩猟 ･採集社会にみられる遊動的な居住集団は,バンド(band)といわれる (サ

ーヴィス,1966).バンドは,狩猟 ･採集 ･漁拶活動を行いながら季節的に移動するが,

移動距離や頻度は生業の種類や生活環境などによってさまざまである.バンドは,家族の

集合体であり,一時的なリーダーは現れるものの首長制はみられず,平等である,多くの

バンド社会では,バンド外婚 (band exogamy)と夫方居住婚 (virilocal resider)ce)

がみられる.夫方居住姫は,狩猟と軍事における男性間の協同が必要であるためであると

考えられている.この夫方居住姑に基づく父処バンド(patrilocal band)は,熱帯,温

帯,極地の砂漠,海岸,平野,森林など様々な自然環境において確認され,最古の社会構

造ともいわれる (サーヴィス,1971).

2.狩猟 ･採集社会における集団の空間的流動性

サーヴィス (1966,1971)によって整理された現存の狩猟 ･採集社会の特徴とは異なる

ものとして,集団の空間的流動性が新たに注目されはじめた (Lee and De†ore,1968).

集団の空間的流動性とは,集団の構成員が短期間のうちに頻繁に入れ替わることをいう (Y

oodburn,1968a･,Damas,1968;磨,1989;須江,1964;Savishinsky,1971;Turnbl}11,

1965,1968;Lee,]979;田*,1971;Tanaka,1978,1980;1.cc and DeVore,1968;

原子,1977;米山,1988).

サン (Sam) (通称ブッシュマン)は,アフリカ南部のカラ- リ砂漠周辺で生活する狩
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猟 ･採雄民である.食物の約80%は植物性食物であり,動物の肉は稀少であり全員で分配

される.居住集団は,数家族～20家族で構成され,季節的に移動するために一定の地にと

どまる期間は数 日～数週間である.この季節的な移動の過程で,居住集団の構成は,家族

単位の離合集散によって大きく変化する.つまり,家族という最小単位が居住集団間でそ

れぞれ移動するために,居住集団の構成は流動的に変化 している (Lee,1968,1979;Lee

and DcVore,1968;旺l中,1971;Tanaka,1978,1980).

ムブティ･ピグミー (Xbuti Pygmie)は,アフリカ中央部のザイール北東部にある熱

帯降甜林 (イ トゥT)の森)周辺で生活する狩揃 ･採集民である,狩猟 ･採集活動によって

得 られる300種以上の野生動 ･植物が食物として利用されている.森の中では,3-30家

族で構成される円村形態の居住集団をつくる.一定の地にとどまらずに頻繁に移動し,し

かも気のむくままに参加 したり脱退 したりするため,居住集団の構成員が流動的に変化す

る (Turnbull,1961,1965,1968).

-ッザ (1Iadza)は,ハザッビ (Iladzapi)あるいはテインディガ (Tindiga)ともいい,

アフリカ東部のタンザニア北部にあるエヤシ湖周辺のサバンナで生活する狩猟 ･採集民で

ある.動物の肉が食生活に占める割合は小さく,平等に分配される.居住集団は,平均す

ると約18人からなり,1カ所に数週間以上とどまることなく,移動する.しかも,人の出

入りが激 しく,居住集団の構成員は流動的に変化する,夫婦は,その妻の母と同じ集団に

居住する傾向が強く,離婚が非常に多い (Yoodburn,1968a,1968b).

ヘヤ一 ･インディアン (flare Indian)は,カナダ北西部のグレー トベア湖やマッケン

ジー川川辺の,タイガとツンドラの境界をなす森林限界線付近で/i:.拭する狩獅 ･採鎌民で

ある,レイクトラウ トなどの漁扮,ムース,野ウサギなどの狩削,木の実,野イチゴなど

の採集を行っている.小さな居住集団に分散 しているが,乏しい食料を求めて常に移動 し

ている.この移動は,特定の数家族が一団となって若干のキャンプ地を動き回るのではな

く,それぞれの家族は個別に居住集団とキャンプ地を求めて移動するため,居住集団の構

成は流動的に変化する.しかも,家族が同居するテントは,特定の構成員がまとまって居

住 し続ける訳ではなく･,家族構成員の一人一人が個別に同居する家族とテントを求めて移

動するため,家族の構成員は流動的に変化する.いずれの流動的変化も,10日間ごとに調

査を必要とするほど頻繁に生じる (須江,1964,原,1989).

イヌイット (Inuit) (通称エスキモー)は,シベリア東端,アラスカ,カナダ,グリ

ーンランドで生活する狩揃民である.1年の大半を雪と氷で閉ざされるツンドラ気候の下

で,カリブー,セイウチ,アザラシ,クジラなどを狩猟し,サケ,マスなどを漁拶する.

冬には,海岸た集結して100人はどの居住集団を形成 し,アザラシ粥などを行うが,春に

なると,様々な人口規模の小集団に分かれて各地でカリブー猟やサケ,マス猟などを行う

(Service,1978)･冬の大集団の構成員は,連続する2年間でみれば,60-70%は核と

なる集団をもつものの,流動的に変化する (Dawas,1968)_
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3.集団の空間的流動性をめぐる問題

(1) 狩猟 ･採集社会と集団の空間的流動性

こうして,居住集団の構成員の空間的流動性が,現存の狩猟 ･採集社会の大きな特徴と

して注目されるようになった.しかし,集団の空間的流動性は,はたして狩猟 ･採集社会

本来の特徴であるのか,それとも,近年の文化変容の結果であるのかどうかについては疑

問が残されていた (Lee and DeVore,1968).なぜなら,集団の空間的流動性は,必ず

しも全ての狩猟 ･採集社会で確認される訳ではなく,集団の空間的流動性が確認された狩

猟 ･採集社会は,いずれも異民族と接触してから既に長い時間が経過 していたためである.

1970年代から1980年代にかけての人類学的研究においては,より広域的あるいは世界的

な経済的,政治的,歴史的な枠組みのなかに対象となる社会を位置づけて考察する傾向が

強 くなった.つまり,時間的変化の知い,他の社会から隔絶 した社会という,従来のよう

な把え方に疑問がもたれるようになった.狩猟 ･採集民研先においても,このような研究

動向,t軌を一にして,他地域との交易や政治的支配 ･被支配関係あるいは農耕 ･牧畜活動

の実態についても歴史的に再検討されてきた (Solway and Lee,1990).そして,いず

れの狩猟 ･採集社会 も他の社会から隔絶 した存在ではなく,時間的変化も経験 してきたこ

とが示されている･そ甲結果,集団の空間的流動性を狩猟 ･採集社会の特徴として把える

上で,2つの問題が改めて再境起されることになった. 1つは,狩蝋 ･採集社会で本当に

雄Er'[の空l川的流動性が確認されるのかどうかであり,もう1つは,もし集EI三lの空間的流動

性が確認されたならば,それが本当に狩猟 ･採集活動に起因するものなのかどうかである.

(2) 集団の流動性の有無

アフリカのサンにおいては,北部カラ- リのクン･サン (!Ⅹung Sam)で集団の空間的

所動性が確認され (Lee,1979;Lee and DeVore,1968),セントラル ･サン (Central

San)においても確認されている (田中,1971;Tallaka,1978,1980).しかし,より

南部のコ一 ･サン (!Ko San)では,集団の構成員は固定的であり,集団の空間的流動性

は確認されていない (lleinz,1972,1979).ナロ･サン (Nharo San)においても,一

定の水場に3年間滞在 し,集団の構成員は固定的であると報告されている (Barnard,198

守)一.lIitchcock(1982)の整理によれば,カラハ リの至る所でサンの定住化が確認されて

LUる･ムブティ･ピグミー (Xbuti Pygmie)においても,イ トゥリの森のエプル地区でI,

rJま集B-1の空l即付流動性が確認されている (Turnbull,1961,1965,1968).しかし,エプ

)y坤区から100kmはど南東に位置するテ トゥリ地区においては,集団の空間的流動性はは

と･Tんどみられず,ほぼ一定のメンバーシップをもつことが示されている (市川,1978,19･J.･

墾 錘 hikawa,1978)･Hitchcock(1982)の整理によれば,ハッザにおいても定住化が
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確認されている.

こうして,一度は集Eflの流動性が確認された民族であっても,その後の調査では必ずし

も集団の流動性は確認されていない.しかし,これは新たに生じた問題ではなく,たとえ

ばイヌイットの社会では,居住集団の人口規模や居住期間に大きな地域差のあることが既

にはやくから知 られていた.アラスカ北部でクジラ猟を行 うノースアラスカ ･イヌイット

(North A1askan lnuit)は大きな恒久的集落に居住するが,ハ ドソン湾西部でカリブ

ー猟を行 うカリブー ･イヌイット (Caribou Inuit)は小さな遊動的集団に分かれる.多

くのイヌイットは,毎年のように一時的な大集団を形成するが,人口規模は50-300人,

居住期間は2週間～10カ月間と多様である (Damas,1968).非常に定住性の高い地域 も

あることが知 られており (Damas,1968;Hurdock,1968;Yatanabe,1968),ノースアラ

スカ ･イヌイットでは1年間ずっと同じ地点にとどまっている場合さえある (Spemcer,

1959;Vanstone,1962).

(3) 狩猟 ･採集社会の自立性 ＼

集団の流動性が確認されたクン･サンでは,他の社会から隔絶 した状態が1950-1960年

代まで続いていた,と広 く信 じられてきた (Barnard,1992),しかし,カラハ リー帯の

歴史が次第に明らかにされ,サンの社会でも他地域との交易が行われていたことや,農耕 ･

牧畜活動を行い,経済的には他の社会とのつながりが生じていたことが示されつつある (G

uenther,1979;Schrire,1980;Denb｡W,1984;Cordon,1984:Wilmsen,1989).クン･

サンにおいても,周辺の異民族との交易によって,毛皮,-チミツ,象牙などを鉄,たば

こ,陶芸品,農#.物などと交換 しており,狩猟 ･採集活動のほかにL'311非･牧市拭動さえ行っ

ていた (Solway and Lee,1990).にもかかわらず,クン･サンは自立性 ･自治 (auto

nomy)を保持する狩猟 ･採集社会であったと,Solway and Lee(1990)は判断している.

同様に,集団の空間的流動性が確認されたムブティ･ピグミーでは,物々交換や農作業

への労働力の碇供などによる農耕民との共生的関係が数百年も前から続いている.Turnbu

ll(1961,1965,1968)は,エプル地区で集団の空間的流動性を確認 しているが,これは

森林の中で狩蝋 ･採集活動を行 う時のことである.森林から離れて農耕民の生活領域へ近

づき農耕民と共に生活するときは,住居盲2列以上に向かい合わせて並べて,農耕民と同

じような集落形態を示す･これに対 し,i プル地区は,･病院などの施設があり交易が盛ん

な地域であることか ら,エプル地区のバンドは各地から集まってきた人々によって形成さ

れたものであや了いわば文化変容の結果であるという批判がある (原子,1977;丹野,19

77;市川,1978)･さらに,交易が盛んな地域では,4つのバンドから参加 した人員によっ

て一時的にキャンプが形成された事例が報告されている (市川,1978,1986).イ トゥリ

の森のピグミーは,綱猟を主体とするネット-ンタ-と弓矢猟を主体とするアーチャーに

大別される,このうち,ネットハンティングは1950年代から肉の商業的交易に組み込まれ
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ていた (Hart,1978)･これは,Turnbull(1961･1965,1968)が調査 したエプル地区の

狩猟 ･採集活動そのものが,他地域との交易と結びついていた可能性があることを示す･

にもかかわらず,Turnbull(1961,1983)によれば,ムブティ･ピグミーが森林の中で生

瀬 する時は,自立性 ･自治を保持する狩猟 ･採集社会であったという･弓矢歩削まあまり生

屈 曲でなく.,アーチャーはネットハンターに較ぺて交易にはあまり組み込まれていない (T

･eTaShlima;1985).市川 (1986)の整理によれば,アーチャーのバンドは流動的な構成を

もつ､とい う.

(4)集団の空間的流動性が生じる原因

塵 団の空間的流動性が,はたして狩猟 ･採集社会本来の特徴であるのか,それとも近年

め攻化変容の結果であるのかという問題は,Lee and DeVore(1968)によって既に提起

されていたが,依然として不明のままであるといえよう (遠藤,1988).一方で,狩猟 ･

採集社会のみならず,牧畜民においても集団の空間的流動性が確認されることなどから,

孝和'I･採集という生業形態よりは,-カ所に定住せず‖移動することが集団の空間的流動

性とかかわるという見解がある (西臥 1984).妄れでは,集団の空間的流動性とは,坐;

業形態が狩猟 ･採集や牧畜ではなく,しかも定住 している社会においては確認されていな

い現象なのであろうか.定着農耕社会においても集団の空間的流動性がみられるならば,

狩猟 ･採集社会の集団の空間的流動性との相違点はあるのだろうか.さらに,その原因は

1どのようなものであろうか.このよう′な疑問に答えるためには,まず集団の空間的流動性

'̂が生じる原因とメカニズムが解明されなければならない.たとえ,異民族との接触によっ

こて本来の狩猟 ･採集生活は既に変容 している社会であっても,集団の空間的流動性が生じ

る原因とメカニズムが明らかになれば,次に,その社会における流動性の庶因が,狩猟 ･

採集社会の文化変容に特有のものであるのか,それとも人類史上の初期の狩猟 ･採集社会

においても確認される可能性があるのかどうかを検討することが可能となる.

ヘヤ一 ･インディアンにおいては,居住集団や家族構成員が分裂する要因として,人間

関係の悪化 (stress)があげられている (Savishinsky,1971_;磨,1989).1つの居住

地に居住する2家族に着目した場合,2姐の夫婦4人のなかのいずれの2人の人間関係が

三三気まずくなっても,この居住集団は解消されるという､(磨,1989)/男どうLは猟仲間の

関係,女どうLは猟や留守番仲間の関係があるためである.夫が猟でムース ･カリブーを

--hl多 くしとめるのに,妻の皮なめしが下手で遅い場合などには,夫婦が別れてそれぞれパー

､/トナーを変えるために居住地を去る.共同関係を絶たれたもう一つの家族 もその地を去る

∴ことになる.しかし,永遠の絶交などはめったに起こらず,2,3カ月後には再び居住地

を共にしたりする.ピグミーにおいても,口論が生 じるなど人間関係が恵化すると,その

集団が分裂 しており,集団の流動性が紛争処理 (conflict resolving)という重要な機能

を果たしているという報告が既になされている (Turnbull,1968).サンやハッザにおい

-5-



各も,-三集団構成員問の不和や社会的緊張の解消のために集団が分裂することが報告されて

いる (Lee and DeVore,1968;田中,1971;Yoodburn,1972;ロバーツ,1979)･このーよう

に,'集団の空間的流動性は,居住集団内の人間関係の感化を決定的なものにしないための

知恵であると理解されている･

しかし,集団の空間的流動性は集団構成員が個別に移動 してそれぞれ一時的な集団を形

成することによって生じるが,いつ,誰が,どのような原因によって移動 したのかが明確

ではない.しかも,それぞれの原因別移動者数が総移動者数に占める割合が不明である.

したがって,集団の空間的流動性が生じる原因は依然として不明のままであるといえよう.

LJ_LillJ(1984)のいうように,居住地の地二哩的位置を変えて移動すること自体が集団の空間

的流動性とかかわるならば,Barnard(1979,1985)による生態学的理論で集団の空間的

流動性が説明される可能性がある.サンの社会では,季節的に小集団に分散 したり大集団

に集合する原因が,降水量 ･水 ･食物などの生態学的条件に求められている (Barnard,

1979,1985).しかし,季節的な分散と集合は,ほぼ同じメンバーが繰り返 し行ってい

る場合があるので,必ずしも集団構成員の空間的流動性を意味しない.しかも,分散と集

合が生じる原因は生態学的に説明できても,それが集団の空間的流動性とどのように結び

つくのかは,まだ明らかにされていない.

(5) 位置 (地理的空間)と集団構成員

集団の空間的流動性は,対象となる社会集団の位置 (地理的空間)と集団構成員の安定

性という2つの側面から把えることができる (遠藤,1988),すなわち,一定の土地に定

着しているか,あるいは移動しているかということと,集団の構成員が一定しているかど

うかということであるーこれを4分類すると,

A.位置と構成員がともに一定の場合

B.一定の構成員が位置を変える場合

C.位置は一定だが構成員が変化する場合

D,位置と構成員がともに変化する場合

となる (第2図),

本研苑で問題とするのは,集団構成員の変化であり,CとDの場合である.これまで集

団の空間的流動性が確認されている,サン,ピグミー,ハッザ,ヘヤ一 ･インディアン,

イヌイットは,いずれも位置 (地理的空間)と構成員がともに変化しているDの事例であ

る,しかし,理論的には,位置 (地理的空間)が一定 していても構成員が変化しているC

の事例が有 り得ることになる.つまり,定住性が高いとみなされる社会であっても,その

構成員は変化 している可能性がある.
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4∴此界の狩猟 ･採集民とアイヌ

他界の狩揃 ･採集民にみられる狩猟 ･採集活動は,採集 (gathering)･狩猟 (hunting)

･漁捗 .(fishing)の3つに分類できる (TJee,1968).採集とは,野生の臓物や陸の小動

物あるいは月 ･甲殻類を,狩猟とは,陸および海の鵬乳動物を,孤捗とは,魚を,それぞ

れ獲得することを意味する･世界の58の狩猟 ･採集民がそれぞれ主要食物を採集 ･狩猟 ･

漁摸活動のいずれに依っているかをみると (第3図,第 1表,第2表),概 して低緯度地

域では採集活動による社会が多く,高緯度に近い地域では狩猟 ･漁拶活動による社会が多

くなる傾向がある.南緯200付近のサン (!Kung Bushmen),北緯20付近のピグミー (X

butiPygmies)および南緯40付近のハッザ (Hadza)は,いずれも採集活動によって主

要食物を獲得し,北緯440付近のアイヌ (Ainu)は漁拶活動によって,北緯690付近のイ

ヌイット(Copper Eskimo)は狩猟活動によって主要食物を獲得 している (第3図,第2

義)i.庶 (1989)によれば,北緯660付近のヘヤ一 ･インディアン (Hare Indian)では,

採集5%,狩猟40%,漁拶55%である,

ほとんどの狩猟 ･採集社会では,主要食物の少なくとも20%は噛乳動物の狩猟活動に依

存していることから,狩猟活動の重要性が指摘された (Lee,1968).しかも,主要食物

の狩猟活動への依存度は,58の狩猟 ･採集社会の平均値が35%,クン･サン (!Kung Sam)

が37%であることから,狩揃民の典型例としてサン (Sam)が注目された (Lee,1968),

しかし,狩猟のみではなく,採集 ･漁拶をも含めて,主要食物の依存度を算出すると,58

の狩猟 ･採集社会の平均値は,採集40%,狩猟35%,漁拶25%となる.サン (!Xung

Fiushmcn),ムプティ･ピグミー (Nbuti),-ッザ (】】adza)は,いずれも採集活動への

依存度が60-80%と高く,漁拶活動への依存度は0-10%と低い.イヌイット(Copper

Eskim())では採集活動はほとんどみられない.むしろ,アイヌ (Ainu)では,採集30%･

狩猟30%･漁拶40%となり,58の狩折卜 採集社会の平均値と近い値であることがわかる.

つまり,アイヌは,採集 ･狩猟 ･漁捗の各活動をいずれも平均的に行い,しかもそれが可

能な環境下で生活していたことになる,これは,自然環境に変化が生じた場合でも,他の

土地へ移動することなく,新たな環境に適応する上ですぐれた形態であると考えられる.

人類の起源あるいは初期の人類の生活を知る上では,採集活動への依存度が高い熱帯ジャ

ングルの狩猟 ･採集社会の研究が有効である.しかし,人類が居住地域 (エクメネ)を世

界中の様々な自然環境下へ拡大し,しかも様々な環境変化を経験してきたことを考える-と,

アイヌは,世界の狩猟 ･採集民の生活を知る上で適した研究対象であると考えることがで

きる.

多くの狩端 ･採集民は,水や食料などを求めて遊動生活 (nomadic mode of life)

をするが,アイヌは定住性 (stability)が非常に高く (Yatanabe,1968,1972),北太

平洋岸のインディアン (Indians of the North Pacific coast)やアフリカのニジェ
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-ル川 ･コンゴ川流域の狩揃 ･採集民,アジアのチュクチ- (Maritime Chukchee),ギ

リヤーク (Gilyak),カムチャダール (Kamchadal)などとともに,定住生活 (sedentary

mode of life)をする漁拶民と分類された (Xurdock,1968).そして,アイヌを含む

定住性の高い漁拶民 (sedentary fishermen)は,マウンテッド･ハンター (mounted

hunter),初期農耕民 (incipient tillers)とともに,世界の狩猟 ･採集民のなかでは

例外的なものと位置づけられた (肌Jrdock,1968).Decamps(1925)ち,定住性と遊動性

の程度に着目して世界の漁拶民を4つに分類 し,魚礁に集合する魚類を対象とする定住漁

拶民という,最も定住性の高い漁拶民のなかにアイヌを位置づけている.

しかし,かつては世界中のさまざまな自然環境のもとで狩猟 ･採集生活が営まれていた

こと,採集 ･狩猟 ･漁拶活動への依存度が世界の狩琳 ･採集社会の平均値とアイヌの値が

近いこと,そして定住社会においても集団の空間的流動性が生じている可能性があること

から,狩猟 ･採集社会と集団の空間的流動性の問題を考察する上で,次のような問題が提

起される.①狩琳 ･採集活動,遊動性および集団の空間的流動性相互の一義的関係に対す

る疑問,②アイヌの定住性そのものに対する疑問である･
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･第2節 アイヌと集団の空間的流動性

1.用語の説明

本研究で用いる基本的な用語について定義する.

(1)集落 集蕗は,毎年繰 り返される季節的 ･出稼的移動の基点であり,人別帳などの史

料に居住者名が記されている単位である,ほとんどの集落は,地図上に地名として確認で

盲,多くは河川流域や海岸地域に分布する.集落の戸数 ･人口規模は小さいが,集落が複

数Iの/ト集落から構成されている場合がある.ただし,これは集落構成上の区分であり,輿

落や′ト集落の実態は不明である.なお,多数の集港を包摂する地域が場所であり,場所は

場所請負制度に基づく地域的単位である.たとえば,三石場所では集落と小集落は等 しく

(第9図),紋別場所 (第15図,第17図)のF (ユーベツ)集落は多くの小集落から構成

されていた (第16図).

(2)家 家族とは,最小かつ第一義的な社会集団で,人類のあらゆる社会における普遍的

な制度であり,通常,①血縁,②食事,③住居,④経済の4つの要素の統合体として把え

られている (中根,1970).史料に記された最小の社会集団は,親子,兄弟姉妹などの血

縁関係を主要構成員とし,同居者 (厄介,合宿など)を含むことがある｡この社会集団の

数は家屋数と一致する.史料の分析によって,家族の4要素のうち血縁と住居については

明らかになるが,経済 (消費,生産,経営,財産)と食事 (台所,かまど)については不

明である.そこで,本研究では,親子,兄弟姉妹などのIhL縁関係を主要構成員とし,同居

者を含むこ-ともある,1つの家屋に居住する最小の社会集団を,家という用語で表現する

ことにする.この家が家族に相当するものであるが,家の構成員が頻繁に変化 しているこ

とがあるために,通常の家族とは異なり,伝統的な日本のいえ (家)とも異なる.ただし,

史料に父母,兄弟姉妹などと記された場合に,それは必ずしも生物学的な血縁関係のみを

意味するものではなく,たとえ生物学的には他人に近 くても,その社会で認知されている

関係という意味の社会的な血縁関係を意味する.なお,建物を意味する場合には,家では

なく家屋という用語を用いる.

(3)本拠地 本拠地は,日常生痔の場であり,季節的 ･出塚的移動の基点ともなる.季節

的 ･出稼的移動は,個人のみでなく一家全員で行う場合もあるので,本拠地の位置や広さ

は,対象となる集団によって様々な把え方が可能である,例えば,個人や家族にとっての

本拠地は,家屋や集落のレベルで把えることができる.本研究では,本拠地という用語を,

家屋や集落のような位置としての意味のみに限定 して用いることにする.そして,本拠地

の固定性考集落と家屋 (家)という2つの空間的単位で検討する.
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(1)同一単位 同一単位とは,対象期間中にあたかも同一の家 (もしくは同一人物)のよ

うに定着 ･移動行為を共にするために,すべての年次で所属する集落 (もしくは家)を共

にする家 (もしくは個人)の集合単位とする.

2.北海道の自然環境

19世紀中期には,アイヌは,北海道,樺太南半部,千島列島に居住 していたが,おもな

居住地は北海道であった.北海道の現代の自然環境は次のように要約される (日本地誌研

究所,1989;建設省国土地理院,1990).山地や丘陵地,台地が多く,土壌は褐色森林土

である.森林の潜在自然植生は亜高山性針葉樹林帯 (エゾマツ群団)と夏線広葉樹林帯 (オ

オバボダイジューミズナラ群集地)が主であり,津軽海峡を通るブレーキス トン線 (Blak

ist()n's line)を境に本州とは異なる動物分布を示す.冷帯に属 し,月平均気温は,8

月に22℃以下,2月に-2℃以下である,年間降水量は800-2,000mmで,降雪は10月下

旬～4月下旬にみられ,積雪日数は年間90-150日間である.19世紀中期にも,概ね類似

した自然環境であったと推測される.

3.蝦夷地の時代区分

江戸時代の蝦夷地の歴史は,大きく4つの時代に区分されてきた.それは,①松前藩が

治めていた前松前藩時代 (天正18-寛政11(1590-1799)年),②幕府が直轄地とした前
I

幕府南慨時代 (寛政11-文政5(1799-1822)年),③再び松前稀が治めた後松前滞時代

(文政5-安政2(1822-1855)年),④再び幕府が直轄地とした後幕府直轄時代 (安政

2-明治 1(1855-1868)年)である2).高倉 (1972)によれば,最初はアイヌと和人は

対等の立場での物々交換という交易を中心とする関係であったが,前松前藩時代において

は,次第に和人は蝦夷地での生産過程にまで進出するようになり,アイヌは労働力を提供

するようになった.そして前幕府直轄時代には,同化政策が次第にアイヌ社会に広がって

いった.後松前藩時代は,千島方面でのロシアの脅威が去り,幕府の直轄から再び松前溝

統治へ戻った時代であり,アイヌの人口減少が最も激しかった時代でもある.人口減少の

直接的原因は,和人によってもたらされた流行病が蔓延 したためで,間接的原因としては,

アイヌの貧窮化,労働状態 ･生活様式の変化,それに伴う精神的打撃などがあげられてい

る,そして,後幕府直轄時代は,ロシアとの国境画定問題が千島から樺太へ移り,樺太を

確保するためもあって再び幕府の直轄地としたとされる時代であり,アイヌの労働保全政

策や保護 ･同化政策が強化された時代でもある.幕府のとった諸政策のなかで最も ｢成功｣

をみたのは人口保全政策であったという.安政3-安政4(1856-1857)年には,アイヌ

を意味する文字が蝦夷,蝦夷人,夷人などから土人-と変わり,風俗,言語,名前,衣服

などが和人化するなど,後幕府直轄時代には同化政策がかなり進められた (海保,1974;
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卿 b,1982;ifii保,1992),

このように,異民族 (和人)の影響をかなり受けてアイヌ本来の生活は大きく変容して

いた.それでは,江戸時代の蝦夷地においては,漁拶 ･狩猟 ･採集生活は全くみられなかっ

た･のであろうか.

4.アイヌと狩猟 ･採集社会

-(I) 自然部落と強制部港

アイヌは,北海道およびその周辺に居住する一民族として,17世紀頃から文字に記録さ

れるようになった.その記録によれば,主に漁拶 ･狩猟 ･採集によって生計を営み,移動

生活をしていた (北海通史編纂委員会,1981).このように,まだ異民族 (和人)の影響

をあまり受けていない段階における,漁拶 ･狩猟 ･採集生活を基礎とする自然発生的な集

落は,自然部落といわれる (高倉,1940).東蝦夷地における享和3(1803)年の厚岸場

所 (高倉,1940)や江戸後期 (1800-1850年代)の十勝場所 (羽田野,1981),および,

厚岸 ･十勝両場所を含む文化期 (1804-1818年)の東蝦夷地東部 (足利,1968),あるい

は明治期の十勝川上流部 ･(Yatanabe,1972)や千島列島北部 (鳥居,1903)でみられた集

落は,自然部落に近いものとされる.したがって,江戸後期や明治期においても漁拶 ･狩

猟 ･採集生活に近いものが残っている地域があったと考えられる.

しかし,次第に和人の影響を受けるようになると,アイヌ本来の生活は損なわれ,集落

は大きく変容することになる,その変容過程は大きく二つに分けることができる (足利,

1968).一つは,和人が渡島半島南部から居住地を拡大させるのに伴い,アイヌが北方へ

後退する過程であり,これは和人地と蝦夷地の境界の変遷過程として把えることができる

(榎森,1981;エ ドモンズ,1981;鈴江,1983).もう一つは,おもに蝦夷地3)において,

アイヌが交易など日常生活を営む上で和人に依存する度合を高め,海岸の特定地へ居住地

を移す過程であり,こうして形成された海岸集落は,強制部落といわれる (高倉,1940).

西蝦夷地における文久2(1862)年の紋別場所 (高倉,1940)や幕末期の高島場所 (長谷

川,1987),あるいは文化期 (1804-1818年)の東蝦夷地西部 (足利,1968)や同地域に

含まれる安政5-明治4(1858--1871)年の虻田場所 (佐々木,1978,1981)でみられた

集落は,強制部蕗とされる.

このように,自然部落はおもに東蝦夷地において,強制部落はおもに西蝦夷地および束

蝦夷地西部において確認されている,これは,束蝦夷地と西蝦夷地では和人との接触によ

る歴史的展開過程が異なることにより (奥山,1979;片上,1992),東蝦夷地や北蝦夷地

～(樺太)に腰べて,西蝦夷地ではアイヌの人口減少が激しかった (アイヌ文化保存対策協

-議会,.1969)こともこの接触の違いと関係があると考えられる.
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(2) 蝦夷地の漁業

畿内を中心とする先進地帯の商品作物生産に,肥料として大きな役割を果たしてきた関

東の千鰯にかわって,享保期 (1716-1736)頃からは蝦夷地の妹が用いられるようになっ

た (荒居,1963).天明 ･寛政期 (1781-1801)以降に,蝦夷地から畿内地方への錬肥の

移出量は著 しく増大したという (榎森,1982).さらに,長崎における措国との交易にお

いて蝦夷地産の煎海鼠 (イリコ) ･串飽 (アワビ) ･昆布 (コンプ)が移出されており,

あるいは,山鞄交易によって,樺太アイヌや宗谷場所のアイヌが獣皮や和人から得た鉄製

品 ･酒 ･米などと,中国産古衣 ･織物 ･玉 ･きせるなどを交換していた (北海通史編纂委

員会,1970).このように,蝦夷地はかなり遠隔の外部社会とも経済的なっながりを有 し

ていた.しかも蝦夷地の漁業においては,和人が生産過程にまで進出し,アイヌは労働者

と化していた (南,1976;海保,1984).アイヌと和人との交易は,松前地におけるウイ

マムおよび蝦夷地の各場所におけるオムシャという一種の朝貢形式の儀式によって進めら

れた.しかし,交易関係の変化とともに,このような行事が政治的支配 ･被支配関係を示

す政治的な行事へと転化していった (北海通史編纂委員会,1970;榎森,1982).さらに,

安政3-安政4 (1856-1857)年には,同化政策がかなり進められることになる.

以上のように,江戸時代後期のアイヌは,交易のためにむしろ漁拶活動を主とする生活

に変容していた可能性がある.しかも,後幕府直轄時代には,経済的にも政治的にも被支

配者的状況が強くなる.それでは,アイヌの漁拶 ･狩猟 ･採集活動は,自立的なものでは

なく,そのほとんどが和人との関係によるものであったのだろうか.

(3) アイヌの漁拶 ･狩窮卜 採集活動

(イ) 前幕府直轄時代 (寛政11-文政5(1799～1822)年)

和人が蝦夷地での生産過程にまで進出するようになりアイヌは労働力を提供するように

なっていた前幕府直轄時代とはいえ,アイヌは依然として漁拶 ･狩Wf'I･採集活動を行って

いた. ｢東夷周覧｣ (享和 1(1801)年)によれば,享和 1(1801)年頃の束蝦夷地のほ

とんどの場所においてアイヌは漁拶 ･狩揃 ･採集活動を行っている.これは必ずしも和人

に労働力を提供するだ/けではなく,自らの食料を獲得していたことを意味する. ｢夷人食

物ハ四季 トモニ魚物ヲ用ユ｣あるいは ｢夷人食物ハ魚肉ヲ第- トシ鳥獣ノ肉ヲモ食ヒ戎-

山中二人テ キ トヒル､ウ-ユリヲ取 リテ食フ｣などとあり,漁拶 ･狩猟 ･採集活動によっ

て食料を獲得 しており,とくに漁拶活動の重要性が伺える,また, ｢漁業の透ヲミテ粟稗

ヲ作 リテ食料ノ助 トス｣, ｢粟稗大豆小豆ノ類ヲ作 リテ夷人の食二足ス｣とあるように,

補足的に農耕が行われる地域もあった一). ｢東蝦夷地各場所様子大概書｣ (文化年間 (18

04-1818))によれば,文化年間 (1804-1818)の東蝦夷地においてもサケ (鮭),ニシ

ン (練),コンプ (昆布)やクマ (熊)の岨 ･皮などが産物として記され,出荷されてお

り,漁拶 ･狩猟 ･採集活動が行われていたことがわかる.食料としては,やはり魚類と植
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物が重要であり,とくに秋に漁獲されるサケ (鮭)が秋 ･冬 ･初春の食料としてfliT要であっ

た.ただし,幌泉 (ホロイズミ)場所において ｢秋は漁業も貧しく相成候-は毎日の拾い

屈布を致 し,一日に幾度も会所へ持来り,米酒たばこ其外諸品と交易致 し｣とあるように,

採集したコンプ (昆布)を和人へ渡 し,その代わりに和人から米などを得ており,米を食

料として利用することもあった.

(ロ) 後幕府直轄時代 (安政2-明治1(1855-1868)年)

アイヌの労働保全対策や保護 ･同化政策が強化された後幕府直轄時代とはいえ,やはり

アイヌは依然として漁拶 ･狩猟 ･採集活動草行っていた･ ｢東西蝦夷地明細書｣ (安政1

(1854)年,北海道立図書館蔵), ｢安政四年公儀御国御警衛調蝦夷地御運上調｣ (安政

4(1857)年,宮城県立図書館蔵)には,蝦夷地のほぼすべての場所において,ニシン (錬

),サケ (鮭),イリコ (煎海鼠),アワビ (飽),コンプ (.昆布),シカ (磨)の皮な

どが産物として記されている,漁獲 ･加工 ･出荷などにおいて,アイヌの労働力が依然と

して重要な役割を果たしていたことが ｢松浦武四郎文書｣ (国文学研究資料館史料館蔵)

によっても知ることができる.とくに春から秋にかけてのアイヌの労働力提供に対 して,

あるいは ｢蝦夷人介抱井撫育方｣として,和人側から米が支給されていた (｢十勝国旧土

人書類｣ (北海道立図書館蔵)).しかし,アイヌの食料としては,サケ (鮭),マス (鰭

),シシャモなどの魚類やシカ (磨)などの動物あるいはウバユリなどの植物が記されて

おり,米などの和人からもたらされたものは記されていない (｢束蝦夷地場所話より申上｣

5)(函館図書館蔵), ｢十勝国旧土人書類｣).このように,アイヌの食生活の中心はや

はり漁拶 ･狩猟 ･採集活動によってまかなわれていたものと考えられる.このほかに,莱,

稗などが栽培されていた地域 もみられた (｢松浦武四郎文書｣).

5.アイヌと和人の人口

(1)和人の進出過程

天文20(1551)年頃に渡島半島南西部に和人専用の領域として和人地が形成された,そ

の後,和人人口の増加とともに和人地の範囲は次第に拡大された.和人地における和人の

戸数 ･人口は,宝永4(1707)年に2,758戸,15,848人であったのが,寛政9(1797)年

には7,472戸,27,118人と増加 した (榎森,1981).そして,享和 1(1801)年の和人地

と蝦夷地の境界は,熊石一山越内まで北上し (第4図),これやiほぼ幕末まで維持される.

しかし,幕府による和人の蝦夷地永住の禁が解かれ,和人の定住地は和人地から蝦夷地へ

広がり,文化年間 (1804-1818)には,東蝦夷地は絵柄 (エ トモ,現在の室蘭),西蝦夷

地は尻別川付近まで連 していた.これは,文化後期～文政初期頃 (1810年代)の ｢蝦夷全

図｣によっても知られる (羽田野,1981).嘉永年間 (1848-1854)には,和人の移住者

紘,西蝦夷地の積丹半島付近における寿都 (スッツ),島小牧 (シマコマキ),歌棄 (オ
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タスツ),磯谷 (イソヤ),古宇 (フルウ)の各場所でも100-200戸,岩内 (イワナイ)

場所で500-600戸の集落を形成 していた (北海通史編纂委員会∴1970).こうして,和人

地 ･蝦夷地全体における和人の戸数 ･人口は,元禄]41(1701)年に5,003声,20,086人,

文化年間 (1804-1818)に8,880戸,31,740余人,嘉永6(1853)年に13,787戸,63,834

人と増加した.しかしこの多くは漁業移民で定住性が低かったどいうて高倉,1947).定

住性はかなり低いとはいえ,出稼小家は,弘化2-弘化3 (1845-1846)年には西蝦夷地

ではより北部の増毛 (マシケ),留萌 (ルルモッぺ)場所,東蝦夷地やは目高地方沿岸ま

で濃密にみられ,散在的には根室 (ネモロ)場所やオホーツク海沿岸にまでも見られたと

いう (足利,1977).幌泉 (ホロイズミ)場所には飛地的ではあるが文化年間 (1804-18

18)にはすでに50-60人の和人の出稼ぎがみられたという (足利,1968).とはいえ,安

政3 (1856)年当時においても和人の村は渡島半島周辺から比あまり拡大することなく (小

林,1975),明治期以前における和人の移住 ･開拓地は,松前,函館,江差などの渡島半

島南端部から海岸線に沿って,東蝦夷地では勇払 (ユーフツ)場所 (現在の苫小牧付近)

まで,西蝦夷地では小樽を経て苫前 (トママイ)場所 (現在の苫前町付近)までであった

(関,1979).

(2)アイヌの人口

アイヌの人口については,和人地,箱館六ヶ場所,東蝦夷地,西蝦夷地,北蝦夷地の5

地域に分けて述べる.渡島半島南部の和人地では,和人の人口増加とは逆にアイヌ人口は

享保 1(1716)年に36戸,152人であったのが,天明7 (1787)年に3戸,12人に激減 し

ている (榎森,1981).渡島半島の内浦湾側で,和人地に接した小安 (オヤス),戸井 (ト

イ),尻岸内 (シリキシナイ),尾札部 (オサッベ),茅部 (カヤベ),野悶迫 (ノダオ

イ)の箱館六 ヶ場所では,文化1(1804)年の526人から安政1(1854)年の377人,明治

6(1873)年の257人に減少している.蝦夷地のなかでも太平洋に両する束蝦夷地では,

芋寿 (ウス),絵潮 (エ トモ),白老 (シラオイ)場所や新冠 (ニイカップ),静内 (シ

ズナイ),三石 (ミツイシ),浦河 (ウラカワ)場所あるいは十勝 (トカチ)場所のよう

に,文化1-文政5(1804-1822)年間,文政5-安政 1(1822-1854)年間,安政1-

明治6(1854-1873)年間のいずれにおいても人口が増加 してきた地域がある.その一方

で,日本海,オホーツク海に面する西蝦夷地では,久遠 (ク トウ),島小牧 (シマコマキ)

,磯谷 (イソヤ),岩内 (イワナイ),古宇 (フルウ),積丹 (シャコタン),古平 (フ

ルビラ),忍路 (オショロ),高島 (タカシマ),小樽内 (オタルナイ),厚田 (アック)

,利尻 (リシリ),宗谷 (ソウヤ),国後 (クナシリ),択捉 (エ トロフ)場所のように,

文化1(1804)～明治6(1873)年間に,ほぼずっと人口が減少してきた地域がある.と

くに文政5(1822)年以後になると,石狩 (イシカリ),紋別 (モンベツ),斜里 (シャ

リ)場所など西蝦夷地のほとんどの地域において人口が減少した (第5図,第3表).北
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蝦夷地 (樺太,カラフト)の人口は,文化1(1804)年に2,100人,文政5(1822)年に2,

57】人,安政1(1854)年に2,669人,明治6(1873)年に2,372人である (薩田,1989).

6.集藷レベルの集団の空間的流動性

(1) アイヌの移動に関する一般的理解

江戸時代のアイヌの移動形態は,ほぼ一定の本拠地を有し,そこから季節的 ･由塚的6'

に移動 しては,再び本拠地に戻っていた,と一般的に理解されてきた (羽原,1937;高倉,

1940;足利,1968;アイヌ文化保存対策協議会,1969;小林,1975).このような理解は,

おもに江戸時代の日本人が記 した概説的な見聞録に基づくものであり,同時に,明治期の

千島アイヌが,本拠地である占守島から長期的に移動し,7年後に再び本拠地へ戻ったと

いう報告 (鳥居,1903)から類推されたものである.明治期とはいえ,まだあまり和人の

影雅を受けていなかったとされる十勝川上流域のアイヌが,勧)i-3政策の実施以前には,河

川の鮭産卵場付近に固定的な集港を形成して本拠地となし,そこから季節的 ･出稼的に移

動して,漁拶 ･狩猟 ･採集活動を行っていたという報告 (†atanabe,1972),および,明

治期以前の約600年間という長期にわたって沙流川流域の集落を復元 し,集落の位置はあ

まり変化しなかったことを示 した報告 (煎本,1987)は,このような理解を擁護するもの

である.

しかし,次第に和人の影響を受けるようになり,強制部落段階になると,このような本

拠地からの季節的 ･出塚的移動という移動形態は崩れ,定着性が増したとされる (高倉,

1940;足利,1968).この定住的な集港をも本拠地として把えると,強制部落段階におい

ても本拠地ははば一定していたことになる.すなわち,江戸時代には,自然部落と強制部

商のいずれにおいても,集落 レベルにおけるアイヌの本拠地はほぼ一定 していた,と理解

されていることになる.これは,アイヌの空間利用形態が,居住集団ごとに生活の領域を

保持するものであったとする報告 (泉,1952;渡辺,1965)とも符合する.

本拠地は,日常生活の場であり,季節的 ･出壕的移動の基点ともなる.本拠地が一定し

ているということは,本拠地における居住集団の構成員が一定していることを意味する.

つまり,集団レベルでは,集団の空間的流動性は非常に低いことを意味する.

しかし,本拠地が一定であったとする説の論拠とされる江戸時代の見聞録には,一定の

本拠地から季節的 ･出塚的移動をしていたことは,必ずしも明記されていない.各場所の

アイヌの年間生活状況が記された ｢束蝦夷地各場所様子大概書｣ (文化年間 (1804-1818)

)および ｢東蝦夷地場所請より申上｣ (安政2(1855)年)によれば,文化年間 (1804-

1818)や安政2(1855)年頃の東蝦夷地においては,河川沿いの本拠地から季節的 ･出稼

的移動をしていた地域があったことが知られる.また, ｢東夷周覧｣ (享和 1(1801)年)
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によれば束蝦夷地西部の長万部 (オシャマンベ)で1年中町じ所に居住 して串や, ｢東海

参讃｣ (文化3(1806)年)によれば宗谷場所では冬季の集落の位置が一定 しているとい

う,しかし, ｢蝦夷島記｣ (天和1(1681)年), ｢北海随筆｣ (天文4 (1739)年),

｢東遊記｣ (天明4 (1784)年), ｢来遊射Ei己｣ (天明8(1788)年), ｢蝦夷国風俗人

情之沙汰｣ (寛政2(1790)年), ｢北夷談｣ (文政5(1822)年), ｢蝦夷生計図説｣

(文政6 (1823)年)には,必ずしも本拠地が一定していたという記述はない.むしろ,

人の死に伴う家屋の焼却や建て替え,季節的移動,さらには,定住せず遊動性が高いこと

が記されている.しかも,明治時代になると,戸籍法の制定や土地所有の明確化とともに,

漁拶 ･狩揃 ･採集活動が制限され,後には勧農政策が実施されるなど,生活様式はかなり

変化したことが予想される.したがって,明治期の移動形態から江戸時代の移動形態を類

推すれば,事実認識を誤るおそれがある.

(2) 本拠地の固定性に関する従来の説の検討

近年,新たな史料の分析から,安政期の季節的 ･出橡的移動は,おもに青壮年男子によっ

て行われ,集落には残存者のあったことが,安政3(1856)年の紋別場所 (海保,1980)

や安政5(1858)年の沙流場所の一部 (海保,1974;平取町史編纂委員会,1974)におけ

る移動者の性 ･年齢分析や,安政5(1858)年のオホーツク海沿岸地域における移動者数

の報告 (伊藤,1979)によって示されるようになった.これらの報告は,季節的 ･出稼的

移動の実態分析ではあるが,集落に残存者のあることから,ごく短い期間内では本拠地が

国定していたことを示す事実と考えられる.

より長期的見地から,本拠地の固定性を検討した例として,渡島半島を北方へ後退する

過程の研究 (足利,1968)や海岸の特定集港への集中過程の研究 (高倉,1940;冨水,19

66)がある.両者とも,集落の分布とその戸数 ･人口規模の変化は,和人との接触に起因

する移動によるものと推測している.また,同じく長期的見地から,十勝川,沙流川,天

塩川流域や海岸地域における集落分布の経年変化が報告されている (高倉,1940;吉田,

1955;富永,1966;足利,1968;小林,1975;羽田野,1981;鈴木,1984;煎本,1987).

しかしながら,いずれも集落単位の居住者が誰であるかを確認していないために,その

居住者がどこからどこへ本拠地を移したかという移動経路が不明である.集落の名称や戸

数 ･人口規模に経年変化が兄い出されても,その変化が果たして本拠地の移動によるもの

か,あるいは集落という単位の把え方の違いによるものか,それとも他の要因によるもの

かは依然として不明のままであるといえよう,

居住者の確認によって,本拠地の固定性を比較的に長期にわたって検討したものとして,

佐々木 (1981)による内浦湾奥の虻田場所の-集落,レブンゲの報告がある.安政3(18

56)年,安政5(1858)年,明治4 (1871)年の戸数は29戸,24戸,32戸と変化するが,

レブンゲに居住し続けたのは18戸であり,1戸は他集落へ移動したという.しかし安政5
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(1858)～明治4(1871)年の13年間という空自が長 く,居住者名の照合がほぼレフンゲ

集落のみに限られ,虻田場所全域に及ばないので,去就不明の家が多い･

以上のことから,江戸時代のアイヌが一定の本拠地から季節的 ･出稼的に移動していた

とする理解については,1年以内という短い期間内では妥当である事例が散見されるもの

の,より長期的には居住者を経年的に追認する作業を通 じて検討しなおす必要があると考

えられる.たとえ,本拠地としての集落の位置は一定していても,その居住者は変化して

いた可能性があり,集落の位置が変化 したか否かに関わらず,居住集団の構成員は固定せ

ず,流動的であった可能性がある.

7㌧家 レベルの集団の空間的流動性

こうして,強制部落,段階における集落 レベルの定住性は確認されつつあるが,家レベル

においては,個人の家間移動によって家の構成員が大きく変化していたことが知られてい

る.文久2(1862)年の紋別場所では,家と家の合併という形での個人の家間移動が生じ

ていた (高倉,1940).安政3(1856)年にオホーツク海沿岸地域の現地調査を行った松

浦武四郎も,紋別場所の各地において複数の家がこっの家屋に同居する事例を確認 してい
I

る (｢松浦武四郎文書｣による).また,安政3(1856)～明治33(1900)年頃の紋別場

所の湧別川流域における30戸の家の系譜関係を復元 し,配偶者を変える事例が多かったこ

とが示された (丸瀬布町史編集委員会,1974).そして,長谷川 (1987)は天保8 (1837)

～慶長4(1868)年の高島場所における6̀カ年次の史料を用いて家間移動者を確認 し,と

くに慶応4(1868)年まで存続 した11戸の構成員を追跡 して,他家への同居や再婚などに

よって家の構成員が変化 しており,誰がそ.の家を相続するかは一様ではなかったことを示

した.1

.いずれの報告も個人の家間移動が生じていたことを示すものであり,強制部落段階にお

いては家の構成員が大きく変化していたことを示唆するものである.しかし,必ずしも居

住者全員についての所属家を追跡 していないために,家の構成員がどの程度に変化してい

たのかが不明である.通常,個人の家間移動は,婚姻および養子縁組やその解消あるいは

出稼奉公などによって,多くの社会で確認されてきた現象であると考えられる.そのため,

家間移動が生 じること自体が問題になる訳ではなく,家間移動者数が人口に占める割合や

移動の頻度などが他の地域あるいは集団と比較されることによって,はじめて家の構成員

の空間的流動性が検討されるものと考えられる.また,個人の家間移動が激しく生じるこ

とによって家の構成員が大きく変化する原因として,流行病による死亡,和人との雇用関

係による出稼ぎ,和人の強制力がはたらいたことなどがあげられている (高倉,1940;丸

瀬布町史編集委員会,1974;長谷川,1987),しかし,それぞれの原因によって,いっ,

誰が移動したのかが不明であり,その移動者数が総移動者数に占める割合はどの程度かは

依然として不明のままである.したがって,強制部落段階における家の構成員の空間的統
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動性については,まだほとんど検討されておらず,家の構成員が流動的に変化する原因と

メカニズムについては,まだほとんど不明のままであるといえよう.

第 3節 アイヌの集団の流動性の地理学的研究の意義

1.アイヌの集団の流動性の地理学的研究の意義

入手可能で分析に有効な史料のほとんどは,すでに和人の影響をかなり受けてい̀る後松

前藩時代 (文政 5 (1822)～安政 2 (1855)年)と後幕府直轄時代 (安政2 (1855)～明

治 1(1868)年)のものである. しかも,当時の漁拶 ･狩猟 ･採集活動の頻度や効率ある

いは食生活に関する詳細な実態を復元することは極めて困難である.つまり,当時のアイ

ヌの生活が,どの程度に狩猟 ･採集活動に依存していたかどうかを明確にすることは困難

である.その上,アイヌ本来の狩窮い 採集段階の生活の実態が明確ではないために,それ

が和人との接触によってどの程度に変容 したのかを明確にすることは困難である.

そこで,狩猟 ･採集活動への依存度や文化変容の程度ではなく,集団の空間的流動性そ

のものを分析の対象とし,･集団の空間的流動性が生じる原因とメカニズムを探ることにす

る.たとえ,異民族との接触によって本来の狩猟 ･採集生活は既に変容 している社会であっ

ても,集団の空間的流動性の原因とメカニズムが明らかになれば,次に,その原因とメカ

ニズムが,狩訴い 採集社会の文化変容に特有のものであるのか,それとも人類史上の初期

の狩猟 ･採集社会においても確認される可能性があるかどうかを検討することになる.こ

れならば,狩訴い 採集活動-依存する度合や異民族との接触による文化変容の程度には関

わりなく,集団の空間的流動性が確認される社会が分析の対象となり得ることになる.し

たがって,19世紀中期のアイヌは集団の流動性の原因とメカニズムの研究対象になり得る

と考えられる.なお,集団の空間的流動性の原因とメカニズムの分析にあたっては,集団

の流動性が高い地域と低い地域の比較という,地理学にとっては基本的な地域間比較とい

う方法を用いた.なぜなら,集団の空間的流動性は,流動性の程度が相対的に検討されて

はじめて明確なものになり,流動性の高い地域と低い地域の比較によって,流動性の原因

とメカニズムを探る糸口が見つかるものと考え られるためである.

2.研究目的

本研充の目的は,19世紀中期のアイヌ社会において,家の集落間移動による集落を構成

する家の流動的変化と,個人の家間移動による家の構成員の流動的変化という,2種類の

集団の空間的流動性を示すこと,および,集団の空間的流動性が生じる原因と̀メカニズム

を考察することである.
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屯.集落レベルの空間的流動性

節1節 安政 5 (1858)年の季節的 ･出稼的移動

本第 1節の目的は,1年以内という短い期間でみれば,集港 レベルの本拠地は一定 して

いたことを示すことである.

1.史料と方法

(1) 史料

史料は,国文学研究資料館史料館 (通称,国立史料館)蔵の ｢松浦武四郎文書｣ 7)のう

ち, ｢野帳｣ (安政3 (1856)･安政5 (1858)), ｢按束雇従｣ (安政3 (1856)),

｢接西 ･按束 ･按北恵従録｣ (安政3 (1856)), ｢戊午東西蝦夷誌｣ (安政5 (1858))

, ｢戊午山川地理取調日記｣ (安政5 (1858))を主に用いた.いずれも,松浦武四郎が

安政3 (1856)年,安政5 (1858)年に行った蝦夷地の調査の記録である.

｢野帳｣には人別帳が筆写されている.人別帳は場所請負制による地域的単位である場

所別に一括されている.人別調査は各場所を請負う商人の調査によるも̀のと思われ,場所

内に分布する集落ごとに居住者名が記されている.ただし,集落の実態は不明であり,人

別帳に村として記載された単位を本研究では集落とする.集落の平均戸数は約9戸であり,

場所による違いはあまり大きくない (第4表).安政3 (1856)年の ｢按束屈従｣･｢按

西 ･按束 ･接北屈従録｣も集落を記載単位としているが,安政5 (1858)年の ｢戊午東西

蝦夷誌｣ ･｢戊午山川地理取調El記｣は,集落よりも小さな単位を記載単位としており,

これを本研死では小集落とする.したがって,集落の最小単位が小集落であり,複数の小

集落が集まって集落となり,多数の集落を包摂する地域が場所ということになる.なお,

居住者名は安政3 (1856)年では戸主についてのみ,妾政 5 (1858)年では全員について

知ることができる. 対象地域は,季節的 ･出塚的移動と本拠地移動を知るための史料が

比較的によく揃っている,束蝦夷地の勇払 (ユーフツ),沙流 (サル),新冠 (二イカッ

プ),静内 (シズナイ),三石 (ミツイシ),浦河 (ウラカワ),十勝 (トカチ)の計7

場所を選んだ (第6図).

(2) 方法

安政5 (1858)年の本拠地である小集落からの季節的 ･出塚的移動の分析には,松浦武

四郎の調査記録である ｢戊午東西蝦夷誌｣ ･｢戊午山川地理取調日記｣を用いた.両史料

ともほぼ同-･内容であり,居住者全員の名前 ･年齢,および調査時には誰が不在であった

かが記されている8).

｢戊午山川地理取調日記｣は, ｢沙留日誌｣等の各分冊から構成されるが,場所単位に
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整理されたものではないので, ｢野帳｣ (安政5(1858))の集落名 ･居住者名と照合す

ることにより,場所ごとに整理した.例えば,沙流場所には ｢沙留日誌｣4冊, ｢安部辺

都日誌｣, ｢茂無辺都日誌｣が相当し,この6冊に記されたのは249戸,1,115人であり,

｢野帳｣の270戸,1,221人のそれぞれ92.2%,91,3%という記職率である.他の場所では,

静内,勇払,十勝場所の記載率が低いとはいえ,大要は知ることができる (第5表).

2. 季節的 ･出稼的移動の概況

対象地域における松浦武四郎の調査は安政5年 6-8月 (1858年7-9月)に行われて

いる (ただし,十勝場所の一部は安政5(1858)年3月の調査による)が,アイヌの移動

先,移動期間については明確には記されていない.そこで,安政2 (1855)年当時におけ

る各場所のアイヌの年間生活状況が記された ｢東蝦夷地場所請より中上｣ (函館図書館蔵)

に基づき,季節的 ･出稼的移動を次のように考えた.春には内陸の河川沿いの本拠地から

海岸へ出て,タラ,ナマコ,イワシ,コンプ等を漁獲 し,秋には内陸に戻 り,サケや鹿を

捕獲 して本拠地で越冬する.

｢戊午山川地理取調日記｣には移動先について,＼ ｢浜にて昆布取を致 し居｣とか ｢蔽え
I

下られ｣という記述が多く,海岸を意味するものと思われる9),また,移動の理由につい

ては, ｢家二は漸々家主夫婦と子供三人ならでふ居皆雇に下られ｣のように ｢雇に下られ｣

と記された家が非常に多く,各場所における漁業経営上の和人との雇用関係による移動が

主であったと思われる.

3.場所別移動状況

安政5(1858)年の季節的 ･出塚的移動を松浦武四郎の記述によって整理すると (第6

義),7場所全体では,記載数1,004戸の76,7%に相当する770戸が少なくとも1人以上の

移動者を出し,記載数4,787人の40.7%に相当する1,946人が移動していたことがわかる.

場所別にみると,勇払では記載数175戸の81.7%に相当する143戸が1人以上の移動者を出

し,記減数920人の42.1%に相当する387人が移動していた.同様にして,静内,三石,沙

疏では,いずれも記載戸数の80%以上の家が,少なくとも1人以上の移動者を出していた.

しかし,十勝,新冠では60%前後の家が移動者を出していたにすぎない.また,三石,捕

河ではいずれも記載人口の70-80%が移動していたが,十勝,新冠,沙流では20-30%前

後と少なかったtO)

4.年齢階級別移動状況

5歳単位の年齢階級別に季節的 ･出稼的移動者数の割合をみると (第7図),全体的に

移動者の中心は青壮年の男子であることがわかる.これは,十勝,新冠場所では特に顕著

であり,15歳以下の移動者が非常に少なく,全移動者の男女比は2,5-3.5:1となってい
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尋.一方,三石,浦河,静内場所では,15歳以下の移動者が多く,全移動者の男女比も1

-1.5:1となっている.このような場所による差異は,十勝,新冠場所では,移動者を

1人も出さない家が多く,仮に出しても一家から1-2人の青壮年男子が大部分であるこ

と,および,三石,粥河場所と静内場所の]TlT別 (モンベツ)川流域では,一家全員による

移動が多く,全員ではなくとも一家から4人以上の移動者が出ている事例が多いことによ

る.

5. 短期的な本拠地の固定性

場所による季節的 :出塚的移動の特徴は,集落単位,集落の下部単位である小集落単位

で争ても同様であり,場所内の小集落の位置,戸数規模によ-る移動状況の違いはあまりみ

られない (第8図).しかも,集落と小集落のいずれの単位でみても,居住者全員が季節

的 ･出稼的移動に出て,集落あるいは小集落に残存者が1人もいないという事例は非常に

少ない.残存者については, ｢母は山に残る也 畑を蒔居｣,あるいは ｢家土は母と二男

と妹と三人に而畑を作 り居｣というように畑作に従事 した記述が散見される.こうして,

集落あるいは小集落に残存者がいたという事実によって,1年以内という短い期間内では,

本拠地が国定 していたと考えられる.つまり,季節的 ･出橡的移動に出た人々は,それぞ

れの家族が待つ家あるいは小集落 (集落)に再び戻ったものと推測される.

第2節 安政3-安政5(1856-1858)年の家の集落間移動

本第2節の目的は,2年間という期間でみれば,集落 レベルの本拠地は必ずしも一定 し

ていなかったこと,そして,集落を構成する家は大きく変化 していたことを示すことであ

る.

1.史料と方法

用いた史料は,第 1節1,と同じである.安政3-妾政5(1856-1858)年の本拠地移

動は,戸主名を照合することによって,集落間の移動として求めた,すなわち,妾政3(1

856)年にA集落に記された者が安政5(1858)年にはB集落に確認された時に,A集落

からB集落へ本拠地を移 したものと判断した川 .さらに,7場所全体では,集落の下部

単位である小集落ごとの居住者名は,安政5(1858)年のみは ｢戊午山J旧也理取調日記｣

によって明らかなので, ｢野帳｣ (安政5(1856))と居住者名を照合することによって,

安政5(1858)年の集落と小集落の関係を求めた.これにより,本拠地移動が生 じた場合,

移動後の居住地と居住集団を集落より小さな小集落単位で考察 した.

｢野帳｣に記された人別帳には,各場所の居住者がおおよそ網羅されていると思われる

が,居住者名は安政3(1856)年については戸主以外は不明のために,安政5(1858)年
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の厄:･住著名との照合ができない例が若干でてくる.これは,7場所重体で67例であるが,

安政3(1856)年の総戸数1,044戸の6.4%にすぎないので,その大要は知ることができる.

2.本拠地移動の概況

安政3(1856)年から安政5(1858)年にかけての集落間本拠地移動をみると (第7表)

,7場所全体では安政3(1856)年の戸数1,044戸のうち,同一集落内にそのまま定着 し

ていたのは722戸,他集落へ移動したものは255戸である,安政5(1858)年の居住地不明

のものは67戸である.場所別にみると,勇払は安政3(1856)年の戸数が229戸で,36集

預からなる.安政5(1858)年にも同一集落内に定着していたのは213戸,他集落への移

動はなく,不明が16戸で,本拠地移動戸数率は0%となる.同様に,沙流では10戸が移動

し,その値は4.4%となり,ほとんどが定着していることがわかる.勇払,沙流とほぼ同

程度の戸数規模をもつ十勝では,定着戸数が115戸,移動戸数が106戸で,45,3%と本拠地

移動戸数率は高くなる.これより戸数規模は小さぐなるが,静内と三石では移動が激しく,

特に三石では定着戸数6戸,移動戸数41戸で,本拠地移動戸数率は83.7%となる.

このような本拠地移動は,そのほとんどが,同一場所内で生じている.移動の理由につ

いては, ｢戊午山川地理取調日記｣に ｢漁業なし難さカ故に多く他え引こしたる也｣とい

う記載が散見される.類似例が ｢按東屈従｣, ｢按西 ･接東 ･按北屈従録｣にも兄い出さ

れるので,河川漁業の良し慈しが理由の一つと思われるが,他では明らかではない.

3.居住者名の照合による集落の小集漕構成

安政5(1858)年の ｢戊午山川地理取調日記｣の記載単位は小集落であり,この史料は,

前述のように,必ずしも全戸を記載 してはいない.これを用いて,同じく安政5(1858)

年の集落単位の記載である ｢野帳｣と居住者名を照合すると,集落と小集落の関係がわか

る.この結果をまとめたものが第8表である.7場所全体では115村,1,049戸が照合可能

であり, ｢野帳｣による当時の集落数が128,戸数が1,189戸であるので集港数,戸数とも

90%近 くの分析が可能であり､大要は知ることができる.これによって集落がいくつの小

集落から成り立っかという,集落と小集落の構成上の関係をみると,勇私場所は36集落,

232戸のうち照合が可能なのは,32集預,193戸である.そのうち,1集落が1小集落から

構成される集落数は25,1集落が2小集落から構成される集落数は6,1集落が5小集落

から構成される集落数は1となる.同様にして,三石場所は12集蕗,55戸のうち11集落,

54戸が照合可能である.その11集落はすべて1集落が1小集落から構成されている.ただ

し,1小集落が複数の集落の構成単位となる場合もあるので,第8表における構成小集落

数の合計と照合可能小集落数とは必ずしも一致 しない.また,同じ家が複数の小集落もし

くは集落の構成単位となることはない.
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14.松浦武四郎の記述による集落と小集落

)さ:･tl三者名の照合から求めた集落の小集落構成を ｢戊牛山州地理取調El記｣に兄い出され

る松lfili武四郎の記述によって再確認する.

(1) _l錐落レト錐港

居住者名の照合によって,1集落が1小集落からなると判断した十勝場所のタンネオタ

コタンについて,松浦武四郎は ｢人家六軒有是をタン子ヲタ村と云 リ｣と記している.タ

ンネオタ集落とタンネオタコタン小集落は同一のものであることが確認できる.

(2) 1集落2小集落

十勝場所のタイキ集落は,居住者名の照合によって,アシリコタン (2戸)とヤロマフ

(1戸)の2小集落からなると判断した.この3戸について, ｢右三軒をタイキ村と云り｣

と記 しており,上記判断と一致する.

(3) 1集落3小集落

沙流場所のサルフ ト集落は,サルフト(3戸), トンニカ (10戸),ヒタラバ (3戸)

の3′ト集落からなると判断した. ｢川番 (サルフト) トンこカ ヒタラバの三ヶ所合て

サルフト村こ成る也｣と記されており,やはり上記判断と一致する.同様に,沙流場所の

ニヨイ集落はベナコリ (1.2戸),シケレベ (6戸),ニヨイ (14戸)の3小集落からなる

と居住者名の照合によって判断した. ｢こヨイは此辺の惣名にし而村名こ成居たり別下の

ヘナコリ,シケレへと当所川の南北二有とも惣名はニヨイ村分也｣と記されており,照合

結果と一致する.

5. 1雑務一単小集荷の本拠地移動

安政5(1858)年の空間的単位である集落と小集港が等 しい三石場所をとりあげる.安

政3-安政5(1856-1858)年の集落間本拠地移動が激 しく,安政3(1856)年の49戸の

うち,安政5(1858)年にも同じ集落に定着 していたのは6戸にすぎない.安政3(1856)

年に13集落に分任 した各居住集団が,安政5(1858)年にはどの集港に,どのような居住

集団をもって居住 したかを第9表に示 した.

ヘ-ウ集落は安政3(1856)年に11戸であり,そのすべての家が安政5(1858)年には

伯集落に散在 していた.そのままへハウ集落に定着 していた家はない.11戸の転出先をみ

ると,l戸はカムイコタン集落へ移動し (B),2戸がシシャモナイ集落へ (20),7

戸がルベシベ集落へ (7P),1戸がタフカルニキ集落へ (U)移動した.こうして,全

戸が他集落へ移動した代わりに,他集落から4戸がへ-ウ集落へ移動してきたので,安政

5(1858)年の戸数は4戸となる.その転入元をみると,ヌフシュツ集落から1戸 (C),

オハフ集落から.2戸 (2D),テコシ集落から1戸 (F)が移動してきたことになる.

このように,三石場所では,安政3(1856)年の集落の居住集団が移動行為をともにす

ることは少なかった.しかも集落の消滅や新たな集落の形成という事例が多く,集落の位
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置が変化し,妾政5 (1858)年の集商すなわち小集落の居住集団へは前住集落を異にする家

の集合であったことがわかる.なお,家は,結合 ･分離 して2戸が1戸にt,あるいは1戸

が2戸になる例があるので,第9表の定着,転出先,転入元,不明等から求めた戸数と安

政5 (1858)年の戸数とは必ずしも一致 しない.

6.1圭良港一複小集落の本拠地移動

安政5 (1858)年の集落が複数の小集落から構成される例を含む静内場所をとりあげる.

安政5 (1858)年の15集落,150戸のうち,集落の小集落構成が判明するのは11集落,130

戸についてである.このうち1集落が1小集落から構成される集落数は7,2小集落から

構成される集落数は2,6/ト集港から構成される集落数は1-,10小集落から構成される集

落数は1となる (第8表).

三石場所と同様に,安政3-安政5 (1856-1858)年の集落間本拠地移動が多く,安政

3(1856)年の124戸のうち,安政5 (1858)年にも同一集落内に定着 していたのは45戸,

他集落へ移動 したのは75戸である (第7表).三石場所と同様に,安政3(1856)年の集

落の居住集団は継続的なものではない.安政5 (1858)年における集落の居住集団は前任

集落を異にする家の集合であったことがわかる. も

静内場所では,三石場所ほど集落の位置に変化はない.例えば,モンベツ集落は安政3

(1856)年の9戸のうち6戸がそのままモンベツ集落に定着 し,2戸はシビチャリ集落へ,

1戸はルベシベ集落へ移動した.その代わりに,5集落から16戸が移動してきたので,･前

任集落不明の3戸と合せて安政5 (1858)年には25戸となる.移動 してきた16戸は,シズ

ナイ集落から6戸,ラシュッぺ集預から3戸,ショショシナイ集落から1戸,ウラ集落か

ら2戸,シビチャリ集落から4戸である.

次に,妾政5 (1858)年の集落の居住集団をより小さな単位である小集落で検討する (罪

lo衷).モンベツ集商はEl～E.Oの10小集落から構成されていた.モンベツフト小集落

(El)はモンベツ集落内に定着していた1戸 (E)からなり,チエホツナイ小集落 (E2)

はシズナイ集落から1戸 (A)∴シビチャリ集落から1戸 (G)移動 してきた.同様にし

て,ホロナイ小集落 (E6)はモン'J<ツ集落内に定着 していた3戸 (3E)のほかに,シ

ズナイ集港から2戸 (2A),ラシュッぺ集落から1戸 (C),ウラ集落から1戸 (F)

移動してきたので,前住集落不明の1戸と合せて8戸となる.このように,安政5 (1858)

年の小集落の居住集団も,安政3(1856)年時の居住集落を異にする家の集団であったこ

とがわかる.例えば,モンベツ集藷 (E)からシビチャリ集落 (G)へ移動した2戸 (2

E)はC 2のサツ小集落とG5のイヨフル小集落に分住している (第10表),このことは,

静内場所と同様に,安政 5(1858)年の集落が複数の小集商から構成され,かづ安政3-

安政5 (1856-1858)年の集落間本拠地移動が比較的に多くみられる十勝場所,新冠場所

にも当てはまる.
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7.安政3-安政5(1856-1858)年の本拠地の固定性

前述のように,1年以内という短期間には本拠地がLIEJ足 していたものの,安政3-安政

5(1856-1858)年の21-FF馴こは集落間の本拠地移動が生 じた地域が兄い出された.この

本拠地移動は,居住集団の全員がともに移動するわけではないので,集落の位置そのもの

が変化 しなくても移動が生 じ,しかも居住集団の構成員は変化するという形をとっていた.

このことは,1950年頃の沙流川流域では居住集団ごとに生活の領域が保持されていたと

いう,地縁集団を重視する報告 (泉,1952)が,必ずしも江戸時代のアイヌ社会全般には

普遍化はできないことを示すものと考える.すなわち,地縁集団のよってたっ集落の位置

が変化 し,しかも集団の構成員が変化 していた例があるからである.

第 3節 移動性

これまで,季節的 ･出稼的移動と本拠地移動という二つの側面から本拠地の固定性につ

いて検討 してきた.次に,この二つの移動形態を指標としてアイヌの移動性を把え,移動

性と地理的空間との関係について考察する.

本拠地周辺の地理的空間がその居住集団の漁拶 ･狩猟 ･採集活動に利用されると仮定す

る.この時,季節的 ･出稼的移動する人口が大きいほど,春から秋にかけて本拠地に残存

する人口が少なくなり,本拠地周辺の地理的空間はあまり利用されないことになる.一方,

季節的 ･出塚的移動の多寡とは関わりなく,本拠地を移すということは,漁拶 ･狩猟 ･採

集活動を行う地理的空間を変えることを意味する.したがって,移動性が高いほど,すな

わち季節的 ･出稼的移動と本拠地移動の双方の度合が高いほど,特定の集団と特定の地理

的空間との結びつきは弱いものとなる.一方,移動性が低いほど,その結びつきは強いも

のとなる.ここでは,安政5(1858)年の季節的 ･出稼的移動と安政3-安政 5(1856-

1858)年の本拠地移動から移動性を考えることにする.

勇払場所では,妾政 5(1858)年の季節的 ･出稼的移動は中程度で,本拠地に残存する

人口が多かったので,春から秋にかけては本拠地周辺の環境はよく利用されたことになる.

しかも,安政3-安政5(1856-1858)年の本拠地移動はほとんどみられず,定着的であっ

たので,秋にサケ漁業を行 う場所等 も一定 していたと思われる.加えて,集落という居住

集団の構成員も固定 していた.このことから勇払場所では,特定家あるいは特定家集団と

特定地理的空間が密接に結びついていたと考えられる.

一方,三石場所では季節的 ･出稼的移動が激 しく,本拠地に残存 した人口は少なかった.

しかも,本拠地移動が激 しく,加えて集落という居住集団の構成員が変化 した.したがっ

て,三石場所では特定家あるいは特定家集団と特定地理的空間が結びつくのは一時的なも

のであったと考えられる.
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第4節 安政以後の本拠地移動

本第4節の目的は,10年間以上の長期間でみれば,三石場所においては集落 レベルの本

拠地は一定していなかったこと,そして集落を構成する家は流動的に変化していたことを

示すことである.

1.史料と方法

(1)方法

これまでアイヌの移動性を本拠地移動と季節的 ･出塚的移動から考察してきた.本拠地

移動についてのみは,三石場所と静内場所における安政以後,明治初 (1868)年までの状

況が把握できる.前述の安政3-安政5(1856-1858)年 (これを第 Ⅰ期と呼ぶ)の本拠

地移動を求めた時と同じ方法によって,安政5-元治1 (1858-1864),元治1.-慶応1

(1864-1865),慶応 1-慶応4(1865-1868),慶応4-明治2(1868-1869)の各年

次間 (第Ⅱ期～第Ⅴ期)の集落間本拠地移動を求めた.ただし,静内場所では慶応4(18

68)年の代わりに慶応2(1866)年とし,明治2(1869)年の代わりに明治4(1871)年

とする.集落の下部単位である小集落の居住者は安政5(1858)年以外は不明である.な

浴,居住者名の照合は各期の前年次 (安政5-元治 1 (1858-1864)年では安政5(1858)

年,元治1-慶応1(1864-1865)年では元治 1 (1864)年)の居住者をもとにした.

(2) 史料

安政5(1858)年以後の史料として,以下の人別帳類を用いた.三石場所では,元治 1

(1864)年,慶応 1 (1865)年,慶応4(1868)年は ｢町史編纂資料｣ (三石町郷土館蔵)

,:慶応4(1868)年は ｢ミツイシ御場所土人人別名前家教書上｣ (静内町郷土館蔵),明

治2(1869)年は ｢三石 ･浦川両郡語調｣ (道庁行政資料課蔵)による.

｢町史編纂資料｣では戸主名のみが,他資料では全員の名前が記されている.同じ慶応

4(1868)年のものである ｢町史編轟資料｣と ｢ミツイシ御場所土人人別名前家数書上｣

の名前に関する記述には矛盾するところはない.

静内場所では,元治 1 (1864)年は ｢シツナイ御場所惣土人人別家数名前書上｣ (道立

図書館蔵マイクロフィルム),慶応1 (1865)年は ｢シツナイ御場所惣土人人別家数名前

書上｣ (静内町郷土館蔵),慶応2(1866)年は ｢覚 (シツナイ場所土人人別帳)｣ (道

立図書館蔵マイクロフィルム),明治4(1871)年は ｢稲田家静内郡支配中取調書｣ (道

庁行政資料課蔵)を用いた.いずれもほぼ全員の名前が記されているが,慶応2(1866)

年の ｢覚｣は一部欠損 しているので,記載戸数は少なくなる.
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2.三石場所の安政以後の集落間移動

(1) 集落を構成する家

三石場所は北海道の目高地方に位置する.アイヌの集落は,主に日高山脈からほぼ平行

して流れ出る三石川と鬼舞 (ケリマイ)川の2河川流域に分布していた (第9図). ｢束

蝦夷地場所請より中上｣(安政2(1855)年,函館図書館蔵)によれば,安政2(1855)

1年当時のアイヌは,春には内陸の河川沿いの集落から海岸へ出てコンプ,タラ,ナマコ,

イワシ等を漁獲し,秋には内陸に戻り,サケや鹿を捕獲 して越冬する,という生活を送っ

ていた,蝦夷地でも有数のコンプ産地である三石場所のアイヌも,安政5(1858)年には

内陸の集落から海岸へ向かう季節的 ･出稼的移動を行っていた (遠藤,1985)が,その移

動は漁業練営上の和人との雇用関係によるものが主であったと思われる.集落は,毎年繰

り返される季節的 ･出塚的移動の基点となる,このような季節的 ･出塚的移動のほかに,

妾政3(1856)年から明治2(1869)年にかけての三石アイヌは,集落間で居住地そのも

のを移す移動も行っていた.そのために,安政3 (1856)年から明治2 (1869)年にかけ

ての6カ年次のなかで,帯に居住者が確認された集落は3例にすぎず,1回しか居住者が

確認されなかった一時的な集落は15例もみられた (第11表).

集落の戸数規模は,最低時で1戸,最高時で20戸,平均5.5戸であり (第12表),人口

紘,最低時で2人,最高時で79人,平均22.7人12)である.便宜上,安政3 (1856)年の1

3の集落と49戸の家を次のように表記する.すなわち,13集落は,へハウ集落 (A),カ

ムイコタン集商 (B),ヌフシュツ集落 (C)--ケリマフ集落 (L), トクロシャモ集

港 (M)とする,49戸の家は,へハウ集落 (A)の11戸を Al,A2--Allとし,カ

ムイコタン集商 (B)の10戸を Bl,B2--BIOとし,以下同様にして, トクロシャ

モ集落 (M)の3戸を Ml,M2,M3とする,

(2) 移動戸数と移動回数

三石場所においては,第 Ⅰ期 (1856-1858)に移動した家は,安政3(1856)年の49戸

のうち41戸であった.第Ⅱ期 (1858-1864)年には安政5(1858)年の55戸のうち25戸が

移動したが,第Ⅲ期 (1864-1865)には,元治 1(1864)年の62戸のうち4戸が移動した

にすぎない.第Ⅳ期 (1865-1868)には,慶応1(1865)年の64戸のうち29戸が移動し,

第Ⅴ期 (1868-1869)には,慶応4 (1868)年の62戸のうち7戸が移動した (第13表).

前述のように,移動 ･定着戸数は各期 (Ⅰ～Ⅴ)の首年次戸数を対象としている,この

うち,6カ年次 (安政3(1856),安政5(1858)--明治2(1869))すべての居住集

落が確認可能な43戸を対象にすると,全期間中,1度も移動 しなかった家は,カムイコタ

ン集落 (B)に居住 し続けた1戸のみである,残る42戸は最低1回は本拠地を移 しており,
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坐)g]聞[l]に1回移動 した家は7戸,2回移動した家は25戸,3回移動した家は10戸であっ

た.

(3) 集落の位置と戸数の変化

三石場所における集落の位置および戸数の変化を示 したものが第10図である.これによっ

て,全期間中,集落の位置が固定していたのはへ-ウ (A),カムイコタン (B),ケリ

マフ (L)の3集落のみであり,総 じて集落の位置と戸数は一定していなかったことがわ

かる.6カ年次のうち,ただ1回のみ居住者を受け入れた集落は15例あるが,このうち14

例は安政3(1856)年と安政5 (1858)年に集中している.特に安政3(1856)年の魔舞

(ケリマイ)川流域に多い.このような集落の位置と戸数の変化は,主に本拠地移動の結

果として生じたものである.

(4)本拠地帰還例

全期間中,本拠地移動はほとんどが三石場所内に限られ,しかも同一河川流域内で行わ

れており,流域間の移動は非常に少ない.ここで)本拠地を1度は他集落へ移 した後,再

び以前に居住 したことのある集商へ戻る事例を本拠地帰還例ということにする.この本拠

地帰還例は,6カ年次すべての居住集落が確認可能な43戸のうち1例のみである.第14表

において,安政3(1856)年にシュモ集落 (H)に居住 した1戸 (H2と表示)は,安政

5 (1858)年にはケリマフ集落 (L)へ移動 し,元治 1(1864)年と慶応1(1865)年に

はワッカンベツ集落 (S)に居住 した.そして,慶応4(1868)年には再び安政5 (1858)

年時の居住集落であるケリマフ集落 (L)に戻り,明治2(1869)年にもケリマフ集落 (L

)に居住 し続けた. ところで,6カ年次すべての居住集落が確認できる家は43戸あると

述べたが,これは家が複数戸に分裂した場合に,本拠地を移した方を新戸として除外し,

期間中最も定着的な1戸のみを対象とした場合である,仮に,この新戸をも対等な1戸と

して安政3(1856)年時の家から連続させて考え,しかも6カ年次のうち最低3カ年次の

Ji:･仕錐港が椛認でざる家をも対象に;ullえると,確認可能戸数は総計85例となる.しかし,

このうち本拠地帰還例は合せて3例にすぎない.したがって,少なくともこの期間におけ

る本拠地移動は,一定の本拠地をベースにするものではなかったと考える.

(5) 居住集団の構成員の変化

各期 (I-Ⅴ)の定着 ･移動において,各期間内に定着 していた (移動しなかった)に

せよ,移動したにせよ,行動を共にした家の集合単位を,それぞれ定着単位,移動単位と

呼ぶことにする.この時,定着単位は各期とも7戸以上からなる事例がかなりみられるが,

移動単位は第15表に示すように1-2戸からなる事例が大部分である.これは,多くの家

が最低 1度は本拠地を移していることからもわかるように,決して全期を通 して定着 し続
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ける家と移動し続ける家とに分化していたことを意味するものではない,

全Jy]間中 , あたかも同一の家のように定着 ･移動行為を共にした家の集合Il:I_位,つまり,

集落間移動を行うか否かにかかわらず,あたかも同一の家のように,対象期間内のすべて

の年次で所属する集落を共にする家の集合単位を,同一一単位と定義した.6カ年次すべて

の居住集落が確認可能な43戸の中で,同一単位の最大戸数は2戸ということになる.2戸

からなる同一単位は全部で5例のみである.新戸をも安政3(1856)年時の家から連続さ

せて考え,1戸として対象に加えても,同一単位は72例のうち8例にすぎず,最大戸数は

3戸にすぎない.すなわち,多くの家は単独で定着 し,移動していたことになり,全期間

を通 して居住集団の構成員は固定せず,流動的であったことがわかる.

このような構成員の流動性という居住集団の性質は,集落の位置が固定していたか否か

によらない.安政3(1856)年の居住集団に着目して,ヘハウ集港 (A)の11戸を 〔Al,

A2--All〕と表示 し,カムイコタン (B)の10戸を 〔Bl,B2--BIO〕,以下,同

様にトクロシャモ (M)の3戸を 〔Ml,M2,M3〕と表示することにする.全期間中,

集落の位置が固定していたへハウ (A)をみると,安政3(1856)年の11戸 〔Al,A2-

-All〕はすべて他出し,安政5(1858)年には4戸 〔C6,Dl,D2,F2〕となり,元

治 1(1864)年と慶応 1(1865)年には4戸 〔C6,C6′iDl,D2〕 (ただし,C6′は

C6から分かれた新戸)となる.このC6,Dl,D2の3戸を核として,慶応4 (1868)年

と明治2(1869)年には10戸 〔B2,B2′,B4′,B5,BIO,C6,Dl,D2,Fl,Fl′〕

と居住集団の構成員は変化する.全期間中,集落の位置が固定 していた他の2集落カムイ

コタン (B),ケリマフ (L)でも同様に,居住集団の構成員は変化している.一方,全

期間中,3カ年次のみ居住者を受け入れたヌフシュツ集落 (C)では,安政3(1856)年

の9戸 〔Cl,C2--C9〕はすべて他出し,安政5(1858)年,元治1(1864)年,慶応

1(1865).年には居住者がなく,慶応4(1868)年には7戸 〔Al,A3,A5,A5′,A9,

C5,F3〕,明治2(1869)年には5戸 〔Al,A3,A9,B3′,F3〕と居住集団の構成

員は変化する.

(6) へハウ集落の居住家の変化

安政3(1856)年の三石川中流部におけるへ-ウ集落 (A)の戸数は11戸 〔Al,A2-

-All〕であったが,安政5(1858)年には4戸 〔C6,Dl,D2,FZ〕となった (莱ll

図).これは,11戸 〔Al,A2- -All〕は全て他集落へ移動 し,代わりに,ヌフシュツ

集落 (C)から1戸 〔C6〕,オハフ集落 (D)から2戸 〔Dl,D2〕,テコシ集落 (ド)

から1戸 〔F2〕が移動してきたためである.元治1(1864)年のへハウ集落 (A)は4

戸 〔C6,C6′,Dl,D2〕となった.これは,1戸 〔FZ〕がミツイシ集落 (N)へ移動

し,代わりに,カムイコタン集落 (B)から1戸 〔C6′〕が移動 してきたためである.慶

応 1(1865)年の構成家は元治 1(1864)年と同じである.
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しかし,慶応4(1868)年には10戸 〔B2,B2′,B4′,B5,BIO;C6,Dl,t)2,

F1,Fl′〕となった.これは,カムイコタン集落 (B)から4戸 〔82,B2′,B5,Fl〕

,ルベシベ集落 (P)から1戸 〔B4′〕,ホロケナシ集落 (W)から1戸 〔BIO〕がそれ

ぞれ移動してきたほかに,新戸が1戸 〔Fl′〕形成されたためである13).明治2(1869)

年の構成家は慶応4(1868)年と同じである.

このように,ヘハウ集落 (A)の居住者は,様々な集落から移動してきた家の一時的な

集合であり,かなり変化していたことがわかる,これは,へ-ウ集落 (A)以外の他の集

落にもあてはまる.

(7) へハウ集港の居住家の移動先

へ-ウ集落 (A)の戸数は,安政3 (1856)年に11戸 〔Al,A2--All〕であった.

この11戸に着 目14)して,その後の居住集落を追跡する (第12図).安政5 (1858)年ま

での間に11戸の家が全て他集落へ移動 した.すなわち,ルベシベ集落 (P)へ7戸 〔~Al,

A4,A5,A6,A7,A9,AIO〕が移動 し,シシャモナイ集落 (0)へ2戸 〔A3,A8〕

,カムイコタン集落 (B)へ1戸 〔A2〕,タフカルニキ集落 (U)へ1戸 〔All〕が移

動 した.こうして,安政3 (1856)年にへハウ集落 (A)に共住 した11戸は,安政5(1858)

年には4集落 (P,0,B,U)に分任 したことになる.

元治 1(1864)年には,シシャモナイ集落 (0)から2戸 〔A3,A8〕がルベシベ集落

(p)へ移動 し,ルベシベ集落 (P)から2戸 〔A4,A7〕がホロケナシ集落 (W) 15)へ,

タフカルニキ集落 (U)から1戸 〔All〕がホンキリ集落 (Y)へ移動 した.こうして,

元治 1(1864)年には4集落 (P,B,W,Y)に分住 したことになる.慶応 1(1865)

年には,カムイコタン集落 (B)から1戸 〔A2〕がホロケナシ集落 (W)へ移動して,

2集落 (P,W)に居住 した.しかし,慶応4(1868)年には,ルベシベ集落 (P)から

4戸 〔Al,A3,A5,A9〕がヌフシュツ集落 (C)へ,1戸 〔A6〕がホロケナシ集落

-I(W)へ移動し,再び4集落 (P,C,W,Y)に分住 した.そして,明治2 (1869)年

には,ヌフシュツ集落 (C)から1戸 〔A5〕がホロケナシ集落 (W)へ移動 して,3集

港 (C,W,Y)に分住 したことになる.

このように,安政3 (1856)年にヘハウ集落 (A)に居住した11戸は,それ以後は必ず

しも居住集落を共にはしなかった.これは,べハウ集落 (A)以外の他の集落の居住者に

もあてはまる.

(8) 集落を構成する家の流動的変化

安政3 (1856)年にヘハウ集落 (A)に居住した11戸 〔Al,A2--All､〕のなかで,

全期間中に,あたかも同一の家のように移動 ･定着行為を共にしたのは2戸 〔Al,A9〕

のみであった (同一単位),AlとA9の2戸は,安政3 (1856)年にへ-ウ集落 (A)
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与こ挿任 し.安政5 (1858)-1F-,元治 1(】864)年,慶応 1(1865)年にはルベシベ集落 (P

)に居住 し,慶応4(1868)年,明治2 (1869)年にはヌフシュツ集落 (C)に居住 した.

すなわち,AlとA9の2戸は,全期間中に2回居住地を他集落へ移したが,常に居住集

落を共にしていた.

次に,安政3 (1856)年から明治2 (1869)年までの計6カ年次すべての居住集港が確

認できる,43戸に着目する.このとき,全期間中に1回移動 した家は7戸,2回移動 した

家は25戸,3回移動した家は10戸であり,1回も移動 しなかった家は1戸にすぎない.全

期間中に移動 ･定着行為を常に共にした家集団の最大戸数は2戸であり (遠藤,1985),

,%れは,∧1-A9,B2-B5,B3-B6,C1-C7,上)卜 [)2の5例にすぎない (第16表)

.すなわち,多くの家は単独で定着し,移動していたことになり,全期間を通 して,集落

を構成する家は固定せず,流動的であったことがわかる.

(9) 移動経路の復元

安政3 (1856)年,安政 5 (1858)年,元治1 (1864)年,慶応 1(1865)年,慶応4

(1868)年,明治2 (1869)年の6カ年次のなかで,1カ年次でも居住者を有 した集落は

26カ所であり,その位置を示 したものが第9図である.この全集落を河川の流れに沿って

模式的に示し,各家の集落間移動経路を示したものが第13図である.

安政3 (1856)年から安政5 (1858)年にかけては,三石川流域では中流部のルベシベ

集落 (P),シシャモナイ集落 (0),およびへハウ集落 (A)へ向かう移動が多く,魔

舞川流域では下流部のシュモロ集落 (T),ワッカンベツ集落 (S)およびケリマフ集落

(L)へ向かう移動が多かった.安政 5 (1858)年以後は,三石川流域では最も上流部に

位置するホロケナシ集落 (W)へ向かう移動が多く,慮舞川流域では中流部のホンキリ集

港 (Y)へ向かう移動が多くなる.

このように,集落間移動の範問はほぼ同一河川流域内に限られていた.その同一河川流

域内においては,上流部から下流部へ向かう移動あるいは下流部から上流部へ向かう移動

がみられ,移動範問が同一河川流域内で更に細分化される仰向 (例えば,上流地区と下流

地区)は特に認められなかった.これは,集港間における家の交換によって,個々の集落

が,同一河川流域内の集落群と密接なっながりをもっていたことを意味する.

(10) 社会単位としての集落群

ここで,集落周辺の地理的空間が,その居住集団の漁拶 ･狩折卜採集活動に利用される,

と仮定する.この仮定の下では,集落間移動が生じた場合には,移動先の集落周辺の環境

が利用されることになる.すなわち,流動的変化といえるほど頻繁に集落間移動が生 じる

場合には,各家の構成員が利用する地理的空間も頻繁に変化することになる.したがって,

空間利用という観点から把える限り,個々の集落が社会単位として意味をもつのは一時的
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であり,長期的には,家の交換を行 う集落群全体が社会単位として重要となってくるもの

と考えられる (遠藤,1990a).

3.静内場所の安政以後の集落間移動

同様にして静内場所をみると,第 Ⅰ期 (1856-1858)は移動戸数がかなりみられたもの

の (第7表),安政5(1858)年以後は少なくとも集落間本拠地移動はほとんど行われず,

ほぼ定着的になっていた.移動 した家は,第Ⅱ期 (1858-1864)には安政5(1858)年の

150戸のうち1戸であり,第Ⅲ期 (1864-1865)には元治 1(1864)年の156戸のうち2戸

である.第Ⅳ期 (1865-1866)には慶応1(1865)年の155戸のうち1戸 も移動せず,第Ⅴ

期 (1866-1871)には慶応2(1866)年の148戸のうち21戸が移動 したにすぎない.前述

のように,静内場所では安政5(1858)年の村およびコタンの居住者は,安政3(1856)

年にはさまざまな集落に分住 していた家の集合であった.こうして,安政3-安政5 (18

56-1858)年の2年間に新たに編成された居住集団が集落単位では,ほぼそのまま明治4

(1871)年まで維持されたことになる.
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雛5節 他地域における集団の流動性の可能性

本第5節の目的は,みかけ上は集落 レベルの本拠地は一定していても,実際には同一集

落内で移動が生じていたこと,そして移動していた事実がさらに見つかる可能性があるこ

とを示すことである.

1.方法論上の問題点

(1) 移動形態を復元する方法の問題点

アイヌの移動形態を復元するにあたって,集落 (地名)単位の居住者名を異年次間で照

合するという方法には,地名の空間的範囲の大小によって大きな制約を受けるという欠点

がある.すなわち,同じ距離の移動が,出発地と到着地の地名が異なる場合にのみ移動と

して把えられ,出発地と到着地の地名が同じ場合には移動としては把握されないことにな

る.つまり,この方法は,アイヌの空間認識の表出としてのアイヌ語地名分布によって制

約される.1地名あたりの空間的範囲が広い地域では,たとえ,上述の方法によっては集

落間移動が確認されなかったとしても,実際には,＼同一地名で表される空間内で移動が生

じていた可能性が残されていると考える.さらに,1つの地名の表す空間的範囲の大小に

関わらずに,居住者名が広い空間的範囲でのみ記録されている場合にも,実際には,その

空間内で移動が生 じていた可能性が残されていると考えられる.

(2) 松浦武四郎の記藤 による同一集落内移動

安政3(1856)年と安政5(1858)年の史料 (国文学研究資料館蔵の ｢松浦武四郎文書｣

のなかの ｢野帳｣による)を用いて,集落単位の居住者名を照合した結果,同一集落内に

定着していたと判断されながらも,実際には同一地名で表される空間内で移動 していたと

考えられる記述が松浦武四郎の調査記録のなかに兄い出された. ｢戊午山川地理取調日記｣

(安政5,国文学研究資料館史料館蔵)には次のように記されている.

(イ) 勇払場所のシュフシナイ集落 (戸数9戸)は安政5(1858)年にシュブシナイ (6

戸)とハンケ トヨマナイ (3戸)という2個の小集落から構成されていた.すなわち,シュ

プシナイという地名の空間的範閲は,シュブシナイと-ンケ トヨマナイという2つの空間

を包括していた.このうち,ハンケ トヨマナイに居住 した3戸については ｢是は此此畑作

りの為にシュフシナイより引移り来りしものとかや｣と記されている,これは,安政3(1

856)年頃にはシュブシナイ集港内のシュブシナイ小集落に居住 していた3戸の家が,農

耕のためにハンケ トヨマナイ小集落-同一地名で表される空間内で移動 したことを示すも

のと考えられる.

(ロ) 沙流場所のクオナイ小集落 (戸数 1戸)はモンベツ集落 (戸数15戸)を構成する

3個の小集落のなかの1つであり, ｢此家此間まては川端二有 りしカ洪水にて流れ此処え
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此間形斗を作 りし｣と記されている,これは,川岸にあった家が洪水のためにモンベツと

いう地名で表される空間内で移動 したことを示すものと考えられる.

(ハ) 沙流場所のニナツミフ集落 (戸数6戸)のなかの1戸については, ｢此間まで下

の川端こ有 し由なるカ洪水におし流されて今愛え仮屋を作りLと云り,此他の家は皆麦に

有 りしカ故此間の害もさまてにも無かりLと云ぬ｣とあり,洪水のために同一地名で表さ

れる空間内で移動したものと考えられる,

このように,調査者が聞き取りによって同一地名で表される空間内の空間的移動を確認

した場合には,前述の居住著名照合法と異なり,移動家の出発地と到着地の地名は必ずし

も明確でなくてもよい.しかし,事例数が少なく16),移動経路を必ずしも地図化はでき

ないことが難点である.

(3) 居住者名の照合による同一集落内移動

(イ) 地名と小地名の構成上の関係

松浦武四郎は安政3(1856)年 ･安政4(1857)年 ･安政5(1858)年に蝦夷地の調査

を行い,詳細な地名およ.び各地名で表される空間の特性を示している.ここでは,居住者

名が記された地名すなわち集落に関する記述が分析の対象となる.安政5(1858)年の ｢野

帳｣と ｢戊午LhJJl地理取調日記｣ 17)とを照合すると,同じ調査年次でありながら,集落

名,集落数,集落の戸数 ･人口に違いが認められる.しかし,場所請負制の地域的単位で

あり,多数の集預を含む ｢場所｣の単位で居住者名を照合すると,両史料はほぼ一致する

■8㌧ すなわち,両史料で集落名,集落数,集落の戸数 ･人口が異なるのは,史料の信想

俳のL王'J題ではなく,記職単位が異なるためである.

例えば, ｢野帳｣に記された沙流場所のサルフト集落 (戸数16戸)の居住者名は, ｢戊

午山川地理取調日記｣のサルフト(3戸), トンこカ (10戸),ヒタラバ (3戸)の3集

落の居住者名と一致する.しかも,松浦武四郎は現地での聞き取りによって, ｢川番 (サ

ルフト), トンニカ,ヒタラバの三ヶ所合てサルフト村こ成也｣ (戊午山川地理取調日記)

と記している.同様にして, ｢野帳｣に記された沙流場所のニヨイ集落 (戸数32戸)の居

住者名は, ｢戊午山川地理取調日記｣のベナコリ (12戸),シケレベ (6戸),二ヨイ (1

4戸)の3集落の居住者名と一致する.しかも,松浦武四郎は ｢ニヨイは此辺の惣名にし

而村名二成居たり,別下のへナコリ,シケレへと当所川の南北三有とも惣名はニヨイ村分

也｣ (戊午山川地理取調日記)と記 している.

このように, ｢戊午山川地理取調日記｣の記載単位は概 して小さく, ｢野帳｣の記載単

位を構成する下部単位になっている.ここで,便宜上, ｢野帳｣の記磯単位を集落とし,

｢戊午山川地理取調日記｣の記載単位を小集落ということにする.集落と小集落の位置を

地図上に復元すると,1個ないし数個の小集落を包摂 して集落が分布 している.読図のみ

によっては,地名と地名の構成上の関係を知ることはできない.しかし,居住者名の照合
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によって,地名で細分された複数の空間,いわば空間群,を一括する地名が存在していた

ことがわかる.この小集落に相当するような小さな地名単位に居住者名が記された史料が

経年的に入手できれば,より詳細に集落間移動を検討することが可能となる.なお,ほと

んどの集港名および小集落名は,松fihL武四郎が作製した ｢束西蝦夷山川地理取調図｣ (安

政6(1859)年,国立国会図書館蔵)に確認される.ここに確認されなかった集落 (小集

港)の位置は, ｢戊午山川地理取調日記｣に記された略図や調査経路の記述等によって,

既知の集落 (小集落)との位置関係から推定できる. ｢東西蝦夷山川地理取調図｣は必ず

しも正確な測量に基づいて作製された地図ではないので,北海道庁版20万分の1地図 (明

治26(1893)年)に記された地名や河川形態等を参考にして,より正確な位置を求めるこ

とになる.

(ロ) 三石場所の集落間移動

集落の戸数規模が小さく,安政5(1858)年には集落と小集落が等しかった,すなわち

複数の小地名を包括する地名が存在 しなかった三石場所をとりあげる.江戸末期の三石場

所における集落間移動は,各々の家が単独で行うケースが多く,全期間を通 して移動 ･定

着行為を共にした家集団の最大戸数は2戸であり,その事例数は5例 にすぎなかった (逮

藤,1985).安政3(1856)年,安政5(1858)年,元治 1(1864)年,慶応 1(1865)

年,慶応4(1868)年,明治2(1869)年の計6カ年次すべての居住地名が確認できる43

戸に着目すると,全期間中に1回移動した家は7戸,2回移動した家は25戸,3回移動し

た家は10戸であり,1回も移動 しなかった家は1戸にすぎなかった.このように,ほとん

どの家が最低 1回は所在地を他の地名で表される空間へ移 したために,集落の位置そのも

のが変化するか香かに関わらず,集落を構成する家は大きく変化していた (第14図).

集落は主に三石川と鳥舞川流域に分布しており,集落間移動のほとんどは,同一河川流

域内で生 じていた (第17表).したがって,同一河川流域内の譜集落を一括 した地名は

記されていないが,戸数30戸前後の大集落と仮定すると,みかけ上は,ほとんどの家が大

集落内に定着 していたということになる.このことは,集落の戸数規模が大きい地域すな

わち地名の空間的範囲が広い地域においては,たとえ,前述の居住著名照合法によっては

集落間移動が確認されなかったとしても,同一集落の内部で移動が生じていた可能性があ

ることを示すものである.そこで,次に,同一河川流域に分布する複数の小集落が1つの

集蕗を形成 していた例としてユーベツ集落をとりあげる.

2.紋別場所ユーベツ集落の流動性

(1) 地名と小地名の構成上の関係

紋別場所は北海道の北東部に位置し,アイヌの集落は,おもに北見山地 ･石狩山地から

オホーツク海へ流れる渚滑川や湧別川などの河川流域に分布19)していた (第15図).
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集落の戸数規模が31戸と大きく,1集落が複数の小集落から構成されていた紋別場所の

ユーベツ集落をとりあげる.この集落は,湧別川下流部沿岸の20Km2程度の範囲に展

開し,安政3(1856)年の ｢人別帳｣ (北海道立文書館蔵)と妾政3(1856)年の ｢按西

屈従｣ (国文学研究資料館史料館蔵)とで居住者名を照合すると-,安政3(1856)年のユ

ーベツ集落は7個の小集港から構成されていたことがわかる. ｢接西雇従｣ 20)は松浦武

四郎の調査記録であり, ｢戊午山川地理取調日記｣ (安政 5)と同様に集落の単位は小さ

いので,この記載単位をも小集落ということにする.すなわち,湧別川流域は多くの地名

によって細分されていたが,その中で,フシコベツ,ユウベツ,マクンベツ付近21),クッ

チセンベツ,フイタウシ,サ トメ,イクラという7佃の小集港に居住者名が記されている.

この小集落名は,松浦武四郎が作成 した ｢東西蝦夷山川地理取調図｣に空間的に異なる地

点として確認される.同様にして,安政5 (1858)年には少なくとも11個の小集落 (フシ

コベツ,ユウベツ,マクンベツ, トイカンベツ,クッチセンベツ,サ トメ,ブイタウシ,

ヘッチャロ,サツベツ,ヒュウコプツ,ウベカリ)から構成されていた (第16図),ただ

し,安政 5 (1858)年には ｢人別帳｣ (安政3)に相当するような,ユーベツ集落全体の

居住著名および小集落名が記された史料が入手できなかった.そこで/安政5 (1858)年
I

の11個の小集落は全て湧別川流域に分布 し,その居住者名は安政3(1856)年および文久

2(1862)年のユーベツ集落全体の居住者名と多くは一致すること22),さらに,安政3

(1856)年のユーベツ集落の居住者名のほとんどが文久2(1862)年にもユーベツ集港内

に確認されることなどから,安政5 (1858)年のユーベツ集商は少なくとも11佃の小集落

から構成されていたものと考えた.

(2) みかけ上の定着と同一集落内移動

まず,集落間移動が生じていたかどうかを確かめるために,安政3(1856)年の ｢人別

帳｣と安政5 (1858)年の ｢戊午山川地理取調 日記｣とで,ユーベツ集蒋全体の居住者名

を照合した.その結果,安政3 (1856)年にユーベツ集落に居住 した31戸23)のうち26戸

は安政5 (1858)年にもユーベツ集落内に確認された.残りの5戸を含む全戸 (31戸)が

文久2(1862)年にもユーベツ集落内に確認されることから,実際には,全戸が安政5 (1

858)年にもユーベツ集落内にとどまったものと考えられる.すなわち,安政3(1856)

年から安政5 (1858)年にかけては集落間移動はほとんど生ぜず,多くの家がユーベツ集

落内にとどまっていたことになる.それでは,ユーベツ集落内では移動は生じていなかっ

たのであろうか.

そこで,同一集落内移動すなわち小集落間移動が生 じていたかどうかを確かめるために,

安政3(1856)年の ｢按西雇従｣と安政5 (1858)年の ｢戊午山川地理取調日吉己｣とで,

小集落単位に居住者名を照合した.その結果,安政3 (1856)年の31戸のなかで安政5 (1

858)年にも同一小集落内にとどまった家は5戸であり,他の小集落へ移動 した家は21戸
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であった (第18表).すなわち,多くの家がユーベツ集落内にとどまっており,みかけ上

は定着していたかに見えたが,ユーベツ集落を構成する小集落間では,かなりの移動が生

じていたことが判った.ただし,安政3(1856)年の小集落名のなかでマクンベツ付近と

紘,ヘムラウイ,シヨベツ,マクンベツ,へケルルの総称として用いた･これは,4佃の地

名付近に居住者名が記されており,集落 (居住者を有する地名)を1つの地名に特定でき

ないためである,また,安政3(1856)年のマクンベツ付近と安政5 (1858)年のマクン

ベツ, トイカンベツとは同じ小集落ということにした.これは,マクンベツ付近とマクン

ベツ, トイカンベツとは,位置が近く,両者間で重複する空間的範閲が大きいと考えられ

るためである.なお,マクンベツ付近という名称は′ト林 (1975)および宇田川 (1983)の

使い方を参考にした.

(3) 小集落を構成する家の変化

安政3(1856)年と安政5 (1858)年とで各′ト集商を構成する家を比較すると,かなり

変化していたことがわかる (第19表)･たとえ古手,安政3(1856)年にフシコベツ小集落

(a)に居住した4戸のなかで,1戸はフシコベツ小集落(a)にとどまり,∫1戸はブイタウシ
㌔

小集落(h)へ移動し,1戸はマクンベツ付近小集落(C)24)へ移動し,残りの1戸は安政5

(1858)年の居住地不明である.一方,安政5 (1858)年にブイタウシ小集落(h)に居住

した家が,どの小集落から移動 してきたかをみると,フシコベツ小集落(a)から1戸,クッ

チセンベツ小集落(d)から1戸であり,前任地を異にする家の集合であることがわかる.

これは,小地名 (小集落)間で移動する場合には,安政3(1856)年時点での小集落の居

住集団が,必ずしも移動行為を共にはせず,移動先は各家によって様々であったことによ

る.なお,家は結合 ･分離して2戸が1戸に,あるいは1戸が2戸になる例があるので,

第19表の定着 ･転出先 ･転入元 ･不明等から求めた戸数と,安政5 (1858)年の戸数とは

必ずしも一致 しない.また,1戸の家が2戸に分裂 し,そのうち1戸のみが他の小地名 (小

集落)へ移動 した場合は定着としたが,.転入元の欄には,移動家がどの小集落の出身であ

るかをも示した.このような居住集団の構成家の変化は,束蝦夷地の三石場所や静内,十

勝,新冠場所の事例 (遠藤,1985,1987a)と共通 している.

以上のことから,紋別場所以外の地域においても,地名の空間的範囲が大きい場合には,

みかけ上は集落間移動が生じなくても,実際には,同一集落内で移動が生じていた可能性

があると考えられる.
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IIl.家 レベルの空間的流動性

第1節 紋別アイヌの家構成員の流動性

本第 1節のEJ的は,紋別場所では,集落レベルの本拠地は一定していたものの家 レベル

の本拠地が一定していなかった事例,つまり個人の家間移動によって家の構成員が流動的

に変化 していた事例が存在 したことを示すことである.

1.史料と方法

(1) 史料

分析に用いた入手可能な現存の史料は,安政3 (1856)年の ｢人別帳｣ (北海道立文書

館蔵),文久2 (1862)年の ｢文久二年紋別郡人別帖｣ (北海道大学北方資料重蔵),明

治1(1868)年の ｢紋部地御場所土人家数人別書上｣ (北海道大学北方資料重蔵),明治

5 (1872)年の ｢紋別郡旧土人戸籍符｣ (北海道大学北方資料重蔵),明治9(1876)年

の ｢北見国第二十七大区小区紋別郡古民戸籍井人員帳｣ (北海道大学北方資料重蔵)と ｢北

見国紋別郡古民姓名改正調｣ 25) (北海道立文書館蔵),明治10(1877)年の ｢北見国第

二十七大区小四区紋別郡人別帳｣ (北海道大学北方資料重蔵)である.

また,紋別場所との比較のために,静内場所では,安政5 (1858)年の ｢松浦武四郎文

書｣ (国文学研究資料館史料館蔵),元治1(1864)年の ｢シツナイ御場所惣土人人別家

数名前著上｣ (北海道立図書館蔵マイクロフィルム),慶応1(1865)年の ｢シツナイ御

場所惣土人人別家数名前書上｣ (静内町郷土館蔵),慶応2 (1866)年の ｢覚 (シツナイ

場所土人人別帳｣ 26) (北海道立図書館蔵マイクロフィルム),明治4 (1871)年の ｢稲

田家静内郡支配中取調書｣ (北海道立文書館蔵)を用いた.同様に,樺太南西部では,明

治 1(1868)年から明治7(1875)年にかけての7カ年次の ｢土人人別調帳｣ (北海道立

図書館蔵)を用い,高島場所では,天保15(1844)年,嘉永3 (1850)年,安政3 (1856)

守,文久2(1862)年,慶応4(1868)年の人別帳 (長谷川,1987所収)を用いた.

(2) 方法

まず,集落単位の居住者名と年齢と年次を変えて照合することによって,家の集落間移

動を把握 した.次に,家単位の居住者名を年次を変えて照合することによって,個人の家

間移動を把握 した.そして,家単位に一人ずつ記された親族名称 (父,母,夫,秦,兄,

弟,柿,妹など)を用いて,移動行為をともにした者どうしの親族関係,および,移動者

と移動先の居住者との親族関係を分析 した.

具体的には,安政3 (1856)年にA集落に記されたAl家が,文久2(1862)年にはB

集預に確認されたとすると,Al家はA集落からB集落へ集落間移動したことになる.ま
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た,安政3(1856)年にD1家の成員であるdト 1とdl-2が,文久2(1862)年にはE

2家に確認されたとすると,dl-1とdl12はⅠ)1家からE2家へ家間移動 したことにな

る.さらに,安政3 (1856)年のDl家および文久2 (1862)年のE2家の各成員の親族

名称によって,dl-1とdl-2との親族関係が確認され,dl-1とdト 2の家間移動が婚

姻によるものか否かが判明する.

2.家の集落間移動と個人の家間移動

(1) アイヌの生活

安政期 (1854-1860)の紋別場所におけるアイヌの生活状況は,春はニシン,夏はマス,

ナマコ,秋はサケなどを漁獲する漁拶活動を主とし,そのはか,磨,熊などの狩猟活動や

ウバユリなどの採集活動も行っていた,と考えられる27).漁拶活動の多くは,当時の日

本人との雇用関係によるものであり,紋別場所の各集落から宗谷,利尻,礼文という他の

場所への長期的な季節的 ･出塚的移動が生 じていた (海保,1980).

(2) 家の集落間移動

安政3(1856)年から明治10(1877)年にかけては,紋別場所の集落数は増加したもの

の,戸数 ･人口はいずれも減少した (第20表).1集落当りの戸数は,最低時で1戸,義

高時で38戸,平均11.0戸である.同様に,1集落当りの人口は,最低時で2人,最高時で

167人,平均46.9人である28)

入手できた連続しない6カ年次の史料に基づき,便宜上,第 Ⅰ期 (1856-1862),第Ⅱ

潤 (1862-1868),第Ⅲ期 (1868-1872),第Ⅳ期 (1872-1876),第Ⅴ期 (1876-1877)

の5期に区分する.集落単位の居住者名と年齢を照合した結果 (第21表),第 Ⅰ期 (1856

-1862)の6年間には,安政3 (1856)年の110戸のなかの6戸が所在地を他集落へ移 し

ただけで,ほとんどの家は集落間移動を行わなかった.第皿期 (1862-1868)の6年間に

は,文久2 (1862)年の104戸のなかの11戸が集落間移動を行い,第Ⅲ期 (1868-1872)

の4年間には,明治 1(1868)年の103戸のなかの3戸が,第Ⅳ期 (1872-1876)の4年

間には,明治5(1872)年の89戸のなかの7戸が,第Ⅴ期 (1876-1877)の1年間には,

明治9(1876)年の89戸のなかの4戸が移動したにすぎない.このように,集落間で所在

地を移す家は非常に少なく,集落ごとにみても,いずれの集落を構成する家もあまり変化

しなかったことがわかる (第17図).しかも,集落の位置もあまり変化しなかった.

こうして,多くの家が本拠地を集落内に国定させており,集落を構成する家もほぼ一定

していた.したがって,集落レベルで検討するかぎりでは,本拠地はほぼ一定 していたこ

とになる.
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(3) 個人の家間移動

家の集落間移動の場合,集落名は地名として地図上に確認されるので,集落間移動は空

間的移動として地図上に復元できる.一方,個人の家間移動の場合には,家屋の位置は集

落単位では確認できるものの,集蒋内部における位置を特定することはできない.すなわ

ち,集落内における家間移動は,空間的移動として地図上に復元することはできない. し

かしながら,一つの家 (家族)は一つの家屋に居住 し,しかもそれぞれの家屋は他の家屋

とは空間的に異なる地点に位置していたと考えられるので,個人の家間移動は空間的移動

とみなすことができる.したがって,個人の家間移動は,生活の本拠地を空間的に異なる

地点へ移すことを意味する.

家単位の居住著名全員の名前と年齢を,年次を変えて照合した結果 (第22表)-,第 Ⅰ期

(1856-1862)の6年間には122人の家間移動者が確認された.同様にして,第 Ⅰ期から

第Ⅴ期までの全期間中には451人の家間移動者が確認された.全移動者数の72.9%は,そ

れぞれ集落内での家間移動であり,全移動者数の65.4%は女性の移動者であった.

紋別場所における家間移動者数を他地域の値と比較するために,経年的な史料が入手で

きた静内場所,樺太南西部,高島場所をとりあげる.紋別場所の家間移動者を確認 した方

法を他地域にも用いた結果 (第23表),静内場所では160人,樺太南西部では9人,高島

場所では56人の家間移動者が確認できた.しかし,地域によって,人口,年次数,期間な

どが異なるので,人口100人当りで10年間に生 じる家間移動者数を算出した.その結果,

紋別場所は家間移動者が非常に多い地域であったことがわかった (第24表).

こうして,紋別場所では,集落レベルで検討すると,多くの家が本拠地を集落内に固定

させ,集落を構成する家はほぼ一定 していたにもかかわらず,家 レベルで検討 した結果,

多くの人員が家と家との間で本拠地を移していたことがわかった.それでは,家の構成員

ほどの程度に変化 したのだろうか.

3.家の構成員の流動的変化

(1) 紋別場所における家間移動回数

6カ年次 (安政3(1856),文久2(.1862),明治 1(1868),明治5(1872),明治

9(1876),明治10(1877))のなかで,所属する家が少なくとも近接する2カ年次で確

認可能な556人を対象とする,このとき,全期間中に1回も他家-移動 しなかったのは273

人 (49.1%),1回移動したのは170人 (30.6%),2回移動 したのは76人 (13.7%),

3回移動 したのは29人 (5.2%),4回移動 したのは8人 (1.4%)となり,約半数の者が

少なくとも1回は他家に移動 していたことがわかる.この移動回数を,所属する家が確認

できる年次数別にみると,5カ年次,6カ年次で確認可能な場合には,2回以上の家問移

動者がかなり多くなっている (第25表).
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(2) 紋別場所における家構成員の流動的変化

安政 3 (1856)年の史料に記されている集落,集落を構成する家,家の構成員を,それ

ぞれ次のように表記する.すなわち,6集落はA,B,C,D,E,Fとする.110戸の

家は,モンベツ集落 (A)の35戸を,Al,A2--A35とし,ショコツ集落 (B)の24戸

杏,Bl,B2--B24とし,以下同様にして,ユウベツ集落 (F)の32戸を,Fl,F2-

-F32とする.そして,安政3 (1856)年の紋別場所の人口514人の家構成員としての表

記は,モンベツ集落 (A)のAl家の5人を,al-1,a1-2--a1-5とし,A2家の

6人を,a2-1,a2-2--a2-6とし,A35家の5人を,a35-1,a35-2--a35-

5とする.同様に,ショコツ集落 (B)のBl家の6人を,bト 1,b卜 2--b1-6と

し,ユウベツ集落 (F)のFl家の6人を,fl-1,fl-2--日 -6とし,F32家の4

人を, f32-1,f32-2-日f32-4とする,

このとき,A31家の構成員は次のように変化する (第18図).安政 3 (1856)年には5

人 〔a3ト 1,a3ト 2,a31-3,a31-4,a31-5〕であったが,戸主の妻 〔a3卜 3〕

がB14家へ移動 し,戸主の母 〔a31-2〕と戸主d娘 〔a3114〕の2人がA33家へ移動 し
勺

た.その代わりに,A26家から戸主の姉 〔a26-2〕が,さらにA14家からは戸主の後妻

〔a14-3〕が娘 〔a14-4〕とともに移動 してきた.こうして,文久 2 (1862)年には5

人の構成は, 〔a31-1,a31-5,a14-3,a14-4,a26-2〕となる.

その後,戸主の娘 〔a14-4〕がB13〝家へ婚出し,D4家からは娘婿 〔d4-4〕が婚

入 してきたので,明治 1 (1868)年の5人は, 〔a31-1,a31-5,a14-3,a26-2,

d4-4〕となる.間もなく,戸主の姉 〔a26-2〕が死亡 して,明治 5 (1872)年には4

人 〔a31-1,a3ト 5,a14-3,d4-4〕となる.その後,戸主の娘夫婦は別れ,娘 〔a

3卜 5〕はB12家へ移動 し,娘婿 〔d4-4〕はA31家から出て新戸を形成 した.代わりに,

いったんはB13〝家へ婚出していた戸主の娘 〔a14-4〕が813家-同居 した後,A31家

へ再び戻ってきた.そして明治 9 (1876)年の3人は, 〔a31-1,a14-3,a14-4〕と

なる.この構成員は,明治10(1877)年にも変わらなかった,

このように,妾政 3 (1856)年のA31家は5人であったが,明治 1 (1868)年までの

12年間に,A31家に同居し続けたのは,戸主 〔a31-1〕と戸主の娘 〔a3卜 5〕の2人

にすぎない.明治9(1876)年までの20年間でみると,娘 も他出してしまい,戸主のみが

残ったことになる.

(3) 紋別場所における移動単位

個人が家と家の間を移動するときに,移動行為をともにする単位を移動単位ということ

にする.紋別場所では,全期間中に328例の移動単位が確認された (第26表).移動単位

は,最低 1人,最高6人から構成される.1人が単独で移動する移動単位は,全期間中に
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2州側が確認され,これは仝移動単位数の75%に相当する.2人が一紙に移動する移動単

位は53例 (16.2%)であり,第 Ⅰ期から第Ⅴ期まで,どの期間をみても,1人ないし2人

で移動する事例が多いことがわかる.

2人以上の移動者によって構成される移動単位は,全部で82例である.この移動単位の

構成員どうしの親族関係を示 したものが第27表である.82例のなかの80例 (97.6%)で親

族関係が確認され,多くの場合には,親子が移動単位を構成 しており,とくに,母一子関

係が注目される.母とその息子が移動単位を形成する事例は22例,母とその娘の移動単位

は21例など,母一子関係による移動単位は55例であり,全体の67.1%に相当する.さらに,

母一子,父一子,父 ･母一子という親子が移動単位を構成する事例は68例であり,全体の

83%に相当する.

(4) 紋別場所における婚姻のための移動

個人の家間移動は,婚姻による移動と婚姻以外によるによる移動とに分類できる.婚姻

による移動とは,嫁入り,婿入りのことであり,史料に,移動先の家で夫もしくは妻と記

されていれば,結婚のために移動 したものと判断される,夫とも妻とも記されていない場

合には,婚姻以外による移動ということになる,

1人が単独で移動する場合には,245例 (分析不能な1例を除く)のなかの146例 (59.6

%)が婚姻による移動であった.2人以上がともに移動する場合には,移動単位を構成す

る者の誰かが婚姻による移動と判断されるのは,82例のなかの30例 (36.6%)であった.

この30例では,婚姻当事者の親族 (鶴,子,兄弟姉妹など)が婚姻当事者に付随するかた

ちで移動行為をともにしたものと解釈できる.すなわち,全移動単位数の53.8% (176/3

27),全移動単位数の47.1%(212/450)については,婚姻のために家間移動をしていた

と説明できる2の

I.(5) 同一単位の追跡

家間移動を行うか否かにかかわらず,あたかも同一人物のように,対象期間内のすべて

の年次で所属する家をともにする者の集合単位を,同一単位と定義した.たとえば,安政

3(1856)年のA2家の6人 〔a2-1,a2-2,a2-3,a2-4,a2-5,a2-6〕に着

目すると,明治10(1877)年までの6カ年次のすべてにわたって所属した家が確認できる

のは4人である.この4人のなかで,1人 〔a2-5〕はそのままA2家に居住 し続け,1

人 〔a2-4〕は文久2(1862)年からA2′家に移 り,明治10(1877)年にはA32′家へ移っ

た.そして,2人 〔a2-3,a2-6〕は文久2(1862)年からずっとA2′家に居住 し続け

た.2人からなる同一単位は1例 (a2-3とa2-6の例),1人からなる同一単位は2例

(a2-4の例,a2-5の例)ということになる.

6カ年次のすべてにわたって所属する家が確認可能な197人を対象とするとき,同一単
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仲のlrT証･大の人数は1人であり,1人からなる同一的仲は1例のみににすぎない.同一I榔II-.

の総数lGLJi性位の8G.4% (146単位)は,1人からなる同一単位であった.人数からみても,

_L人からなる同一単位の例は全体の74.1%を占めている (第28衰).すなわち,安政3(1

856)年当時,一つの家を形成 した構成員が,明治10(1877)年までの21年間には,さま

ざまな家に分散 してしまい,家の構成員は持続的な集団ではなかった事例が多かったこと

がわかる.

しかし,小人数からなる同一単位の事例が多いということは,必ずしも家の構成員の流

_iWr･)変化を意味しない.すなわち,人口減少Jg]においては,仙人の家閉移動がEJf.じなくと

ち,死亡あるいは遠隔地への転出のために,同一単位の人数は小規模になる.さらに,ち

ともと家族員数が小規模な場合には,個人の家間移動が生 じなくとも,同一単位の人数は

小さくならざるを得ない.そこで,家の構成員が変化する度合いを,地域間で比較するた

めに,家構成員の維持率 (S)を求めた.ただし,入手できた現存の史料によって地域間

比較を行うために,時期は異なるが各地域に共通す.8年次間隔をとる.そして,Ai家の

構成員の維持率Siを次のように定義する.

Si-Mi/MI

Ml: ある年次におけるAi家の構成員 (他の家からの流入者を含む)のなかで一定

期間後にもいずれかの家に確認される人数.MI≧1

Mi: MIのなかで一定期間後にもAi家に所属した人数

たとえば,共通の年次間隔を6年間とした場合,安政3(1856)年にAl家に所属 した

7人が,6年後の文久2(1862)年には,Al家に3人,Bl家に2人,C1家に1人が

所属 し,1人は死亡 したとする.このとき,Al家の構成員の維持率は3/6となる.ま

た,安政3(1856)年にDl家に所属 した5人が,文久2(1862)年にもDl家に5人と

も確認された場合,t)1家の構成員の雑持率は5/5となる.このように,家の構成員が

離散せず,固定的であるほど,維持率の値は1に近くなる.逆に,家の構成員が固定せず,

他の家へ流出するほど,維持率の値は0に近 くなる.

咋次間隔を6年とした維持率の値をすべての家について求め,各維持率の階級 (0≦S

≦0.1,0.1<S≦0.2,0.2<S≦0,3･- ･0.9<S≦1)ごとに占める家の数の割合を示 し

たものが第19図である.対象とした家の数は,M1-0の事例を除き,紋別-1(108),

紋別-2(103),高島 (23),静内-1(149),静内-2(151),樺太南西部 (77)

である.ただし,紋別は紋別場所,高島は高島場所,静内は静内場所の略称である.樺太

南西部と静内場所では,家構成員の維持率の高い事例 (とくに,0.9とS≦1の階級)が

多く,家の構成員は固定的であった･一方,紋別場所と高島場所では,維持率の値が0.与

以下の事例がかなりみられ,家の構成員は大きく変化 していたことがわかる.これは,級

別場所と高島場所では家間移動者が多く,樺太南西部と静内場所では家間移動者が少なかっ

た事実 (第24表)とよく符合する.

-43-



同様にして,共通の年次間隔を紋別場所では安政3--明治1(1856-1868)年の12年間,

静内場所では安政5-明治4(1858-1871)年の13年間とした場合における家構成員の維

持率別家数の相対度数分布を示したものが第20図である.ただし,Miを紋別場所では安

政3(1856),文久2(1862),明治1(1868)年の3カ年次,静内場所では安政5(18

58),元治1(1864),慶応1(1865),慶応2(1866),明治4(1871)年の5カ年次

において,常にAi家に所属した構成員の人数とした.対象とした家の数はMI-0の事

例を除き,紋別場所 (104),静内場所 (148)である.静内場所と比べて,紋別場所では

維持率の高い事例は非常に少なく,家の構成員は流動的ともいえるほどに変化 していたこ

とがわかる.

このように,本拠地の固定性を家レベルで検討 した結果,､紋別場所では家の構成員が流

動的に変化するほど多数の家間移動者が確認され,本拠地は必ずしも一定 していなかった

ことがわかった.

(6)空間利用形態

アイヌの空間利用形態については,1950年頃の沙流川流域では,居住集団ごとに生活の

領域が保持されていたという,地縁集団を重視する報告 (泉,1952)がある.同様に,18

80年代の十勝川上流域では,集団のレベルに応じて各種のナワバ リがあったという報告 (渡

辺,1965)がある.すなわち,川筋集団を･Jr最大として,その内部のlocal group,脱力集

団,家族などの各集団レベルで,それぞれのナワバ リがある.これは,居住地は生活に必

要な資源を提供してくれる kamui(アイヌ語で神を意味する)のいます所である,とい

う信仰に裏付けられた環境観に基づいているという.

以上の報告例は紋別場所に当てはまるだろうか.集落の位置が固定し,集落を構成する

家もほぼ一定していたので,集落レベルでの空間利用形態には当てはまる可階性が高いと

考えられる.しかし,個人の家間移動によって家の構成員は流動的に変化していたので,

家レベルでの空間利用形態には当てはまらない可能性が高いと考えられる.

第2節 高島アイヌの家構成員の流動性

本第2節の目的は,紋別場所と同様に当時は人口減少の著しかった高島場所においても,

集落レベルの本拠地は一定 していたものの家レベルの本拠地は一定していなかったこと,

つまり個人の家間移動によって家の構成員は流動的に変化 していたことを示すことである.
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1.史料と方法

分析に用いた入手可能な現存の史料は,高島場所では ｢西川家文書｣ (小樽市博物館蔵)

に含まれる天保5(1834)年から明治4(1871)年にかけての38カ年の毎年の人別帳であ

る.いずれの史料も,ほぼ全員の名前 ･年齢 ･親族名称などが記されておりゝ,ほぼ毎年の

死亡者と出生者が記されている.ただし,天保5(1834)年から天保10(1839)年までの

史料には年齢のみは記されていない.

また,地域間比校のために,福島場所と同じ西蝦夷地では紋別場所,束蝦夷地ではi'lT,内

場所,北蝦夷地では樺太南西部をとりあげた∴紋別場所,静内場所,樺太南西部の分析に

用いた史料は,第Ⅲ章 一第 1節1.と同じである.方法は,第Ⅲ章 -第1節1.と同じであ

る.

2.家の集落間移動と個人の家間移動

(1) アイヌの生活 ＼

西蝦夷地の高島場所は,現在の小樽市北西部の色内 ･手首 ･高島 ･祝津付近に相当し,

宝暦期頃から明治初期にかけては西川家が場所請負人として請け負い,錬漁が盛んなこと

で知られた (′ト樽市.1981).天保期前半頃から和人の出稼ぎ漁民が増加 し,次第に高島

場所に定住化 した (長谷川,1981).慶応4(1868)年には,アイヌ人口が38人 (男21,

女17),和人の定住者が199人 (男122,女77),和人の出稼ぎ者が265人(男168,女97)と

なり,明治2(1869)年には,アイヌが35人 (男18,女17),和人の定住者が297人 (男1

68,女129),和人の出稼ぎ者が161人 (男106,女55)である (第21図, ｢西川家文書｣)

.天保5-明治4(1834-1871)年頃の高島場所の漁業にとっては,和人の進出に伴い (帆

班,1983;山田,1983),アイヌの果たす役割は低下していた.とはいえ,慶応2(1866)

年には,アイヌは,和人の下で,年間を通 して練や鮭の加工作業や山仕事などに追われ,

わずかな休暇しか与えられなかったという (長谷川,1981,1987).このように,漁拶 ･

狩猟 ･採集活動という自然部落.段階におけるアイヌの生活は大きく変容していたと考えら

れる.

後松前藩時代における蝦夷地のアイヌ人口の減少は激 しく,人口減少率は約25%と高かっ

た.とくに西蝦夷地では半減に近いほど人口が減少し,西蝦夷地のなかでも高島場所の人

口減少率は高いほうであった (足利,1977)∴ 高島アイヌの人口減少率30)をみると,前

幕府直轄時代 (文化1-文政5(1804-1822)年)に2.1% (4/193),後松前藩時代 (文

政5-安政2(1822-1855)年)に62.4% (118/189),後幕府直轄時代 (安政2-慶応

4(1855-1868)年)に46,5% (33/71)となる,時代別にみると,高島場所においても

後松前藩時代に減少人口が118人と最も多く,人口減少率 も62.4%と最も高かった.しか
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し,各時代の期間が異なるので,年平均人口減少率3日を求めると,前幕府直轄時代に0.1
%,後松前藩時代に2.9%,後幕府直轄時代に4,7%32)となる.このように,人口保全政

策が成功 したとされる後幕府直轄時代に,むしろ最も高い年平均人口減少率の値を示 して

おり,幕府の政策は高島場所においてはあまり有効ではなかったことがわかる.天保5-

明治4(1834-1871)年の高島アイヌの戸数 ･人口の変化をみると,いずれも大きく減少

している (第22図),天保5(1834)年の戸数 ･人口は28戸 ･130人であるが,明治4(1

871)年には7戸 ･25人となる.

(2) 家の集落間移動

天保5(1834)年から明治4 (1871)年にかけての高島場所におけるアイヌ居住者を追

跡 した結果,他場所への転出と判断される家は1例も無 く,ほとんどの家が高島場所内に

とどまっていたことが判った.高島場所内における集落の位置とその変化を明確にするこ

とはできないが,西田 (1984)のいう,少なくとも1年間以上は集港を維持 し,季節に応

じた諸活動を集落から通える範囲内で行なう定住生活に近かったと考えられる.戸数の減

少は,ほとんどの場合,家の構成員の他家への移動および死亡によるものである.ただし,

家の構成員全員の死亡による絶家という事例は非常に少ない.高島場所におけるアイヌの

人口減少は,ほとんどの年次において死亡者数3:日が出生者数を上回っており (第23図),

しかも他場所からのlLi転入者が非常に少ないことによる.'川 ).後松前藩時代 (文政5-安政

2(1822-1855)年)の33年間のなかで,高島アイヌの分析に用いた史料は,天保5-安

政2(1834-1855)年の21年間である.年平均人口減少率は,後松前藩時代に2.9%,文

政5-天保5(1822-1834)年に3.1%,天保5-安政2､(1834-1855)年に2.8%である

ことから,対象期間における人口減少の動向は,後松前藩時代の人口減少の動向からそれ

ほど逸脱するものではないと考えられる.

:(3) 個人の家間移動

38カ年分の毎年の人別帳を用いて,家単位の居住者全員の名前と年齢を,年次を変えて

照合した結果 (第24図),家間移動者数の年変化はかなり大きいことがわかる.平均する

と,1年間に約3.8人の家間移動者がみられたことになる.人口保全政策や保護 ･同化政

策がまだ強化されていない安政2(1855)年以前においても,多数の家間移動者が確認さ

れることが注目される.入手できf=38カ年分の史料に基づき,断片的な史料 しか得られな

い他地域との比較を考慮して,便宜上,第 Ⅰ期 (1834-1840),第五期 (1840-1846),

第Ⅲ期 (1846-1852),第Ⅳ期 (1852-1858),第Ⅴ期 (1858-1864),第Ⅵ期 (1864-

1871)の6期に区分する.第 Ⅰ期 (1834-1840)の6年間には16人 (男9,女7)の家間

移動者が確認され,第 Ⅰ期から第Ⅵ期までの全期間中には141人 (男74,女67)の家間移

動者が確認された.総移動者数の47.5%は女性である.
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人口100人当りで10年間に生 じる家間移動者数を算出すると (方法は第29表脚注参照),

後松前藩時代 (天保5-安政2 (1834-1855)年)に39.5人,後幕府直轄時代 (妾政2-

慶応4(1855-1868)年)に43.8人となり,時代による差異はあまり認められない.むし

ら,第 1期～第Ⅵ期の各期の期間は6年間 (第Ⅵ期のみ7年間)であるが,移動者数はか

なり異なる.各期について,人口100人当りで10年間に生じる家間移動者数を算出すると,

第 日gl 18.9人,第nJy159.1人,第IrlJ【1131.3人,第Ⅳ)g]25,7人,第Ⅴ)g]55.2人,

第Ⅵ期 97,4人となる.年平均人口減少率は,第 Ⅰ期 2.5%,第Ⅱ期 4.5%,第Ⅲ期

I,2%,第Ⅳ期 2.7%,第Ⅴ期 5.4%,第Ⅵ期 8.9%である.移動者数が多い後幕府直

幡時代の第Ⅴ IⅥ期と後松前藩時代の第Ⅱ期において,年平均人口減少率も高い値を示し

ている.さらに,人口増加期の束蝦夷地の三石 ･静内場所や人口停滞期の北蝦夷地といわ

れた樺太南西部に比べて,人口激減期の西蝦夷地の高島 ･紋別場所の移動者数が多かった

(第29表).

以上のことから,個人の家間移動は,後幕府直轄時代の政策によって生じた現象という

よりは,むしろ人口減少と関連 して生じた現象であると推測される.

3,家構成員の流動性

(1) 移動単位

個人が家と家の間を移動するときに,移動行為をともにする単位を移動単位ということ

にする.高島場所では,全期間中に104例の移動単位が確認された.移動単位は,最偵l

人,最高5人から構成される.1人が単独で移動する移動単位は,全期間中に81例が確認

され,これは全移動単位数の77.9%に相当する.2人が一緒に移動する移動単位は16例 (1

5.4%)であり,1人ないし2人で移動する事例が多い.2人およびそれ以上の移動者に

よって柄成される移動単位は,全部で23例である.この移動単位の構成員どうしの親族関

係を示 したものが第30表である.23例のなかの22例 (95.7%)で親族関係が確認され,多

くの場合には,親子が移動単位を構成 している.母一子,父一子,父 ･母一子という親子

が移動単位を構成する事例は17例であり,全体の74.0%に相当する.紋別場所においても

親子が移動単位を構成する事例は68例であり,全体の83.0%に相当する (遠藤,1990b).

(2) 婚姻のための家間移動

個人の家間移動は,婚姻による移動と婚姻以外による移動とに分類できる.婚姻による

移動とは,嫁入り,婿入りのことであり,史料に,移動先の家で夫もしくは妻と記されて

いれば,結婚のために移動したものと判断される.夫とも妻とも記されていない場合には,

婚姻以外による移動ということになる.家間移動者の一人一人について検討すると,婚姻

による移動者は57人 (札4%),婚姻以外たよる移動者は84人 (59.6%)となる,性別に
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みると,男性の移動者は婚姻による移動者与7人のうち23人,婚姻以外による移動者84人の

うち51人である.しかし,2人およびそれ以上の者がともに移動する場合には,移動単位

を構成する者の誰かが婚姻による移動と判断されるのは,23例のなかの8例 (34.8%)で

あった.この8例では,婚姻当事者の親族 (親,子,兄弟姉妹など)が結婚当事者に付随

するかたちで移動行為をともにしたものと解釈できる.すなわち,全移動単位数の54.8%

(57/104),全移動者数の50.4% (71/141)については,婚姻のために家間移動をして

いたと解釈できる.

(3) 同一単位の追跡

天保 5 (1834)年のA18家の10人 〔a18-1,a18-2･･-a18-10〕に着目すると,天保

ll(1840)年までの7カ年次のすべてについて所属 した家が確認されるのは8人である,

これは,1人 〔a18-9〕は天保 5-天保6(1834-1835)年間に死亡 し,もう1人 〔a18

-1〕は天保 9-天保10(1838-1839)年間に死亡 したためである.生存した8人のなかで,

5人 〔a18-2,a18-4,a18-5,a18-7,a18-10〕はそのままA18家に居住 し続け,1

人 〔a18-6〕は天保7 (1836)年からAIO家に移 り,1人 〔a18-8〕は天保 7(1836)年

からA26家に移 り,1人 〔a18-3〕は天保9(1838)年からA15家へ移った.この場合,

5人からなる同一単位は1例 (̀a18-2,a18-4,a18-5,a18-7,a18-10の例),1人

からなる同一単位は3例 (a18-6の例,a18-8の例,a18-3の例)ということになる.

第25図に示すように,.横軸に同一単位の人数 (および家構成員の人数)をとり,縦軸に

同一単位組数に占める人数別同一単位数の割合 (および総家数に占める人数別家数の割合)

をとる.高島場所では,家構成員は3-5人の事例が多いにもかかわらず,1人からなる

同一単位数は,6年後の天保11(1840)年には16例であり,全体の40%を占め,12年後の

弘化3(1846)年には62,8%,18年後の嘉永5 (1852)年には75.7%,24年後の安政 5 (1

858)年には81･2%となる･安政 5 (1858)年における同一単位の最大の人数は3人であ

り,3人からなる同一単位は3例 (9.4%)のみにすぎない.すなわち,天保 5 (1834)

年当時に一つの家を形成 した構成員が,安政 5 (1858)年までの24年間には,様々な家に

分散 してしまい,家の構成員は持続的な集団ではなかったことがわかる.

このような現象は,安政3(1856)年以後の紋別場所のアイヌにおいても確認される.

しかし,安政 5 (1858)年以後の静内場所のアイヌでは,6年後,13年後になっても5人

以上からなる同一単位はかなりみられ,家の構成員はより安定 していた.静内場所と同様

に,明治 1(1858)年以後の樺太南西部でも家の構成員は安定 していた.

(4)家構成員の維持率

こうして,同一単位を分析 した結果,高島場所と紋別場所においては家の構成員はより

不安定であった.しかし,人口減少期においては,小人数からなる同一単位の事例が多い
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ことは,必ずしも家の構成員の流動的変化を意味しない (遠藤,1990).高島アイヌでは,

対象期間のほとんどにおいて人口は減少していた.そこで,高島アイヌにおいて,家の構

成員が変化した度合をみるために,家構成員の維持率 (S)35)を求めた.年次間隔を6

年とした場合に,家構成員の維持率をすべての家について求め,各維持率の階級 (0≦S

≦0.1,0.1<S≦0.2,0.2<S≦0.3-日0.9<S≦1)ごとに占める家の数の割合を示 し

たものが第26図である.対象とした家の数は,高島-I (28),高島-TI(24),高鳥一m

(21),高島-Ⅳ (19),高島-Ⅴ(16),高島-Ⅵ (ll),紋別 (108),静内 (149),

樺太南西部 (77)である.ただし,高島は高島場所,紋別は紋別場所,静内は静内場所の

略称である.高島場所の第 Ⅰ･Ⅱ･Ⅶ期は後松前藩時代に相当し,高島場所の第Ⅴ ･Ⅵ期,

紋別場所,静内場所は後幕府直轄時代に相当する.そして,樺太南西部は後幕府直轄時代

が終わり,北蝦夷地が樺太と改称され,開拓使が治めた時期であり,樺太がロシア領とな

る直前の国境未画定時代である.また,西蝦夷地の高島場所,紋別場所はいずれも人口減

少期に相当し,東蝦夷地の静内場所は人口増加期,樺太南西部は人口停滞期に相当してい

る,

樺太南西部と静内場所では,家構成員の維持率の高い事例 (とくに,･0.9<S≦1の階

級)が多く,家の構成員は固定的であった.一方,高島場所と紋別場所では,維持率の値

が0.5以下の事例がかなりみられ,家の構成員は大きく変化していたことがわかる36).っ

まり,人口減少期の高島場所と紋別場所で家構成員の流動性がより高く,しかも年平均人

口減少率が高い高島場所の第Ⅱ･Ⅴ ･Ⅵ期で家構成員の流動性がより高いことがわかる.

したがって,家構成員の流動性は,人口減少と大きく関わっていると考えられる.
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Ⅳ,集団の空間的流動性のメカニズム

第 1節 三石アイヌにおける.集落を構成する家の流動性のメカニズム

本第 1節のEIrl射ま,家の集港間移動による集落を構成する家の流動性が生じるメカニズ

ムを明らかにすることである.集落の親族組織については,明治30(1897)年頃の十勝川

流域での2集落では親子,兄弟姉妹,いとこ等の一族から構成されていたという報告 (瀬

川,1957)があるものの,江戸時代における集落の親族組織は具体的にはまだ検討されて

いない.本節では,江戸末期の三石場所におけるアイヌをとりあげ,集落間居住地移動の

行き先を親族関係から分析 し,集預を構成する家の流動性が生 じるメカニズムを考察する,

1.史料と方法

(1) 史料

分析に用いた入手可能な現存の史料は,安政3(1856)年と安政5(1858)年の ｢松浦

武四郎文書｣ (国文学研究資料館史料館蔵),元治 1(1864)年と慶応 1(1865)年の ｢町

史編纂資料｣ 37) (三石町郷土館蔵),慶応4 (1868)年の ｢ミツイシ御場所土人人別名

前家教書上｣ (静内町郷土館蔵),明治2 (1869)年の ｢三石 ･浦川両郡語調｣ (北海道

立文書館蔵)である.元治 1(1864)年と慶応 1(1865)年の史料には戸主名のみが記さ

れ,妾政3(1856)年のものには戸主名と家族員数が,安政5(1858)年,慶応4 (1868)

年,明治2(L1869)年のものは全員の名前,年齢,親族名称等が記されている･

(2) 方法

まず最初に,家単位の居住者名を年次を変えて照合することによって,個人の家と家と

の間の移動 (以下,家間移動とする)を把握 した.次に,家単位に1人ずつ記された親族

名称 (父,母,夫,秦,兄,弟,柿,妹など)を用いて,家と家がどのような親族関係に

ある成員によって結びついていたかを復元 した.

具体的には,例えば安政5(1858)年にA集落のAl家の成員の1人であったal-1が,

慶応4 (1868)年にB集落のB2家に確認されたとすると,aト1はAl家からB2家へ

家間移動したことになる.さらに,慶応4 (1868)年のB2家の各成員の親族名称によっ

て,a卜lの移動が婚姻によるものか否かが確認される.次に,明治2 (1869)年にAl

家がA集落からB集落へ所在地を移 していた (以下,集落間移動とする)とすると,明治

2 (1869)年のAl家の各成員の親族名称によって,al-1の親族を成員とするAl家が,

al-1の居住するB集落へ集落間移動 したことが確認されることになる.

なお,集落と家の表記は,第Ⅱ章 一第4節2.と同じである.
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2.家の集落間移動と個人の家間移動

(I) 個人の家間移動

仙人の名了批 年齢を年次を変えて照合 した結果,家間移動者が全｣甘.I間中で39人確認され

た (第3懐 ).この39人のうち,机鮒による移動抑 ま30人,養子などの婚州以外による移

動者が9人である.婚姻による移動者のうち,婚姻後も婚出先の家にとどまったのは15人,

そのうち11人がな (嫁入り),1人がIJl(婿入り)である.また,析胴後に姉川'Jtの家か

ら,刺)二iとして新たに家を形成 したのは15人,そのうち1人が男,,1人が女であるはかは

性別不明である.これは,元治 1(1864)年と慶応1(1865)年の史料では戸主名が記さ

れているにすぎないので,婿入 りか嫁入りかの判別がつかなかったためである.なお,婚

姻以外による移動者 9人は,すべてが移動先の家にとどまった.

(2) 新戸を形成 しなかった場合の集落間居住地移動

安政3(1856)年から明治 2(1869)年までの13年間に婚姻によって形成された新婚夫

婦世帯のなかで,夫と妻の双方がどの家の出身であるかが明確であり, しかも,婚姻後 も

新戸を形成せずに婚出先の家にとどまった事例が15例みられる.この15例は,前述の婚姻

による家間移動者のうち,そのまま婚出先にとどまった15人である.史料からは結婚がい

つ行われたかを知ることができないが,いま,家間移動者が移動先の家にはじめて確認さ

れる年次をもって婚姻時点と考えることにする.この婚姻時点における新婚夫婦の婚姻様

式を家単位でみると,11例は嫁入り (女の移動),4例は婿入り (男の移動)である.ま

た,新婚夫婦が夫の出身家と同じ集落に居住 (夫親同集薄型)したものが8例,妻の出身

家と同じ集落に居住 (妻親同集落型)したものは2例,夫と妻双方の出身家と同じ集落に

居住 (夫親妻親同集落型)したものが5例 となる.つまり,婚姻様式は嫁入りが婿入 りよ

りはるかに多いが,妻の出身家と同じ集落に居住 していた例が半分近 くになるということ

になる.

しかしながら,新婚夫婦の居住形態:柑)を集荷鞄位で経年的に追跡すると,婚姻時点の

かたちが必ずしもそのまま維持された訳ではない.15例のなかで,婚姻時点以後,夫と妻

の出身家がいずれも居住地を他集落へ移さなかった例は11例であった.残 りの4例は,婚

姻時点では両家が別々の集落に居住 していたが,後にいずれか一方 もしくは双方が居住地

を移 した結果,両家が同じ集預に居住することになったものである (夫親妻親同集落型).

集落単位でみた新婚夫婦の居住形態が変化 した1例として,A5家からC4家へ婿入り

した夫婦をとりあげてみる.婿を迎えたCl家は慶応 L(1865)年からlリ摘i2(1869)年

までホロケナシ集港 (W)に居住 しており,夫の出身家 (A5)は婚姻時点の慶応4 (18

68)年にはヌフシュツ集落 (C)に居住 していた･そのたやに,集落単位でみた婚姻時点

の新婚夫婦の居住形態は妻親同集落型となるが,夫の出身家 (A5)が明治 2 (1869)年
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にホロケナシ集落 (W)に移動したので,居住形態は夫親妻親同集落型へと変化した.明

治2(1869)年のC4家の居住者は新婚夫婦と妻の父の3人,A5家の居住者は婚出した

夫の両親と夫の弟と妹の4人である.したがって,夫の出身家 (A5)は両親一件,兄一

弟妹という親族関係を秤に,ホロケナシ集落 (W)へ移動 したものと考えられる.

ところで,15例の新婚夫婦のなかで,4例が後に居住形態を夫親妻親同集落型へと変化

させたことは上述したが,この変化は妻の出身家の移動古事よるもの,妻を迎えた家の移動

によるもの,妻の出身家と妻を迎えた家の移動によるもの,夫の出身家の移動によるもの,

の4例に区分される (第32衰).すなわち,この4例の集落間居住地移動の行き先には,

各新婚夫婦の配偶者の出身家が既に居住 していたことになる.そして配偶者の出身家には,

配偶者の親,兄弟姉妹が居住 していたことから,集落間居住地移動の結果として新婚夫婦

世帯と配偶者の親族 (父母,兄弟姉妹)の世帯が同じ集落に居住 したことになる39).こ

うして,父と息子,兄と弟などが共同して集落付近の河川でサケ ･マス等を,LLlではシカ ･

クマ等を捕獲 し,母と娘,姉と妹などが連れ添い集落周辺の野山においてウバユリ･キ ト

ピロ等を採集 したものと考えられる.

(3)新戸を形成 した場合の集港間居住地移動

(イ)新戸の形成過程

新戸が形成される過程を,Al家を例に述べる.Al家は,安政3(1856)年にヘハウ

集落 (A)に居住していたが,安政5(1858)年,元治 1(1864)年,慶応 1(1865)年

にはルベシベ集落 (P)に,慶応4(1868)年,明治2(1869)年にはヌフシュツ集落 (C

)に居住 しており,明治2(1869)一年に,このAl家からAl′家という新戸がホロケナシ

集落 (W)に形成されている.このAl家の家族構成は,安政3(1856)年と安政5(18

58)年には5人家族であり,そのなかの5歳の少女に着目してみると,この少女と他の家

族員との関係は,柿 (1人),親 (2人),祖母 (1人,.父の母か母の母かは不明)とい

うことになる.元治 1(1864)年,慶応 1(1865)年の史料には戸主名として父親の名前

が記されているだけであるために,同年の家族構成は不明であるが,慶応4(1868)年に

は少女は16歳になり_,A2家から夫を迎えて2歳の娘の母親になっていた.他方,姉がA

7家へ嫁入りし,祖母が他界 したために,Al家の家族構成は両親と5歳の妹をあわせた

6人家族となっていた11).そして翌年の明治2(1869)年に,少女とその夫ならびに娘

の3人がAl′家という新戸をホロケナシ集落 (W)に形成 した.このホロケナシ集落 (W)

は,慶応1(18;65)年から少女の夫の出身家が既に居住 していた所であり,したがってこ

の新婚夫婦は,新戸形成後の居住地としては妻の出身家 (妻の両親と妹が居住)ではなく,

夫の出身家 (夫の両親と2人の弟が居住)と同じ集落を選択 したことになる.
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(ロ) 新戸の居住形態

安政3(1856)印から明治2(1869)咋までの13年間に形成された新戸計27戸のうち,

新婚夫婦の夫と妻の双方がどの家の出身であるかが明確であるのは15戸である.この15戸

は,前述の婚姻による家間移動者のうち,新戸を形成 した15人によるものである.この新

戸15戸の居住集落が,夫の.L日.身家と同じ集落 (夫親同集落-_I_t.ll.)か,妻の.(.1-).身家と同じJJrf'ff

(妻親同集落型)か,夫と妻双方の出身家と同じ集落 (夫親妻親同集落型)か,あるいは

それ以外の集落 (伯集荷型)か,という新戸の居住形態を示 したものが第33表である.た

だ し,1戸の家として史料には じめて確認されるili次をもって,新戸の形JJElli'J':点としてあ

る.

第33表から明らかなことは,新戸の形成時点における居住形態は,夫親同集落型 (p)

4例,妻親同集落型 (m)6イ札 夫親妻親同集落型 (p-m)3例,他集落型 (n)2例で

あるが,新戸の形成時点における居住形態が,必ず しもそのまま維持された訳ではないこ

とである.例えば, Ⅰ2′家は慶応 1(1865)年に夫の出身家と同じ集落に形成 された (夫

親同集落型)が,慶応4(]868)年,明治2(1869)年には,夫と妻双方の出身家と同じ

集落に居住 していた (夫親妻親同集落型)のである.こうして,例えば慶応 1(1865)年＼

に既に形成されていた11戸の新戸のうち,9戸が後に居住形態を変化させて おり,なかで

もA5′家とA5〝家4[)は居住形態を2度 も変えている.

このように,新戸はほとんどの場合に夫 もしくは妻の出身家と居住集落を共にしている

が,新戸の居住形態の変化は,必ず しも新戸のみが集落間移動を行 ったことによるもので

はなく,_夫あるいは妻の出身家の移動による場合 も存在する.すなわち,居住形態が変化

した11例のうち,新戸の移動による変化 と夫の出身家の移動によ~る変化がそれぞれ3例,

妻の出身家の移動による変化 と,新戸および夫の出身家の移動による変化がそれぞれ2例,

新戸および妻の出身家の移動による変化が1例であった.つまり新戸の居住形態の変化は,

夫親妻親同集落型を指向する例が多く,11例のうち8例が夫親妻親同集落型へ変化 したの

である.

新戸を形成 した15戸の新婚夫婦世帯 と,それぞれの夫の出身家,妻の出身家の数は,の

ベ45戸である.このうち,新戸形成後に所在地を他集落へ移 した家は25戸である.この25

戸のうち12戸の場合には,移動先の集落に3者 (新戸,夫の出身家,妻の出身家)のいず

れか 1戸が既に居住 していた (第34表):さらに,2者がともに移動 した8事例 42'を含

めると,25戸のうち20戸は,集落間移動の結果 として3者 (新戸,夫の出身家,妻の出身

家)のうち少なくとも2者が居住集港を共にしたことになる.なお移動後に居住集落を共

にした家と家の成員どうしの親族関係をみると,ほとんどの場合に親子 もしくは兄弟姉妹

関係が確認される.たとえ移動先に3者 (新戸,夫の出身家,妻の出身家)の誰 も居住 し

ていなかった場合でも,移動 した家の戸主の兄弟等が既に居住 していたのであり,25例の

集蒋間移動のうち22例が,移動後に親子,兄弟姉妹が同じ集落に居住 したことになる.な
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お,婚姻以外による家間移動者9人の出身家と移動先の家とは,ほとんどの場合異なる集

落に店任 しながら,個人の家間移動後に家の集落間移動は生じなかった= )

3.流動的集団の形成メカニズム

(i) 依存型居住地移動と独立型居住地移動

集落間居住地移動を,以前から定着 していた前住着を有する集落へ向かう場合 (依存型

居住地移動)と,前任者を含まない,もしくは前任者があってもすべて他出後の土地へ向

かう場合 (独立型居住地移動)に大別すると,独立型居住地移動は第 Ⅰ期 (1856-1858年)

と第tI朋 (1858-1864年)に多く,依存型居住地移動は第1旺期 (1864-1865年) ･第Ⅳ期

(1865-1868年) ･第Ⅴ期 (1868-1869年)に多い (第35表).ただし,史料の操作上,

各年次間の間隔よりも短い期間内に生 じた依存型居住地移動は,独立型居住地移動と分類

してある.以下において分析の対象としたのは,主に第Ⅳ期 (1865-1868年) ･第Ⅴ期 (1

868-1869年)に生 じた,親族関係の分析が可能な依存型居住地移動である.

(2) 依存型居住地移動による家の集結

依存型居住地移動によt'て,伯の集落から家が集結 したために集落の戸数が増加した例

として,ホンキリ集落 (Y)をとりあげる (第27図).ホンキリ集落 (Y)には,安政3

(r856)年と安政5(1858)年には居住者は架かったが,元治1(1864)年までの間にシュ

モロ集落 (T)から1戸 (C2),タフカルニキ集落 (U)から2戸 (All,Ⅰ2),モ

ヒラ集荷 (Ⅴ)から1戸 (Kl)が移動してきた上に,これらの家から別れた新戸が4戸

(A7′,C2′,C8〝,C8〝′)形成されたので戸数は総計8戸となった.慶応 1(1865)年

には新戸が1戸 (12′)加わったが,他方で,All家がどの集落に居住 したかが不明となっ

ている.慶応4 (1868)年には,ケリマフ集落 (L)から1戸 (C8),シュモロ集落 (T

)から1戸 (C8′)が移動してきた上に,新戸が1戸 (Ⅰ2〝)形成され,戸数は12戸となっ

た.さらに明治2(1869)年までの間に,ニノミカルイシ集落 (Z)から3戸 (C3,C

3′,C8〝〝)が移動 してきたが,C8とC8′が結合して1戸と∵なったために総戸数は14戸

となった.

元治 1(1864)年に8戸の集落が形成されて以来みられたホンキリ集落 (Y)への移動

紘,すべて依存型居住地移動によるものであった.そのなかで,家間個人移動等によって

他家との親族関係が把握できるのは,慶応1(1865)年以後の移動のみであるが,それら

はすべて以前からホンキリ集落 (Y)に居住 していた家と,親子,兄弟姉妹という親族関

係にある成員を媒介として,既に結びついていた家による移動である.したがって,婚姻

等による家間個人移動によって居住集落を異にしていた親子あるいは兄弟姉妹が,各々の

新たな家族と共に居住地を移 した結果として,再び居住集落を共にすることになったので
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ある.同様に,元治 1(1864)年から形成されはじめた新戸の場合も,新戸の新婚夫婦の

夫か妻,少なくともいずれか一方と,集落内の他家の成員とが親子もしくは兄弟姉妹関係

にあったのである.なお,次第に戸数が増加 したホロケナシ集落 (W)でも,同じように

賑入戸と新戸は密接な親族関係で前住戸と結ばれていた.

(3) 依存型居住地移動による家集団の分散

依存型居住地移動によって家が伯集落へ移動したために,集落の戸数が次第に減少した

例として,カムイコタン集落 (B)をとりあげる (第28図).カムイコタン集落 (B)は,

安敢3(1856)年に戸数10戸 (Bl,B2--B10)を数えたが,その後,安政5(1858)

年までに2戸 (B3,[36)がシシャモナイ集落 (O)へ,1戸 (B4)がルベシベ集落-

(1〕)へ,1戸 (BIO)がブッシ集落 (R)へと移動 した.いずれも独立型居住地移動で

ある.一万,へ-ウ集落 (A)から1戸 (A2),テコシ集落 (F)から1戸 (F3)が

移動 してきた上に,新戸が3戸 (A2′,B5′,C6′)形成されたので,安政5(1858)年

の戸数は13戸 (A2′,A2,Bl,B2,B5,B5′,B7,B8,B9,C6′,F3,Ukl,

Uk2)14)となった.

安政5(1858)年以後,カムイコタン集落 (B)から他集落へ所在地を移 した家は,す

べて依存型居住地移動である.そのなかで,個人の家間移動等によって他家との親族関係

が把握できる慶応 1(1865)年以後の移動についてみると,カムイコタン集落 (B)から

ヘハウ集落 (A)とホロケナシ集落 (W)へ移動した家のほとんどが,それぞれの行き先

で,親子もしくは兄弟姉妹が再会している.

(4) 家族の分散と集結

かつては同じ家に居住 していた家族が,婚姻等によって,その後どのように居住集落を

共にし,あるいは異にしたかを,C8とGlの両家を例として述べる (第36表).安政3

(1856)年に,C8家はヌフシュツ集落 (C)に,Gl家はウェンネッ集落 (G)に居住

していた.安政5(1858)年には,ケリマフ集落 (L)で両家が同居して1戸 (C8と表

記する)を形成 した.このときの家族構成は,戸主夫婦と悼6人,娘 1人,戸主の妻の弟

1人という10人家族であった.完治 1(1864)年には,長男はC3家の娘と結婚してシュ

モロ集落 (T)に新戸 (C8〝〝)を形成 した (妻親同集落型).同様にして,次男も結婚

してケリマフ集落 (L)に新戸 (C8′)を形成 (妻の出身家は不明だが,夫 (次男)の出

身家とは同じ集落に居住)し,三男はⅠ2家の娘と結婚してホンキリ集落 (Y)に新戸 (C

8〝′)を形成 した (妻親同集落型).さらに,戸主の妻の弟がC2家の娘と結婚して,≡

男夫婦と同じホンキリ集落 (Y)に新戸 (C8〝)を形成 した (妻親同集落型).こうして

元治 1(1864)年には,長男,三男,戸主の妻の弟の3人は,出身家を離れて各々の妻の

出身家と居住集落を共にしていた.慶応1(1865)年にはそれぞれの居住集落は変わらな
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かったが,慶応4(1868)年には戸主夫婦の家 (C8)と次男の家 (C8′)が,共にケリ

マフ集落 (L)からホンキリ集落 (Y)へ依存型居住地移動をし七..さらに明治2 (1869)

年には,戸主と次男の家が一つになるとともに,長男の象 (C8〝"-)がこノミカルイシ集

港 (Z)45)からホンキリ集落 (Y)へと依存型居住地移動~した,､また,婚姻後に新戸を

形成 しなかった四男の婚出先であるC2家と,長女の婚出先である12家は,元治1(18

64)年から明治2 (1869)年までホンキリ集落 (Y)に定着 していた.このようにC8家

の一家は,安政5(1858)年から慶応4(1868)年の間にそれぞれの婚姻によってさまざ

まな集落に分住 したが,明治2 (1869)年にはホンキリ集落 (Y)で再会 したことになる.

第 2節 高島アイヌにおける家構成員の流動性のメカニズム

本第2節の目的は,個人の家間移動による家構成員の流動性が生 じる原因とメカニズム

杏,高島場所を例に,明らかにすることである.

1.史料と方法
＼

史料と方法は,既に第Ⅲ章 一第2節 1.に示 したとおりである,また,高島場所の概観

については,既に,第Ⅲ章 一第2節2.に述べた.

2.高島アイヌの家の形態

アイヌの家族は,原則として一組の夫婦とその未婚の子女から構成されるといわれる (ア

イヌ文化保存対策VyJ,議会,1969:北海道史編纂委員会,1970;荻原,1987).このような

核家族形態は,明治期 (1880年代)の十勝川上流域においても81.4% (48/59)を占めて

いた (Watanabe,1972).高倉 (1940)によれば,自然部落段階においては,核家族 (一

組の夫婦とその未婚の子女),片親とその未婚の子女,夫婦,単独者,および,それぞれ

に上位世代の片親を含むものが主であり,強制部落段階になると,二組の夫婦の同居,秦

千 (養女)や厄介などの同居,オジ･オバ ･オイ ･メイ等の同居という事例が多くなると

いう.

天保 5-明治4 (1834-1871)年の高島アイヌにおける家の主要構成員 (ただし親族関

係の不明な同居者を除く)の形態は,大きく3つに分類できる.それは,

A.自然部落型--核家族 (一組の夫婦とその未婚の子女),片親とその未婚の子女,

夫婦,単独者,および,それぞれ上位世代の片親を含むもの.

B.オジ･オバーオイ ･メイ型--オジとメイ,オバとオイなどオジ･オバとオイ ･メ

イが同居するもので,自然部落型に傍系親族が加わったものが多い.

C.兄弟姉妹型--兄と妹,兄と弟など,兄弟姉妹のみからなるもの,および,そのい

ずれかの配偶者を含むもの.

- 56-



の3つである.文政5 (1822)年における3つの形態の構成比は,自然部落型 48.4%,

オジ･オバーオイ ･メイ型 38.7%,兄弟姉妹型 3.2%である,平均すると,後松前藩

時代 (天保5-安政2(1834-1855)年)には,それぞれ49.7%,26.4%,15.5%であり,

後幕府直轄時代 (安政2-慶応4 (1855-1868)年)には,それぞれ6l.7%,ll,8%,18.

7%となる (第29図).同化政策が進められた後幕府直轄時代には,むしろ自然部預段階

でみられる自然部落型の増加傾向が読みとれる.自然部落型に含まれる核家族形態の構成

比は,文政5 (1822)年に25.8%,後松前藩時代に21.7%,後幕府直轄時代に23,9%とあ

まり変わらず,最大時でも40%未満である.強制部港段階で多いとされる,厄介,合宿等

の同居者を含む家の割合は,後松前藩時代の5.9%から後幕府直轄時代の10.5%とわずか

に増加 しているが,最大でも安政4 (1857)年と安政5 (1858)年の22.2%であり,文政

5 (1822)年の41%に較べると全体的に低い.同じく,強制部落段階で多いとされる,

二組以上の夫婦が同居する家47)は,常に存在した訳ではなく,文政5 (1822)年.天保

5-天保13(1834-1842)年,嘉永6-安政7(1853-1860)年,文久3-元治2(1863

-1865)年,明治3(1870)年にのみ確認された.その構成比は,文政5 (1822)年に12.

9%,天保5-天保12(1834-1841)年に16-40%と高かったが,それ以後は12%以下で＼

あり,平均すると,後松前藩時代に10.6%,後幕府直轄時代に5.6%である.また,養子 ･

養女と記された事例は,嘉永5 (1852)年に養子,明治3(1870)年に養子と養女,明治

4(1871)年に養女と記された4例 (男3,女 1)のみである.そのほか,養女とは記さ

れていないが,天保13(1842)年に養女と判断される事例が1例 であった.

3.家間移動回数の地域間比較

(1) 高島アイヌの家間移動回数

分析に用いた史料は38カ年分であるので,居住期間は最低 1年,最高38年となり,分析

対象は173人 (男93,女80)である.居住期間が10年を越えると移動者がかなりみられる

ようになり,居住期間が20年を越えると移動回数が2回以上という移動者が多くなる.最

高の移動回数は7回であり,これは居住期間が38年の移動者であった.ここで,居住期間

が2年およびそれ以上の162人 (男89,女73)を対象とすると,その約半数が最低 1回は

他の家へ移動している.移動回数に男女間の差異はあまりみられない.居住期間が10年お

よびそれ以上の118人 (男71,女47)を対象とすると,1回も他の家へ移動 しなかったの

は44人 (37.3%)であり,74人 (62.7%)は少なくとも1回は他の家へ移動していたこと

になる.

(2) 家間移動回数の地域間比較

高島場所と樺太南西部では,毎年の史料 (史料の年次間間隔1年)により,それぞれ居
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住Jg]liFjが2年およびそれ以上の162人,589人を対象とした.紋別場所,静内場所では,史

料の年次間間隔が1-6年とまちまちなので,それぞれ居住年次数が少なくとも2カ年次

およびそれ以上の556人,1,001人を対象とした.第37表に示すように,高島場所と紋別場

柄では,約半数の者が最低 1回は移動 しており,静内場所や樺太南西部と比較 して,2回

およびそれ以上の移動者が多い.高島アイヌでは,2回およびそれ以上の移劫回数という

事例は36例であり,この人数は96人となる.これは,全移動例 (1-7回)の人数141人

の68.1%に仙当する.同様にして,2回およ▲びそれ以上の移動例の人数が全移動例の人数

に占める割合は,紋別場所 61.5%,静内場所 11.4%,樺太南西部 0%である.以上

のことから,個人の家間移動による家構成員の流動性は,おもに,2回およびそれ以上の

移動者によって惹き起 こされていると考えられる.なお,高島場所における2人以上から

なる移動単位の82.6% (19/23),その人数の86.7% (52/60)は,移動回数が2回およ

びそれ以上の移動者によるものである.その移動単位の親族関係は,第30表に示 したよう

に親子が中心である.

それでは,なぜ,2回以上の家間移動が生 じるのだろうか.高島場所と紋別場所に共通

することは,いずれも人口減少が激 しかったことである.そこで,次に,2回以上の家間

移動が生 じるメカニズムを人口減少を考慮に入れて分析する.

4.AIO家の構成員の流動性のメカニズム

(D AIO家の構成員の流動的変化

人伽5 (1834)-it三の史料に記されている家と家の仙戊員を,それぞれ次のように表記す

る.すなわち,19戸の家は,Al,A2--A19とし,71人の家構成員としての表記は,

Al家の5人をaト1,al-2･H aト5とし,A2家の6人をa2-1,a2-2--a2-6とし,

A19家の4人をa19-1,a19-2- -a19-4とする.このとき,天保5-明治4 (1834-18

71)年におけるAIO家の構成員は第30図のようになる.天保 5 (1834)年のAIO家は3人

〔之1101,と1】012,il10-3〕であったが,明治4 (1871)-/LFまでそのままAIO家に居住 し

続けたのは1人もおらず,AIO家の構成員は流動的に変化 していたことがわかる.対象期

間中に,最低 1カ年次でもAIO家に所属 したのは14人であり,それぞれの家間移動回数を

みると,移動回数 4回は1人 (a15-6′),2回は5人 (a10--2,a18-6,a19-5′,a13

-12′,a13-13′),1回は6人 (a16-2,a2-6,a5-2,a5-3,a12-4,a12-3),そ

して1回も移動 しなかったのは2人 (alO-1,alO-3)である.

天保 5 (1834)年にAIO家に所属 したalO-2は,父 (alO-1),秦 (alO-3)とともに

暮 らす24歳の昔年である.天保6-天保7(1835-1836)年に青年 (alO-2)はA17家へ

婿入りし,代わりに妻 (alO-3)は,A18家から夫 (a18-6)をAIO家へ迎えた.このa

18-6の移動は,離婚に起因するものと考えられる.その後,AIO家では,天保11-天保12
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(1840-1841)年に妻 (alO-3)は死亡 し,天保12-天保13(1841-1842)年にはA18家

から迎えた夫 (と118-6)は再びA18家へ戻った.このa18-6 の移動は,秦 (alO-3)の

死に起因するものと考えられる.この頃,A17家で噂,天保 8-天保9(1837-1838)年

に青年 (alO12)の妻は死亡 し,天保12-天保13(1841-1842)年に青年 (alO-2)は再

び^10家に戻 り,父 (alO-1)と同居 した.この父 (alO-1)は,まもなく天保15-弘化

2 (1844-1845)年に80-81歳で死亡 しているので,老衰などのために,世話をする人が

必要であったと推測される.青年 (alO-2)がAIO家へ戻ることによって,父 (alO-1)

は一人暮 らしをまぬがれたことになる.この青年 (alO-2)の移動は,a18-6が父 (alO

ll)を一人残 してA18家へ移動 したことに起因するものと考えられる.そして,天保13-

天保14(1842-1843)年に,青年 (alO-2)はA16家から妻 (a16-2)を迎えた.

天保5(1834)年から天保15(1844)年にかけての家の形態は,自然部落型である.し

かし,弘化2(1845)年には青年 (alO-2)のオジ (a2-6)が移動 してきて,弘化4 (1

847)年には青年 (alO-2)の母 (a512)と姉 (a5-3)がA5家から一緒に移動 してき

たために,弘化2-嘉永5(1845-1852)年にはオジ･オバーオイ ･メイ型の家の形態に

変化 した,嘉永7-安政7 (1854-1860)年には二組の夫婦が同居する状態が続き,家の

形態は3分類のいずれにも属さない,その他の形態となる.慶応4-明治2(1868-1869)

年に青年 (alO-2)の娘 (a19-5′)が死亡 したと同時にA3家から娘 (a15-6′)が移動

してきた.このと115-6′の移動はa1915′の死に起因するものと考えられる.明治2-明治

3(1869-1870)年にはこの娘 (a15-6′)がEl家へ移動 し,これと同時にA12家から

3人 (a12-3,a13-12′,a13-13′)が同居者として移動 してきた.この3人の移動はa

15-6′の移動に起因するものと考えられる,

(2) 高島アイヌの家間移動が多くなる原因

天保 5-明治4 (1834-1871)年の高島アイヌにおける一人ひとりの家間移動が,それ

ぞれどのような状況で生 じていたのかを検討 した.その結果,高島アイヌにおいて他地域

よりも多くの家間移動が生じた原因と考えられるものとして,次の4点が兄い出された.

①配偶者の死,②配偶者以外の死,③離婚,④配偶者以外の離別の4点である.この4つ

の原因は,人口減少および2回以上の移動者が家構成員の流動性と関わっていることが推

測されることと符合する.次に,それぞれの原因について述べる.

① 配偶者の死による移動

家の構成員のなかで夫婦のみに着 目すると,天保5-明治4 (1834-1871)年に,妻の

みが死亡 した事例32例,夫のみが死亡 した事例26例,夫と妻がほぼ同時に死亡 した事例4

例が確認された.まず,妻と死別 した32人の寡夫の場合,妻の死後に他家へ移動 したのは

10人 (うち2人は婚姻のため)であり,妻の死後 もその家にとどまった22人のうち7人は
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新たに妻を迎えた.こうして,妻の死後に17人 (寡夫10,新妻7)が家間移動をした.こ

の家間移動のほとんどは,妻の死後 6年以内に生 じている. 1例 (寡夫)のみが12年後に

移動 しているが,この移動は配偶者の死を原因とするものとは考えられないので対象外と

する.妻の死後も家問移動を俳わなかった寡夫15人のうち8人は妻の死後6年以内に死亡

し,13人までが10年以内に死亡 していることから,妻の死後に生存した夫の家間移動が生

じる度合いは高かったことがわかる.次に,夫と死別 した26人の寡婦の場合,夫の死後に

他家へ移動 したのは11人 (うち4人は婚姻のため)であり,夫の死後もその家にとどまっ

た15人のうち2人は新たに夫を迎えた.こうして,夫の死後に13人 (寡婦11,新夫2)が

家間移動をした.家間移動のほとんどは,夫の死後 5年以内に生 じている (1例のみ7年

後).夫の死後も家間移動を伴わなかった寡婦13人のうち8人は夫の死後 6年以内に死亡

し,11人までが10年以内に死亡 している.

以上のように,夫婦のみに着 目すると,配偶者の死によって30人が移動 した.この30人

が移動する際には,息子や娘などと共に2人以上の移動単位を形成 した事例が10例含まれ

ており,しかも,一旦は婚姻以外による移動をした後,間もなく他家へ再婚 した3例を含

めると,配偶者の死によって58人が移動 したことになる.その58人の内訳は,配偶者の死＼

亡 した家から他家へ移動 したのが41人 (うち11人は婚姻のため),その家へ移動 してきた

のが17人 (うち14人は婚姻のため)である.婚姻以外による移動者33人のうち25人47)に

っいて,それぞれの移動先の家の構成員との最 も近い親族関係をみると,親子 (4人,兄

弟姉妹 6人,親子 ･兄弟姉妹 3人 ,オジ･オイ 1人,厄介 11人となる.

なお,アイヌ社会では,夫に死別 した寡婦は3年縫たないと再嫁はよろこぼれないとさ

れるが (アイヌ文化保存対策協議会,1969),夫と死別後に再婚 した8人の寡婦のうち5

人までが3年以内の再婚である.また,夫に死別 した寡婦が夫の系統の者などに再嫁する

ために一夫多妻婚 (polygyny)が生 じたとされるが (アイヌ文化保存対策協議会,1969),

高島アイヌではすべてが単婚 (monogamy)の一夫一婦制であり,複婚 (polygamy)の事例

は1例 もなかった.文政5(1822)年においても複始の一夫多妻婚 (p()lyg叩y)と一審多

夫婚 (polyandry)は1例 も確認できなかった.

② 配偶者以外の死による移動

配偶者以外の者の死により,その家に残された者が他家へ移動 したり,他家から誰かが

移動 してくる事例が16例確認された.配偶者以外の死によって,その家に残される者が1

人の場合,その1人が他家へ移動 したのが4例 (うち1例は婚姻のため),その家へ誰か

が移動 してきたのが2例 (うち1例は婚姻のため)である.残された者が2人以上の場合

には,10例のうち9例において誰かが他家へ移動 しており,寡婦と亡夫のオジのように,

親族関係が近 くない場合には別々の家へ移動 していた.多くの移動が,死者が出ると同時

(1年以内)に生 じており,そのほかに,1年後 1例,2年後2例,4年後 2例である.
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こうして,配偶者以外の死によって移動したのは27人である.27人の内訳は,死によって

他家へ移動したのが21人 (うち4人は婚姻のため),その家へ移動 してきたのが6人 (う

ち3人は婚姻のため)である.婚姻以外による移動者20人について,それぞれの移動先の

家の構成員との最も近い親族関係は,親子 3人,親子 ･兄弟姉妹 6人,オジ･オイ

1人,厄介 5人.養女2人である.

③ 離婚による移動

夫婦が離婚 した事例は15例が確認された.夫婦のみに着目した場合,離婚によって,夫

のみが他家へ移動した事例が2例 (うち1例が新夫を迎えた事例),妻のみが他家へ移動

した事例が6例 (うち2例が新妻を迎えた事例),夫と妻の2人がそれぞれ別々の家へ移

動した事例が7例である.すべての移動が離婚と同時 (1年以内)に生 じている.離婚し

た15例 (30人)のなかの19人 (前夫7,前妻12)が再婚したが,そのほとんどが離婚と同

時 (1年以内)に生じている.そのほかに,2年後に再婚した事例が1例,11年後に再婚

した事例が1例である.離婚後も家間移動を伴わなかった5人 (前夫4,前妻 1)のうち

2人は離婚後5年以内に死亡している.このように,夫婦のみに着目すると,離婚によっ

て25人が移動した.しかし,移動する際は息子や娘あるいは母などと共に2人以上の移動

単位を形成 した事例が7例であり,しかも,一旦は婚姻以外による移動をした後,間もな

く他家へ再婚 した1例を含めると,38人が移動 したことになる.38人の内訳は,離婚が生

じた家から他家へ移動したのが36人 (うち23人は婚姻のため),その家に移動 してきたの

が2人 (婚姻のため)である.婚姻以外による移動者13人のうち,11人48)について,そ

れぞれの移動先の家の構成員との最も近い親族関係は,親子 2人,兄弟姉妹 6人,親

子 ･兄弟姉妹 2人,厄介 1人となる.

④ 配偶者以外の離別による移動

配偶者以外の者が他家へ移動することによって,残された者が1人になる場合,1人暮

らしにならないように他家から誰かが移動してくる事例が3例であった.娘が他家へ移動

し,残された父が妻を迎えた事例.息子が他家へ移動し,残された父の所へ別の息子が移

動してきた事例.娘が他家へ移動 し,残された父の所へ同居者として男がその息子2人と

共に移動 (3人の移動単位)してきた事例の3例である.以上の3例 (5人)の移動は,

すべて離別が生じたと同時 (1年以内)に行われていた.ただし,一番目の事例では,婚

入してきた妻は,配偶者以外の死によって他家を離れており,この移動には2つの原因が

同時に働いている.

以上の4つの原因によって生 じた家間移動には,複数の原因が同時にはたらくことによっ

て生じた移動の重複が含まれている.例えば,夫の死によってその家を出た寡婦が,妹の
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死によって二1人残された兄の住む家へ移動 して,兄と妹の2人暮らしとなる場合,1人の

寡婦の移動が,移動者を出す原因 (配偶者の死)と移動者を受け入れる原因 (配偶者以外

の死)とで別/Jに肥えたために,2人が移動したことになっている川 .このような重複■

を考慮して,原因Ejuの移動者数を整理すると,4つの原因による移動者が102人確認され

た (第38表).配偶者の死に起因する移動者が最も多く,総移動者数の39.2%を占めてい

る.人の死に関わらない移動者は,離婚に起因する30人と配偶者以外の離別に起因する3

人のみである.つまり,人の死に関わる移動者は69人であり,これは総移動者数の67.6%

を占めることになり,家間移動のおもな原因は人の死であったことがわかる.家の人的構

成に着 FIすると,配偶者の死に起因する40人と離婚に起因する30人と両者に起因する1人

の計71人は,総移動者数の69.6%に相当し,夫婦関係に関わるものが主であったことがわ

かる.

5.家間移動が生じる4つの原因と家構成員の流動性

4つの原因による家間移動を移動回数別にみると (第39表),移動回数が2回およびそ

れ以上の移動例36例のすべてが,少なくとも1回は,4つの原因のいずれかに起因する移

動をしており,その人数の79.2% (76/96)が4つの原因によるものであった.例えば,

移動回数が5回の移動者は5回とも,移動回数が7回の移動者は7回のうち5回までが,

それぞれ4つの原因のいずれかによる移動である.そして,全期間中に生じた家間移動者

の総数141人の72.3% (102人)が,4つの原因による移動であった.ここで,高島アイヌ

で移動者が多くな′る理由として考えられた4つの原因による移動者102人を除外 して,戟
i

る39人 (141-102)の移動のみが生 じたと仮定する.この仮定の下で,第29表に示した

ように,人口100人当りで10年間に生 じる家間移動者数を算出すると,高島場所は13.6人

となる.この値は,人口増加期に相当する東蝦夷地の三石場所,静内場所の値と非常に近

い. 以上のことから,高島アイヌの家構成員が流動的に変化したおもな原因は,

:①配偶者の死

②配偶者以外の死

③離婚

④配偶者以外の離別

の4つであり,とくに,人の死および配偶者の死別 ･離別であると考えられる.高い死亡

率や離婚によって損なわれた夫婦関係は,婚姻のための移動によって修復された.婚姻以

外による移動においては,親子 ･兄弟姉妹関係で移動先を決めた場合には,オジ･オバー

オイ ･メイ型の家や兄弟姉妹型の家が形成され,移動先に近い親族が居ない場合には,厄

介,合宿という同居者を含む家が形成されることになったと考えられる.

｢西川家文書｣には,ほとんどの死亡者について1人ずつ病死と記されている.死因と

なった病気が,高倉 (1972)のいうアイヌの人口減少の直接的原因とされる和人によって
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もたらされた流行病であったとすれば,家構成員の流動性は和人との接触と大きく関わっ

ていたことになる.しかし,病名と伝染経路は不明である.アイヌの死因としては,伝染

病のほかに労働者として和人に酷使されたことなどもあげられているが (アイヌ文化保存

対策協議会,1969),一高島アイヌの死亡者についてそれぞれの死因を明確にすることはで

きない.後幕府直轄 Il封じには,アイヌの労働保全政策や保護同化政策が強化され,幕府の

とった誠政策のなかでJL漣も r成功｣をみたとされる人口保全政策の一つに結婚奨励策があ

る.これは,アイヌの家間移動が和人に強制された可能性があることを意味する.しかし,

人口100人当りで10年間に生 じる家間移動者数を算出すると,後幕府直轄時代に43.8人,

後幕府直轄時代以前 (後松前藩時代)に39.5人と,<時代による差異はほとんどなかった.

つまり,高島アイヌの家間移動にとって,和人の強制に起因する家間移動は,決して主た

るものではなかったと考えられる.

6.家構成員の流動性のメカニズム

高鳥アイヌの家構成員の流動性は,おもに配偶者の死,配偶者以外の死,離婚,配偶者

以外の離別に起因する個人の家間移動によって惹き起こされていた.とくに配偶者の死と

離婚に起因する移動者は69.6%を占める.そこで,夫婦関係に着目して,家構成員の流動

性のメカニズムを考察する.ただし,高島アイヌで確認された次の事実に基づくものとす

る.

('1)死亡者が多く,人口は大きく減少 していた.

⑦2人以上からなる移動単位のほとんどは,移動回数が2回以上およびそれ以上の移動

者によって構成されており,その移動単位の親族関係は親子が亡FIJbであった.

(3)家梢成員の人的偶成のなかで夫婦関係に着日すると,すべてが一夫一婦引iuであるが,

死別 ･離別の事例が非常に多く,しかも,再婚など2回目以上の婚姻例が多かった.

④婚姻による家問移動者のなかで,婚姻当事者の婚姻時の年齢は14-59歳である.

.⑤移動回数が2回およびそれ以上の移動者の居住相.I間の多くは15-38年間である.

すなわち,ある家の構成員のなかで,夫と妻およびその未婚の子女という核家族形態に着

目すると,夫 (もしくは妻)との死別あるいは離別によって,秦 (もしくは夫)は再婚な

どのためにその未婚の子女を伴い他の家へ移動する.こうして,妻 (もしくは夫)は嫁入

り (もしくは婿入り)の後に,夫 (もしくは妻)との死別 ･離別によって他の家へ2回目

の移動をすることになる.この2回目の移動のときに移動単位を構成 した未婚の子女は,

そゐ後,年齢が14歳以上になると自らの婚姻 (初婚)のために他の家へ2回目の移動をす

る.そして,その夫婦にも死別 ･離別が生 じて3回目の移動が続 く.こうして,移動回数

が2回を越える移動者が出現 し,家の構成員は流動的に変化 していたと考えられる.他の

家へ1度は移動 した後に,再び,以前に居住 したことのある家へ戻る事例が非常に少なかっ

たのは50),近い親族が本拠地とする家から様々な家へ離散 したり,死亡 したためと考え
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られる (遠藤,1994a,1994b).

紋別場所においても,高島場所と同様に,人口は大きく減少しており,しかも夫婦の死

別 ･離別と推測される事例が多く,再婚等の2回目以上の婚姻の事例が多かった.したがっ

て,紋別場所においても,高島場所と同じようなメカニズムによって家構成員が流動的に

変化 していた可能性が高い.同様の事実は,カナダ北西部で狩猟 ･漁拶 ･採集生活をして

いたヘヤ一 ･インディアン (llare ∫ndian)においても研究されている.ヘヤ一 ･インディ

アンの場合には,1961-1963年頃に家の構成員が頻繁に変化 していた (須江,1964;原,

1989).白人によってもたらされた結核による病死のために,1923-1932年にかけて出生

した人々の1965年現在の生存率はかなり低いことから,1951年頃の人口減少と家柄成員の

流動性との関わりが推測される.
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V.結 論

1.アイヌ社会における2種類の集団の空間的流動性

江戸時代のアイヌの移動形態は,一定の本拠地からの季節的 ･出稼的移動と一般的に理

解されてきた.これは,1年以内というごく短い期間でみれば安当であることがわかった.

それは,松浦J一武四郎の調査記録である安政5 (1858)年の史料の分析によって,季節的 ･

出塚的移動の中心は青壮年男子であり,本拠地には残存者がいたという事実が確認された

からである.

しかし, ｢人別帳｣に記された集落単位の居住者名を異年次間で照合するという方法を

用いて,1年以上の期間でみると本拠地は必ずしも一定 していなかった.安政3-安政5

(1856-1858)年間に,勇払 ･沙流 ･浦河場所では本拠地を移 した家は少なく,集落の位

置は一定 していた.一方,三石 ･静内 ･十勝 ･新冠場所では多くの家が本拠地を移し,輿

落の位置も変化していた.安政3-安政5 (1856-1858)年の本拠地移動においては,安

政3(1856)年の集落単位の居住集団が移動行為をともにしたわけではないので,集落の

位置そのものが変化しなくても,本拠地を移す家がみられた.

安政 5 (1858)年における集落の居住単位の構成員は,前任集落を異にする家の集合で

あり,集預よりも小さな単位である小集落の居住集団も前任集落を異にする家の集合であっ

た.安政3(1856)年から明治 2 (1869)年にかけての三石場所では本拠地移動が頻繁に

生 じ,新たな集落の形成や集落の消滅の事例が多く,居住集団の構成員は流動的に変化 し

ていた.そのため,持続的な家集団が形成されなかった.一方,静内場所では安政3-妾

政 5 (1856-】858)年間には,集落の位置はあまり変化しなくても,多くの家が本拠地を

移 していた.しかし,安政 5 (1858)年から明治4 (1871)年にかけては,ほぼ定着的に

なり,集落の位置およびその構成員を固定化させていた.同様にして,安政 3 (1856)年

から明治10(1877)年にかけての紋別場所や天保5 (1834)年から明治4(】871)年にか

けての高島場所においても,ほぼ定着的であり,集商の位置およびその構成員を固定化さ

せていた.ただし,築港の戸数規模が大きい場合には,居住著名照合法の結果として集落

間移動が確認できなくとも,実際には同一集落内の小集落間で移動が生 じ,集団の流動性

が生じていた可能性がある.

家政3(1856)年から明治10(1877)年にかけての紋別場所においては,集港の位置は

あまり変化せず,しかも集落間で本拠地を移す家は非常に少なかったが,一人一人が所属

する家を追跡すると,多くの者が家と家との間で移動 しており,家レベルでみれば,本拠

地は必ずしも一定していなかった.本拠地が一定 しているということは,集落レベルでみ

れば,集落を構成する家が一定 していることを意味し,家 レベルでみれば,家の構成員が

ほぼ一定していることを意味する.紋別場所では,集落 レベルでみると,集落を構成する

家は固定的であったが,家 レベルでみると,家の構成員は流動的に変化していた.天保5
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(1831)年から明治Ll(1871)年にかけての高鳥場所では,集落の位置は特定できないが,

面積の小さい高島場所内にほとんどの家がとどまっていたが,家の構成員は流動的に変化

していた.紋別場所,高島場所,静内場所,樺太南西部の4地域間で比救すると,樺太南

西部と静内場所では佃人の家閉移動が少なく.家の構成員は固定的であったが,紋別場所

と高島場所では個人の家間移動が激しく,家の構成員は流動的に変化していた.

このように,19世紀中期のアイヌ社会において,家の集落間移動による集落を構成する

家の流動的変化,および,個人の家間移動による家の構成員の流動的変化という2種類の

集団の流動性が兄い出された.つまり,遊動生活 (nomadicm()de｡flife)を行わない,

定住性(stability)の非常に高い社会においても,集団の流動性が確認されたことになる.

2.集落レベルの空間的流動性のメカニズム

安敢3 (1856)年から明治2 (1869)年にかけての史料によると,少なくともこの間に

紘,三石場所では集落の構成家が流動的に変化していた.このような流動的集団が形成さ

れるメカニズムを親族関係から考察すると,次のようになる.

すなわち,新婚夫婦が全期間中に新戸を形成 しなかった場合,夫の出身家と妻の出身家

に着目すると,所在地を他集落へ移した家の行き先には,各新婚夫婦の配偶者の出身家が

既に居住 していた.その配偶者の出身家には,配偶者の親もしくは兄弟姉妹が居住 してい

た.同様にして,新婚夫婦が新戸を形成した場合は,集落間居住地移動が生 じる前も,坐

じた後も,､新戸はほとんど常に夫の出身家もしくは妻の出身家と同じ集落に居住していた.

そして,新戸,夫の出身家,妻の出身家の3者に着目すると,3者のいずれかが集落間居

住地移動 した結果として,多くの場合,親子もしくは兄弟姉妹が同じ集落に居住すること

になった.

他の集落から家が集港間移動してきたために戸数が増加 したホンキリ集落の場合,移動

してきた家の成員と既にホンキリ集落に居住 していた家の成員とは,親子もしくは兄弟姉

妹という密接な親族関係で結ばれていた.同様にして,他の集落へ家が集港間移動したた

めに戸数が減少したカムイコタン集落の場合は,移動した家と移動先の少なくとも1戸と

は,それぞれ親子もしくは兄弟姉妹関係にあった.さらに,安政5(1858)年に同じ家す

なわち同じ集落に居住 していた1家族に着目すると,婚姻によって親と子あるいは兄弟姉

妹が居住集港を異にしたが,婚出した者が後に各々の新たな家族と共に集落間居住地移動

した結果,明治2(1869)年にはホンキリ集落で,かつての1家族が再会することになっ

た.

以上のことから,婚姻等によって居住集落を異にしていた親族 (親子,兄弟姉妹)が,

再び同じ集落に居住するように,各々の新たな家族と共に居住地を移していたことがわか

る.親にとって,婚出した子が複数の集落に居住する場合,親の移動先となり得る集落は

複数となる.つまり,人口の自然増加率が高い時期においては,より多くの出生者が成人
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して多数の集落へ姉.Lhするので,･親の移動う臼が幣えることになる.他方,結婚後の子にとっ

ては,新戸を形成 した場合,単系的ではなく双系的であるために,親は自らの親と配偶者

の親があるので移動先は複数となる.さらに,親と子には,それぞれ婚出した兄弟姉妹が

あるので,移動先となり得る集落の数はもっと増えることになり,各家族各様の親族関係

によって移動先は様々となる.その結果として,集港間移動は各家が単独で行う例が多く

なり,集落の構成家が流動的に変化 していたことになる.逆にいえば,集落の構成家は大

きく変化 していたとはいえ,集落内の家と家の成員は密接な親族関係で結ばれていたとい

うことになる.つまり,既に誰かが居住 している場所へ移動する場合には,集団の流動性

が生 じる原因とメカニズムあるいは集団の流動性を規定するものは,社会的なものに求め

られる可能性が高い.双糸的な社会では,単糸的な社会よりも集団の流動性がより高 く,

新婚夫婦が分家 して独立 した世帯を形成する社会では,親と同居する社会よりも集団の流

動性がより高いことが推測される.ただし,誰も居住 していない場所へ移動する場合には,

集団の流動性が生 じる原因とメカニズムは,食物 ･洪水などの生態学的 ･自然的な条件に

求められる可能性がより高 く,偶然性がより高いと考えられる.

3.家 レベルの空間的流動性のメカニズム

天保 5 (1834)年から吻治4 (1871)年にかけての高島アイヌでは,多くの家が高島場

所内にとどまっていたが,家単位の居住者を追跡 した結果,個人の家間移動が激 しく,家

の構成員は流動的に変化 していた.家間移動回数を比較すると,家構成員が流動的に変化

していた高島場所,紋別場所では2回以上の移動者が多く,家構成員が固定的であった静

内場所,樺太南西部ではほとんどが1回のみの移動者であった.すなわち,家構成員の流

動性は,移動回数が2回以上の移動者によって惹き起こされていたことになる.高島場所

において家間移動が激 しく生じた主な原因は,高い死亡率と離婚である.とくに配偶者と

の死別 ･離別によって,親子,兄弟姉妹の居住する家へ移動 したり,あるいは再婚のため

に他家へ移動することによって2回以上の移動が生じていた,その結果,家の構成員は流

動的に変化していた.したがって,家柄成員の流動性は,必ずしも狩猟 ･採集というI_lLi業

形態や遊動性とは関わりなく生じていたことになる.

集団の流動性は,現存の狩猟 ･採集社会の特徴として注目されてきたが,少なくとも高

島アイヌの家構成員の流動性は,必ずしも漁拶 ･狩猟 ･採集という生業形態とは第一義的

には関わりなく生 じていたことになる.紋別場所においても,高島場所と同様に,人口は

大きく減少しており,しかも,夫婦の死別 ･離別と推測される事例が多く,再婚等の2回

目以上の婚姻の事例が多からた.したがって,紋別場所においても,高島場所と同じよう

なメカニズムによって家構成員が流動的に変化 していた可能性が高い.同様に,高島場所

と紋別場所を含む西蝦夷地は,蝦夷地のなかでもアイヌの人口減少が激 しかった地域であ

り,類似 した家構成員の流動性とそのメカニズムが西蝦夷地でさらに見つかることが推測
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される.カナダ北西部で狩猟 ･漁拶 ･採集生活をしていたヘヤ一 ･インディアン (tlare

Indian)においても,1961-1963年頃には,家の構成員が頻繁に変化していたという (塞

江,1964;磨,1989).1945年以降,白人によってもたらされた結核のために多数の者が

遠 くの病院に入院したとき,残った子どもの養育に役立ったのが養子の慣習であったとい

う.結核による死亡のために,1923-1932年にかけて･出生した人々の1965年現在の生存率

はかなり低いことから,家の構成員の流動性が確認された当時は人口増加期であったとし

ても,一時的ではあれ1951年頃の人口減少と家構成員の流動性の関わりが推測される.

つまり,今から約1万年前に農耕~(食糧生産革命)が開始されて以来,狩猟 ･採集民の

居住地域は次第に狭まり,人口が減少してきた過程において,家構成員の流動性が生じて

いた可能性がある.とりわけ,家族が同じ家屋に同居する社会,つまり別々の家屋に居住

する者どうしのネットワーク (social network)による相互扶助ではなく,同居するこ

とによって相互扶助を行うことが重要である社会においては,家族構成員が流動的に変化

していた可能性がある.こうして,家族構成員の分業と相互扶助によって漁拶 ･狩猟 ･採

集活動を主体とする生活が営まれたものと考えられる.

4.集団の空間的流動性の意味

本研究では,歴史的史料を用いて集団の空間的流動性を分析するという,一つの歴史地

チ里芋的アプローチを用いた.この方法によって,2種類の集団の空間的流動性とそのメカ

ニズムの一端が示された.しかし,集団の空間的流動性の問題には,このほかに様々な視

角からのアプローチが可能であり,また,必要である.まず,環境資源の分布とその変動

あるいはその利用形態が具体的に示されれば,集団の流動性と自然環境との関係が明らか

になると思われる.これは,集団としての人間が環境変化に適応する過程として把えるこ

とができる.性の分化のみでなく,配偶者を交換することによって多種類の形質の個体が

生みだされる.多様性に富む個体が,集団構成を流動的に変化させれば,様々な環境変化

に蔽而しても生存し続ける可能性が高まると考えられる.19世紀中期のアイヌが,採集 ･

狩猟 ･漁襟の各活動から平均的に食糧を獲得 していたこと,および,小さな人口規模の集

落が河川流域に分散 していたことは,洪水や干ばつ,気温の変化,襲撃なども含む広義の

環境変化によってもたらされる被害を軽減させるのに有効である.同様に,集団の流動性

は,環境変化によって特定の血族が絶滅する危険性を軽減させるのに有効である.

集団の空間的流動性の意味を環境変化への対応とすると,集団の空間的流動性と高等動

物の免疫系における抗原抗体反応は,非常に類似 した現象としてとらえることがで凄る.

高等動物の免疫系においては,非常に多種類の抗原の侵入に対 して,遺伝子組み換えによっ

てそれぞれの抗原に対応する抗体を生み出すメカニズムがはたらいている.19世紀中期の

アイヌにおいては,家構成員の流動性は人の死が主な原因となって生じており,死因は和

人によってもたらされた病気と推測される.つまり,人の死という抗原の侵入に対して,
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壌柵戊L71の空.I-.T川(J流動･rtIHこよって新たな家族を/_LiみtJ_J.して,家族本来の機能をまっとうし,

絶滅を防ぐものと考えられる.こうして,

①環境資源の分布とその利用形態

②家の相続形態と家族形態

(3)婚姻規制

④出生 ･死亡率

⑤和人との接触過程

などを吟味することによって,集団の空間的流動性の原因とメカニズムをより深 く分析す

ることが次の課題となる.
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注

1)西田(1984)のいう定住生活とは,数家族以上からなる集団が少なくとも1年間以

上にわたって1カ所の根拠地 (村)を維持し,季節に応七た諸活動のほとんどを村から

通える範Bfl内で行う生活である.

2) この時代区分は lF北海通史』 (1918), 『新撰北海道史』 (1937), 『新北海通史』

(1970)などで用いられてきている,

3) 和人地におけるアイヌ集落に関する研究としては海保 (1978)や榎森 (1981)の報

告例などがある.

4) 江戸時代のアイヌ社会において,粟 ･稗などの原始的農業が行われていたことは林

(1960,1962)によって報告されている.

5) ｢東蝦夷地場所請より申上｣ (函館図書館蔵)の内容は, ｢束蝦夷地場所請取申口｣

(北海道立図書館蔵)および ｢東蝦夷地場所請取中ロ｣ (函館図書館蔵)とほぼ同じで

あるが,シャマ二場所の記述で一部欠損している部分がある.

6) 季節的とは1年以内という期間を意味し,出稼的とは基点となる特定地を発 し,再

び起点に戻る移動を意味する.

7) ｢松浦武四郎文書｣は,松浦家から国文学研究資料館史料館に委託された史料であ

るので,閲覧の際は松浦家の許可が必要となる.

8) 両史料を照合すると, ｢戊午東西蝦夷誌｣には若干の欠損箇所と記載もれが認めら

れるので,原則的には ｢戊午山川地理取調日記｣に従った.また,居住者の年齢は,両

史料と ｢野帳｣ (安政5(1858)年)の計3史料を照合すると若干の違いが認められる

ので, 原則的には ｢野帳｣に従った.これは, ｢野帳｣が原史料と考えられるためで

ある.

9) ｢束蝦夷地場所請より中上｣ (安政2(1855)年,函館図書館蔵)には,新冠場所

について海岸の3カ所に,それぞれ ｢夏中より秋末迄番人四人夷人男女三十人程漁業仕

I).i:1lA｣という記職があり,春から秋にかけては約30人からなる海岸集落が3つ形成され

たことがわかる.この合計90人という数字は,安政5(1858)年の季節的 ･出稼的移動

者数が112人である (第6表)のと近い.

10)三石場所の季節的 ･出稼的移動が特に激しいのは,三石は蝦夷地でも有数のコンプ

産地であり,松浦武四郎の調査時はちょうどコンプ採取期に相当したことによるものと

考えられる.

ll) 十勝場所では,安政3 (1856)年の集落の居住者を ｢按東雇従｣ ･｢接西 ･按東 ･

按北恵従録｣に従い,安政5(1858)年の居住状況は ｢野帳｣ (安政3(1856)年)に

安政5(1858)年に加筆されたものを用いた.

12)史料の制約上,最低 ･最高人口では元治1(1864)年と慶応 1(1865)年を除外し,

- 70-



平均人l二lの計算では元治 1(1864)年を除外した.

13) CG′家の慶応4 (1868)年,明治2(1869)年の居住集落は不明である.

14) この日戸から新たに形成された新戸に関する記述は略す.

15) ∧10家の元治l(1864)坪の居fi･'灘晋は不明である.

16)松17flii-･℃四郎は ｢接東屈従｣ (安政3(1856)年)で,十勝場所と久須埋場所におけ

る移動例を聞き取りによって記しているが,省略した.安政3年以前の集落内定着状況

がJUJらかにできないためである.

17) ｢松浦武四郎文書｣のなかで, ｢戊午山川地理取調日記｣と ｢戊午東西蝦夷誌｣と

はほぼ同一内容であるが, ｢戊午東西蝦夷誌｣には若干の欠損箇所と記載もれが認めら

れるので,原則的には ｢戊午山川地理取調日記｣に従った.

18) ｢戊午山川地理取調日記｣は必ずしも全集預を記載してはおらず,一部に不備はあ

るものの,東蝦夷地では ｢野帳｣に記された戸数 ･人口の約80%を記載 している (遠藤,

1985).

j9)湧別川流域のユーベツ集落は,実際には,安政3(1856)年には7個の小集落から構

成され,安政 5 (1858)年には11佃の小集落から構成されており,いずれの小集落も湧

別川流域に分布 していた (遠藤,ユ987b).しかし,他年次,他集落の小集港構成につい

てはあさらかではない.

20) ｢按西屈従｣ (安政3)と ｢按束屈従｣ (安政3)は,それぞれ西蝦夷地,束蝦夷

地を対象とした言己述であり,その内容は ｢按西 ･接東 ･接北庖従録｣ (安政3)とはば

一致する.また,集港名 ･集落数 ･戸数 ･戸主名等の記述は ｢野帳｣ともほぼ一致する.

2J) マクンベツ付近とは,ムラウイ,ショベツ,マクンベツ,へケルルの総称として用

いた .

22)文久2(1862)年の史料は ｢文久二年紋別郡人別帖｣ (北海道大学附属図書館北方

資料重蔵)による.

23) ｢人別帳Jは安政3年6月に32戸を記しているが, ｢按西屈従｣には安政3年8月

･に同居 したl例のため31戸と記している.

24)実際にはマクンベツ小集落への移動であるが,マクンベツ付近小集落とした.

25) 明治9(1876)年1月の ｢北見国第二十七大区′ト区紋別郡富民戸籍井人員帳｣ (北

海道大学北方資料重蔵)と明治9 (1876)年8月の ｢北見国紋別郡富民姓名改正調｣ (北

海道立文書館蔵)の記載内容はよく一致する.

26)慶応2(1866)年の ｢覚 (シツナイ場所土人人別帳)｣は一部欠損しているので,

記載された戸数 ･人口は若干少なくなる.

27) fJ松浦武四郎文書｣ (国文学研究資料館史料館蔵), ｢官醐殴夷地名附｣ (函館図書

館蔵), 『新紋別市史 上巻』, 『網走市史 上巻』による.

28)安政3(1856)年の史料にのみ記されているトコロ, トウフツ集落については,本
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研究では対象としなかった.両集落については,一文久2(1862)年およびそれ以後の史

料には記載されておらず,人別集計地域に変更があったと思われる.ただし,安政3-

文久2 (1856-1862)年の家間移動者の分析では, トウフツ集落からの移動者7人, ト

コロ集落からの移動者1人の計8人は分析の対象とした.また,文久2(1862)年にショ

コツ集落に一時的に居住 した1家 (夫婦の2人)と,明治9(1876)年にユウベツ集落

に一時的に居住 した1家 (夫婦とその息子,娘の計4人)は対象外とした.

29) 1人の移動単位総数は246単位でその人数は246人であるが,婚姻による移動か否か

の分析ができない1例を陵外して,全移動単位数は327単位,全移動者数は450人とした.

30) 文化 1(1804), 文政 5 (1822)年の高島アイヌの人口は,それぞれ ｢松前雑記｣,

｢文政壬午野作戸口衰｣ (いずれも足利 (1977)所収)による.これによれば,文政5

(1822)年の人口は189人であり, ｢タカシマ御場所蝦夷人別書上｣ (文政5, ｢西川

家文書｣所収)の値と一致する.

31) 年平均人口減少率をx (%), 人口をa (人),n年後の人口をb(人)とすると,

b-a (1+x/100)n.

32) 後幕府直轄時代を安政2-明治2(1855-1868)年とすると,人口減少率は59.4%

(39/71),年平均人口減少率は5.9%となる.＼

33) 史料に死亡者として記された年次以後は,ほとんどの場合にその人名は史料からは

消えている,そこで,史料上は死亡した旨の記録がない場合でも,個人の名前 ･年齢を

照合して追跡する方法を用いて,追跡できなくなった年次に死亡 したものと判断した事

例が少数例ある.

34) 慶応2(1866)年には沙流場所と白老場所から合計26人のアイヌが錬加工のために

雇い入れられたという報告 (長谷川,1987)があるものの,高島場所での滞在期間が3

カ月と短かく,この26人は人別帳には記されていない.人別帳の名前を追跡する限りで

は,仙場所からの転入者と判断される事例は1人のみであった.

35) Ai家の構成員の維持率はSiは,第Ⅲ章一第1節 3.参照.

36) 同一単位の分析によっても,静内 ･樺太南西部に較べて高島場所と紋別場所におけ

る家構成員の流動性が高かったことが確認された.

37) ｢町史編纂資料｣ (三石町郷土館蔵)には慶応4(1868)年の人別帳 (戸主名のみ

記載)が含まれる.その内容は同じく慶応4(1868)年の ｢ミツイシ御場所土人人別名

前家教書上｣ (静内町郷土館蔵)とは矛盾しない.

38) 居住形態とは,新婚夫婦世帯,夫の出身家,妻の出身家の3者がどのように居住集

落を共にし,あるいは異にするかを意味することとする.

39) 同様に密接な親族関係にありながら,6例の新婚夫婦においては,婚姻後も夫の出

身家と妻の出身家が別々の集落に居住 し続けた.これは,多くは婚姻時点が慶応4(18

68)年であり,婚姻後まだ間もないことが理由の一つと考えられる.
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40)三石場所では年齢が上の者から順に (性別に関わりなく)婚出し,末子が両親と同

じ家に同居する傾向が強い.

41) A5′やA5〝はA5の新戸とし,C8′,C8〝,C8′〝,C8〝〝はC8の新戸とする.

42) 集落単位の居住者名を典年次間で照合するという方法では,移動先,移動年次が同

じ場合に複数の家が同時に移動 したとされるが,実際には,より短い時間でみれば,移

動時和にズレがあった可能性がある.

43) C5家は,M2家から男子を慶応4 (1868)年にヌフシュツ集港 (C)で受け入れ,

明治2(1869)年には,その男子をA6家へ養子に出し,自らはカムイコタン集落 (B)

へ移動 した.このC5家の移動は,非婚姻の家間移動者によるものではなく,B7家と

の婚姻によるものである.

44) Ukl,Uk2は,安政3 (1856)年の居住集落が不明の家である.

45) 長男の家 (C8〝〝)が,長男の妻の出身家 (C3)および長男の妻の兄の家 (C3′)

と共に,シュモロ集落 (T)からニノミカルイシ集落 (Z)へ慶応4 (1868)年に独立

型居住地移動をした理由は不明である.

46) 主要構成員のほかに同居者の夫婦をも対象に加えると,二組以上の夫婦が同居する

家の構成比は,文政 5 (1822)年には35.5%と高い値を示す.しかし,天保 5-明治4

(1834-1871)年では,あまり違いはない.

47) 婚姻以外による移動者33人のなかで,移動先に居住者のいない事例 (4人の移動単

位 1例)の4人,および,いったんは婚姻以外による移動をした後にT'EJl]もなく他家へ再

婚した事例のなかで再婚のための移動の部分 (2人の移動単位 1例を含む)の4人を除

く25人を対象とした.

48) 婚姻以外による移動者13人のなかで,移動先に居住者のいなかった1人,および,

いったんは婚姻以外による移動をした後に間もなく他家へ再婚した事例のなかで再婚の

ための移動の部分の1人を除く.

49) たとえ移動が生 じる原因は1つであっても,その家から移動者を出す原因と移動者

を受け入れる原因で別々に把えたために,配偶者の死による4人,離婚による2人の移

動が,それぞれ8人,4人となっている,

50) 高島場所と同様に,紋別場所においても家の構成員は流動的に変化 していたが,他

の家へ1度は移動 した後に,再び,以前に居住 したことのある家へ戻る事例は非常に少

なかった (遠藤､1992),
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i,･いIIIl(Iin '1.qOr:ieEy ofhllnter-8atherer,such as theSun,MbutiPy8mie,Ha(Lza,ttare

ImLii川,耶1(LInllit.Ⅰ[llaSnotyetbeenresolvedwllether thismobiliLywasessential

lo huntintHT,atllerinF, Way Of life or Whether it wa!3 a COnSCquenCC Of recent

;I(:【:ultuL;JLioll.In order to arlSWer thisqlleStion,ilisnecessary tomakeclear the

(:.･luF;･-! ｡ntt ne｡hallism of the residential mobiliヒy of hl川ter一卵 therers. FrerluCnt

m(川1nnLlntOf Lh｡SC PeOl-1c from place lo lI1ac(三has bccn regarded asoneofa way to

lniL1L;ale (:onflict in 亡he society,however ill this proposition,it has riot beerl

clt!iIl･(!.Llwho, When an(twhy I-eOPle had moved. The reason ｡f frequent movement of

llt川tt?r-L;ilLht-trerSisstillunknowrl.

Thcpurposeofthisstudyistoclarify the typesofmobilityan(Llofindoutthe

m(-!r.t柑【lismofmovementof theAinl10fHokkai(lo,Japan,in ヒhemid-nineヒeen亡hcentury.

Thl∋∧inllWere former occupants living in･Hokkaido, southern Sakhalin an(iKurile

it;hn山1. Marty Old docllmenEs show that the Ainll Were migratory People live(Lon

cxploitinF,Surrounding resources･They did by fishing,hunting,and collecting.In

the-1inett･･enthcentury)however their lifehadalreadystarted tochangegradually･

IL hilLL b(I.･COJne [0 【LCPend less on fishing,hunting,and collecting,urlder the

inrluf川(:C Of [hc Wajin(01(L Japanese)･ WherlWe Classify tIle Subsistcncc base of

】lunteトgatherers into gathering.hunting,and fishing, the average level of
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subsistcrlCCOf58societiesintheworltLareI.0pertent135percentlantL25percent,

rcsl)CCLively.Then thesubsistencelevelofthe înuareveryclose to tllelevelof

ij∴

(1)MobilityofsettlencnLmembers

ScasonalmlE:ration from thehomebasewasanaly7.ed by thedocunelltOfTakeshiro

Malsuur･a(7858). Scasc)nalmi8raL:ionmeansthatthe înumigratefrom theinlandhome

base near rivers to the tenl70rary Site for fishing atseasi(Le and return to their

110mC base in autunn･ Fislling at Seaside from spring tO autumn is organized by

Japanese arid the ∧inu is employed as a worker･八ccor_ding tO the analysis of tlle

documents which corers about 80 percerlt Of all the numbers of house1101ds and

l101川la[ion,mostof the households had atleastone seasonalmigrantin 1858.TJle

number I)f se'lSOnal mlgrantS (LifferetLin sex ilnd age by district. In mostof the

households, some of member stayed at the hone base all through from spring tO

.lutumn.Thismeans thatthe locationof thehomeI)asedidnot･chan8eatleastina

year･

Tl､en the authoranalyzed inter-set亡leme■ntmovementofhouseholdsby tracing the

names ()f llt≧ads of hOuSeh0lLLs in tLiffcrcnt years. If the name of the head in

settlement^ in 1856 llas found in settlementB in'1858,for example,Ile and )tis

familywererecognize(Llohave-moved theirbasefrom^ toB･Twerlty-fourpercentof

allhouseholds(255/1,OLILt･)moved theirbases illtO Othersettlements in theYOfutsu,

Saru,Niikappu,Shizunai,Hitsuishi,Urakawa,andTokachidistrictsduringtheyears

1856-1858.In theMitsuishidistrict,thelocationsof thesettlementswerechanged

largely during 1856-1858,and the residentmembers of the settlementin 1858 were

conposelLofholHeholdswhichhad lived indifferentsettlementsin 1856･SimilarlyI
LllC rCSi'le-lt menbcrs of seヒtlement Jer° changed in LI､e ShizunalITokachi,and

Niikappudistrictsdurin8 1B56-1858･Especially itlヒheHitsuishidistrict,bot'h the

locationsand theresi(tentmembersofthesettlementhadchansed largelydllring the

periotL185611869.1n theMitsuishidistrict,inteトhouseholdmovementofhotlSeholds

was ヒaken place individually in most cases･ The number of households who moved

an(I/orstayed togetherallthe timeasiftheywereoneunit,wassmall,Therefore,
tlleresidentmembersofI:hesettlementhadnotbeenstableintheHitsuishidistrict

during 7856-1869.Then in theSJlizunaidistrictduring 1858-1871,both thelocation

andtheresidentmembersofthesettlementhadnearlybeenfixed.

Ⅰ-Ithelイi亡suishidistrictlmanyhollSeholdschangedtheirhomebasefromonel'lace
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=) = lfl()Hll?r･in l.wo y｡lJrr;from lti.56 to 柑()ワ.Their Jn()VCmCnt Was almost limited

wi=lill lhf?:;Hmf!1-ivf汀 LIiJSin･S(), if lJC.rCL;ar(l(l I;rOuP Of scttlemelltS WhicllWCre

J":i= ･!tL川 Ll川 t"Jn一日-ivl汀 L･とlSil= JS･')-■1arHCi;CLL-1(-)menL'r,itcilnbcsafely said tltat

Jn(,!;L ho.1･"!h(,Ills hil【lst･･JyC(iin tlle large SeLtlclncnL In とhe Honbetsu district,for

･!x;･岬 =-,Ill-日" Jnhf汀 OFhouschol(IsinH-eYObetsu l･lrL;eSettlementwcrc ヒhirヒy-onein

H川 '. m̂lm (H;Ior.:卜h(Hnha(LsL-ilyf!(Lin l二heYnbct-slllarL･.CS(まじLlcmenL-.from 1856 Lo 1858.

日UWVH,,lll(!nl川h-汀 Ofscttl(･nnents whicllCom上-OSe(lヒhcYn1-ctsu lar8C SCL[lcmcnLhad

･:J".ll:.!tL F｢川n i;(!VOn in 1856 to twelve in 1858･This was cerLified by ヒra｡inL, in

(h-Lilill…rh t･ltt!n;川C Of i-】I柑1-itantls･･･tnd theI-laceofsettlem(mrson tIICmal一･When

- Ir･･=汁tllht?inh;ll)il･･ill-tt;-1l･･川(ささ;()I(･.a｡llSm;111i;(･!l:日(･wf川tSbetween lR5('an(日 858,il

w;I:;(:Onlil･n(ttltllaヒmilnyhol】Sel101dschange(LtheirholnellaSebe[weensmallsettlements

rHH-- 1肌 (, t･O は5日･ 仙cn I-()11SeI101tLs -110Vf!tLI-ctween small seLLlcmenLsllhcy more(l

im1-11日川山!=Lly inmostcases I.1nd a fewof I:hemmoved top,ethCr･Then,themembersof

Hl･:ll l;milH r;(-LLl(!ln(三一lLs I:1-arW=l(isubstanLially. The residential i:rout-1【柑S in c.lCh

:;]Ililll!;I!lI.h!mnnlw(汁(H)Pen,ど.LtユXiblcIJntLv'lriablein｡()mI)OSili()n.

('1)MtI(:lt州 it;norLllemobilityofsctLlcmentmem1-crs

ln l二】1--日iLsllislli(ListricLdurinF,1856-1日69, Lhirty-tlinepersons wcrc recotInize(L

;lさ;h;tviI川.mOV(!tLbcL',wccn hOuSeholds･The thirl･y of r,hem moved for marriagean(Lr.he

r･nt;I l)y il(loI)A:ion,(_tL-｡‥ ∧fLcr marriaEてC,15 pcrsons Formed L-hc in(LcPCndenヒ ncw

llHlt;tHl()L(I:;with LheirspollSeSrespectively,buLヒ】lerestfifLcenpersonslivelLwith

hri(I(tL･,rO(川l-r;OrhriLLe■sp.-,lrCntSin thesamehouseholdsrF!SPeCtivcly.Wef()cuson ヒhe

h川 1さ;(tho.lilt; whi【:h mcmbcrs have kinship relations to any l)LhCr h0uSeh()lllmembers

tllrOuLr,Il m.･linly theaboye39persons.Ⅰ【lmallyCases,When thehouseholdsmovcd ヒheir

l､川nt= r･.r(川Ⅰ-(1inLo other settlcmcnts, tllC Close kins(parent,child･sibling) meeted
I

.･tJ･.;Jim ;JL.ml(:ll(h3Sr.inations.For example,the members of I:hc hollSehold vhicllnOVCd

n- Iy inl二(, L･h(王 Sfモ[tlement ^ from 【Lifferent seLl:lementl Jlad close kinship

L･l!L;.IL-i(川t;llil)SWiヒh ol(Lresi(lentmeJnbcrsof [he seLL1ement .̂The forminF,mechanism

()∫tll(IFluidresidential8rOllpln8SWasrecognizedasfollows.

'ltllf! rf1Sid(!nLmembersin thesameh011Sehol(1(familyoforientation)partedoutinto

yi.triour;sf!ttlcments by marriage and etc.and then later they wiヒh each their new

l州 ili(･ts(I,lmily ofprocrea[ion)moved their homebase inヒo 亡heother settlementso

;lt; LO l･(!t;ithlwitllth(-lir closc kills 〔herc.When brotJlerS anlLsisLcrs live atfour

tH!しLL州lfnltS rCSPCCtively, their paren亡s can JnOVe into any orle Of those four

!;fH｣二1(･lmf川tS. When bride■s and bridegroom's parents live at Ehe different

-83-



-ウ8-

ssaTSt2LtdTqSJaquatupTOltaSt10ttlt2tIISISa22ttssTttエ･UHt2tlqt2S‡01Jt2duJalSa叫1fLOSal(1

pUt213TJISTp!t2tm2:TtISattlUTa9Jt2TSt2LllT1nqLslつてJIS叩TtSlaqtJOHpUt2t2uTltS叩Cエa111

U!TTt2uSSe八1!UnatJOaJa八LaltlHSt2auT1at(1TTt2Jattla201paJ(tZ]SJO/pucI)∂̂OuOttLt

suosJadJOJaqunUatlL･∂9t2TIJt2uJOJpâOuOLtLtSUOSJadI)âTÔtlTOsloJattla9olpâOu

LatllaJaLtLtSaSt23atllJOくりOL/i;)冨8･りEpUt2àgL7TJJt2uJO古I)âOuuL叩1才0(Ln/LG)芸り̀Ot7

J̀(TTenp!̂Tpu!P∂̂OuJ(aLllUaLm･SJaltlOuJO/put2SJalIlL,JJTatIlptJCUaJl)TTIIOSaSt20コSOu

uIaJa八Latt]J̀allla2olT)âOuLaqltJa1m･Jatlla201LTaJt2Js̀aSt2⊃1SOuJUTI(TTCnpT̂TpUI

]TpTpSpTOqaSnOqUaaL41aqI)âOuOLIL4SIUt21Tqt211UTtZuTtfSt2qt2エatllL̀LBL-17E9LpOTJad

alJ32uTJn(l●lLgt-TICgLT)0!JadaLtlPuTJ叩JTlt2aJ982ut2LP01pTOltaSnOltJOd!ttsJaquau

all〕paSn【さ3Sltl∂uâOuJLt:)-1Sà3uOtJt2tllaJOuJOaOUOSpTOltaSllOLlJatIIOOjpâOul

(‡os)L9s̀ISTTO八1UT2tllaJOuJOOLllUTpa.112addt2SauJt2uaSOLtLl13TJjS叩CuJTtLSt2qt2.L

attluISuOSJad乙9Latll10■tJTlt21Mt2SJO]J12duJa]Sa叫1rLOSatll1)tJt2S131｣コSTl)Tt2unZIllS

puttTtlSTnSl川atHtJTHt2tuSSt2tll†lng･SlつTJISIpnSlaquOHput日2uTtlSt2qt2LallluTaBJt21

･(JâSt!ASpTOllaSnOllllaaLllaqpâOuOtlLqpDTJadJ12aA-DLt22uIJ叩Slut21Tq叩uT00l〕ad

fiUOSJad才OJaquTLualIL●SplOIIaSt101luaaLtlaqpâOuSJaquaultlapISaJI(ut2ulnq1̀3TJIS!P

aulCSatt1tlTIIlILtllaXTJaJaLt叩TOllaSt101lJTalHJOISOuIJOSaSeqaLtLI(asaut?dt?r

plo)utFtZAatllJOaつuatlTJUIaLtlJapUrt恥で10aHO3T)UC2̀lITlurut加̀TllSHUOs≦atI)Uad叩

011pa2ut2LI3LpeaJtt2pt21t叫!lJ!alIエ･LTTCOI1tZuCJppaSCaJ⊃apnUTVaLH才OUO!1CTrtdod

att1L̀L8卜9EQL壬IuTJ叩13!JIST1)nSlaqUOHattluII-Ut?LLqL-'7Cqlf7uTJnl'10TJIS叩

euTttSeqt2エattlUI･a.SauCdt2ra.【1J(qpaTTduo｡aJaPlttコtttPLLtLgt-t7CgLgUTJ-1l)S]tH21T(IL･LluT
ヽ I＼

attlJDSISTTTt2nUUCatllaJt2SlSLTt2Ut2'attltJT1】aSnSIUaun3011attL10UJOaf7rlTJJL?uJ

JOJpâOuLalllJatflaLthput2Jattla9011)âOupTOltaSr101tt!IOSJaquJauJlt⊃Ttt八hOltSJaqu∂u

lPt2aJOSdTttSUOT1t2TaJ(TtLISU下司aLtL･乙gOコLVUOJJpâOu12u!̂t21tSCpaZ!uilo⊃aJSC八allS

JOatt;̀C8lu!乙qpTOtlaSnOtlJOSJaqulauJOISTTalIIUTpUnOJSCPlりCBLUILVlltOllaSnOLL

JOJaquauJt2JOaut2ualtlJIàTducつくaJOiI･SJaquauPTOtlaSnOtratflJOtPt2aJOSUOTlt2TaJ

d!tlsul司l)UCLa9eàut2t]atHguT〇CJIJq1)∂2:LTt2Ut2aJa八S]uauâOurlllOltafiT1011lJa]uTLltl.L

sJaquaupTOllaSnOlTJOLlHTqOH(C)

●SpTOttaSnOllJOIUauâOu

]uaualllaS-Ja)u!atIl岬noJtLlU()IlISOlluoコUTaTqL'TJt2̂l)Ueì)TqTX∂uÙ削loaJaLt

sIUaulaTl]aSalll6̀98L-9EgL9uIJTLp)つりlS叩TttSTnS)川altlU!1̀TnSaJt2SV▲11TOII∂SllOll

J(qsuoI1t2TaJdTllSuT司1t2tlplA!pu!tPt2alt'JnoJ111SaSt231SOuu†LTTtml)て̂IpuTSIUaualllaS

ua∂̂1aqI)∂̂OuSplOllaSnOlla1110SLsJalSTS1)tltZSJal110Jqt13tZaJTatll∂̂t21IuaJpTTtl｡JTallコ

11ut2SluaJt2dùo†1叩ptZuI'Sd†lO.lgTt2号1uaT)!SaJJOa-lnlt2uTtua叩TtqJOJSluauaTllaS

oLtlaSa11130Ll〇t2aOltlTâOuut23aTdno3118tJJt2uJ(l八auaJOplOltaS-lollattlLs川aua1118S



:;I;Lhll.i一lH川 1㌧lkil:;hiJniJ;ln(LH()nlHl.J.su､IlisL'ri(:tl;tllilnin Hlf!Shi7,unilidititricI:iJn一Il:JIG

:;川‖｣lWltl;L.(!rnl川【･L二OESilkhalin･

(/.)MH:Il;lni:;‖ ()rI-h一一 In｡1-iLit-yoEI)(川!川h()ltlmcml)(汁.i

H.･)‖y‖rHl(,'r.･lk'-_lt;JljmilanLtMonbctsuinhabitantswh(HnOVC(Lbt･?Lwccnl10uSCh()1(lslnovcLL

TU‖('(ImorllI,imt!さ;,t川l二inl'h-!Shi･j:unとIi;]ntl.T;OuL'hw(･.sl二(･!【･nl-;IrkOFSakh;llinlnosloftllC

iHlml'日日nl:;ln()VmLonly on(:e.Thus lhf･!hiか mObiliヒy r'lLe of h()uSChol(lmemllerS Was

I:日日!;I,tlllminly hy 1)(汀SOnSWIl()mOVCd hf!Lwcenhot】sch(〕1(ls Lwiceormore,When･ヒheyrnovctL

il :;ll【:Ontl ()r I;hir(ltime,mostof tIICmdid notrctllrrltO theSamehouscl101(Ltowllich

llt'.y lt.･ttlI,-､lonHtttll,(†rof･(?. 'rh(汀eForc, it is r(モlr,ar(I(..(LLhilL'･i-h(∋y thLLnot h.･lVIモfixc(I

1川:;f!:; ln tLlll!ll;jkiH;hilna an(LMonbe[slllLisLricts. The hOllSChollLs of tlle ∧inu were

(:lil!;チ;i｢i11llinL_-o t'】汀(･3e Eypcs ,̂也,andC,ifveL･?xcllltLeaninmatemember.Type∧ isa

i;ilnI7日､hmiL),I:OnsistinlT,Ofafather,amotherand tlleirunmarric【lchildren,awi(Low

()ドwilt(川(汀 1-Illsh(汀 unlnarricd children, amarried ｡oul-1e,ora sinf;lcmanorwoman,

hH Hl(liri川-, 1二hi･q LyL川 i-1Clll-kSI(m(:h hous(.nol(Im(･lmbcr I-1us a-FilLher !汀 moヒher of＼

(tit(:h ()l山汀 桝Il(汀iJt:ioll. Type t! is a fa-nily incluLLinG l川-narr主cd an(l/or marriell

(:llil(l代n lllus ヒheir fathets' or mclthers' siblingS･ Type C hollSeholds consist of

milrric(Ii)n(L/()r unmarrietLsiblinET,S. LL0-50.g.of tlle tOヒal number of households Were

'ryI川 八, 川-25'Ypwr..reTypet3,an(L15-2070wcrcTypeC･

tT()llr F,lCtOrt; WI汀e reCO王,,(1ized as main callSeS f()r the movemcnL of household

ln r!tTll)(!t･:;:

=川 th!.･lth()Fil叩 OIJS(.I,

日11日ltIIl日lOE someoneoLher than{lSp()use,

LIltt(hv()rc(∋()どiJlnil工-ricdc(川1}1e,

;川(I 1･.h(tsl1,I);】r;.lei()nくつfsome()neoLher [IlanaSl)muse,

()｢ 日川 L'.()し･rJlrll川ber Of persons who moved between hollSCholds, 72.31Eo (102/1Etl) were

r.;tu:=-lLl,y rll(一㍍(3Follr f･l･二tOrS･Of lO2 l)erSOnS,67･6170(69/102) W(汁(!Cause(il0 lnOYCby

t･1川 thT;.IHl()lilSL)OllS(land/oran()therpcrsoll,a【山 69.6%(71/102) lnove(LbecauseoEthe

(Lr!;JLI10[ .1 叩OuSe ltn(L/or [tle divorce of a lnarrie(Lcouple. 1̂1 persons who mr)Ted

lwi｡(!ol･m(1r--3 Lhl_1rl L:wicc were caused to move aヒ 1east once by one of the four

f;i(:L｡rt;.r_L'll(･!InCCh'･lnism of the mObilir.y of household lnembers,Witllreference lo a

I;inいlttL.I;川Iily,isasfollows･

ÊL(汀 し】lC death Of a spouse, the wi(Low or vidover TnOVeS tO another household,

Ii1-.liyi(Lui}=y inmanycasesan(Lヒogetherinsomecases･When theymovetogether,ヒhey

･･,.mtin Tn()St-ACases Cllil(Lren an(La faLher or moEher.In many cases they move to the
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･LliIT⊃OSJT叫ldTlda叩

01pauOHOunJlt2L(1plOllaSnOllauCSaLllu!2uT̂tTSUOSJadJOSdTallatlコ]nqs̀l)TOllaSnOLt

]tJaJaJJ叩lt29uÎHSUOSJadJOS可JO八1atlTt2て00Satt1louSTlTL]uauTTHTnJaJTTLTIt21)

J!altlJoュaTOJaTqt2StJads叩UTI)∂･(tZTdspTt2Tt2IllrtuaJatrhSaT]aT30S2uTJatllt2'1-fluT1Unll

allluI●SJaquaupTOIFaSnOIIJOI)!lIqOu岬TtlpaSnt23ât21t･(t2uLlaTコOSJ叫101tlIL4

13eltJO3atflSt2I(3nSSuOSt2aJauOSLquoIIL'TTtdoduIastZaJつ叩pTdc.IpaouaリadXaât21t
l

tJ⊃!ttLtSaHa!130S2Uリalt1t29-9uTlUntlatH]tZLt]1Sa22nsLpnlSSttlL･OLqt-1109L-17Uリ叩

ol)TCl司0日JOIJCdJlt211uJa111JOtJattlUTml!ValIIUTSJaquaul】TOILaSnOllJOL]TTTtlOuJ

altlpaSIlC3uS叩t2tPauaut2Sattl1t2tl1PaunSaJdsIlTL̀TJt2TTuTS'STttlJ(JTIJaコOlaOt2Td

aTqt2qOJd]soualIIST13TJISTlH2uTltSt21t2エall1UISt2112Ttta]Tnbst2LtaSt2aJコ叩UOTllt叩ldoll

atflaJalt八13TJIS叩nSlaqUOHallL'pâOJdaqlTTL41t21日LlITTqTSSOdlj｡OtlcsIaJ-dttl

J̀âa八Ollp̀uLJTnufValtlJâOTTt2JユTTTqOulJOIUT2TTadoJ̀ltJTmfattlSr!14｡llr!･】ll1L'叩

tI9TttatLIJaltlaltハ叩rlTDuO3011ln3tJJ!1)ST]!'L,1C1)lC313OISTtL】Oq〇一!TuOJd･uOlt･l

Lqlla3uatlTJuTSt2LllTualrlputt1SJTJlCuOTlt2Tndo(IuIast2aJつ叩aLtlLqpalL'Tnu!】SSRPI

LITTT(louatllàJTIJOal)OuJ(-SaHT̂享13t?tl〇一lSOjSIJOT:lr2Ta･】Jut?aユt-)ハtlJiJll1Jl･i,Hl

JOaT)Ouつ!1lCuOuattlJO/1)uCLIT̂TIOt22uTJattlt29-9uHunll01tJOT1CTaJl⊃aJHlL'ât2tl

LTTJCSSa3aulouI)叩Ll1-llSSTttltlTI-aZJ(Tt2Ut2SCSJaquau1)IOtlaSnOltJOI(lTT!LIOuatLL

-SllTOltaST101【

17JItllt201âOu01ulattlSaSnL'3a3JÔTl)t2JOaUOauJOSJOlrlrIa1);)IlluiJtu.'iĴOu1lluO:柑S

JlalLISTSTtlL'a加!JJt2uu八OJTall1Joュ1)TOllaSr10LIJaltlOUt201âOuJ(alt]LT)TOSJt2aJ(ウI
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第 1閲.狩蝋･採集民の居住地域の変化

(諸色部は狩猟･採集民の居住地域を示す)

Lee aTld DeVr)re(1968)による.
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第 3臥 IliJ.'界の狩猟採錐民の分布

Leeyan° I)eVore(1968)による.
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第6t乱 7場所の位f崖
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TI.llt!l u4 ; 7., __._.C? 一 - J(h Fu【 【. fh山 王 二 . ■■■一 一一】 - -一 _一__

= {3I柄Il L u .一 言ilLI河 J⊂二 コ 十伯.r.:ii h . TOTA Li∃

第 7r乳 年 齢階級別季flJIJllJ'.j･出嫁的移動 (安激5.(1858)年)

アミは串肝的･tM'yl.J移動新政を示す.

(rLRIr'･IlL川地棚恥荊11妃｣に1州城).
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第8臥 小 姓 落 か ら の 葦 fl:J'的 ･出塚 的 移 動 (安 政 5(1858)年))

lrJの人ささL;L'J､リ蛸 の人-▲悼 ･f･.･,わす･ただ し･Ujl/J･;-1桝のil_q･.tt･附 ,(.lく.
(rJl/J'･JIJJllJ的 】柚 【JJTul･rLVl=脚 l･脚 拙上川- ysTh川地脈 a･軌 .r北和rI
20L)1分の l地剛 J7(;26(J89.i).l･',Jに上州 城).

第9(乳 三石場所の集-落分布
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第J2Ll･安政3 (1856)姑 こへ-ウ兼務に居住 した11戸の移動先
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第14Ll･三石場所の集落を相成する家の変化
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第15r礼 研究対数地域
＼

^～Jはアイ ヌの珠護を示 し,第20･表 と一致する.

第lr,臥 押測川流域における小錐務･の分布

'I'ル'J .,･ベ ･･,H.LtJ'.･t.打ri･′L';し.箭19炎と一列する.

IL/='し･C'uマ'/ンぺツ.C一は トイ･JJンペソとする.

(lr''2lJLikii;lHI lln･･lLlJJ日出JTJ!tTV:yIn).tLIJにJ:tH,I:･312)
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第】91乳 家構成員の維持率別家数の相対度数分布 (6咋問)

Sは賀川11'RPlの維持･1LiのIdL r人別的 (安政3).r文久二叩紋別抑人別帖J(文久2).r蚊祁拙抑喝所11.人Iit故人別111_h (明約

元).rT的 糊Iyrの人別帖 (天保 15.茄永･1).r松iili耽四郎文机 ('_～-･攻5).rシツナイflr個所惣土人人別家社名的記しヒj(元治元.収応

元).rfim]軋TFnL!Li支配中取.7.1ih'l(明iJG1).r土人人別.?.1帆 (nJ1治元.明治7)により作成.
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0 012-0･. 0･̀ 0.8 1
tsl

% ShiZiunai 1858-71

0･4 0･6 0.8 1
(S)

第20図･家榊成員の,W::持率別家数の相対度数分布

(紋別場所は12年軌 静内場所は 13年間)
･Sは家EJq･成員の維持･Ii.tの胤
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PŜ
O
甘

O
q
.
S
L.
O

E

ad

J

O

t
｡
V

o

o=

L3

2

1

1

lR35 1840 Ⅰ845 1850 Ⅰ855 J860 I865 I870
yCar

第2咽 ･高島アイヌの家l''1日移動者数の年変化

(ril･'.uff'it文''ltJによnl･･･I.先).

-101-



-ZO1-

(コ凶?図9Z曇糾よ'苛)

o.良-:1_Z,?I.fJH//碩好日11.日書むく視IXll

.Y)堀米Ill和Y(〟(lVT姥))芳71∠与Jf桝1Fyf11ミセ与IIJ:Lf項WLt･i肘CoWZ.qIJJ叫.((櫓Y(β'Chl1-lLdrl∠壬,β糾

-'Jilr-I,櫛都側医用揖･項r=J-セ=1rl桐蕉Y･ld･..j7,,I.,V

ltHOtytMHエー■Dtt̀!,I

H2(

y9】=

(●sJL9),川1･MVt

VHtlllL'SJl)1JL'dvJ:)1Sl･lAtllrLt)S

(●sJLt8)HM･9印t

t･t-Ail:lqtJtllペ

(■fJJIt)y印トIHl

一･一tvILliqtJ.

('sJJ91)ttm･9印I

f:-ns13qVrlM

('sJLt:I)111t甘SVl
Zl-･!1:Ull'/.川S

('sJLとt)MyL･9門t

之-Tlil叫tl(JM

('nJzr)gMI･I叩t

Z-ttlqSL,lり.

E
H

yI'Lt~

/('sJL9)Mtl耶t1

1-lL'bnt!tts

tl●qlyl9Ii

(●sJJ9)獅日印1

1-nsltlqVOM

sIJt)SJ:IllJlJ'lJU

之lOIylII

('uL9)OH‖u''Jl

lhelJ川St:1rJ.

0

07T.

nl･

0lj

0ll

%

0

0℃

0t･

0IJ

Oll

%



'rahshLA3-1

1fl3Jt-(840
%

rI0

･10

20

%̀

0 o.2 0.4 0.6 0.3 1

(S)

'r.lhshiM-1Y

l耳52-1858

0 o･2 0･1･0.6 0.8 I

(S)

Mf)ntlt!LstJ

100

ft0

Gn

JtD

Z0

I856-18r,2

a o.2 0.4 0.6 0.8 1

tS)

TAkashiM-H

18JIOl18JI6

IllahshiJLa-V

l858-ト864

一汁封
書

賓
･.

.

･

V

Shi･LunAi

1858-I864

'rahshiJL3-日1
18JL6-I852

･'-
rむ
〆
蛋

イ打者

索

.,I

'rahSlliAa-YI

I864-L871

SouLhTCSLp.rn part
or SakhaHn

lt1681187JI

･'.Ft上･iIlいF.･･JL･ZT;,.,i.W,.":1..I.･･..i.I.I;i.A
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Sは射伽父Hの附.1i1糾のrp'i.

(J-･':;A:JLJr酬 紺 IJ･tR)州ir人州 1)(･-&･･TR3)･r文久二咋馴 仲人別Al;)(又久2).伽 は r馴 机

暮棚 収 J'!fJ('/I:収5)･rシツナイPuJ･giLb･=l二人人別納 ･YlJ･J;i乱山 (元tt;I)･l紙 - 附 ril.人人VIJA･J
帆 (IUJ1-1日.lIJJt.I;7)によりrJ城).
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-第2咽 ･ホンキリ集落における静住戸 ･･ir･:I.･八戸 ･新戸の親族楓係

7̂̀.八日.C2glは茨を示す.

班仙 王IM ･開陳･酸根は兄糊 利潤1'S:な示す･ただし.牧子 ･兄W.bl棚 以外の淡振関肱は略す.

安孜3 'IT孜5 元治 l
(1856) (1858) (186･1)

Bl 】】1 Dl

力2 112 112

D3- 0 715 112-

】叫 - P I15- B5

儒 51) 亀 I) 顎髭,2)

D1- 7 B7 D7

力21･･)A .D71 B7'

皿2.r3^ D9-q w Ukl

B5- ^ Ukl Cq c5
Z15 117 B5' B5.- 7

B6- 0 Ⅰ】8 - P B5N- ?. 力7

王汀 1)9 D7 1)7I

BD -̂ 2̂ B9 D9

B9 2̂.- 7 2̂I寸W 4̂り⇒W

丑10-R C6.- "̂~ Fl 5̂･-申W
P- P3 Ukl Fl【ウ^

7-Ukl Ukl

?-Uk2- 7

第28r乳 カムイコタン集滴における批 u戸と行先での親族帆係 .

Bl･B2･.D3執 王家を･ ･̂C,F敬 川輔 を示す.

かyltnkt川テ耶 ･破伽 兄u･hll.棚 批 示し･細い罪跡川 棚 続が不明であることを示す.

-104-



y(:.1r

第29図.高島アイヌの家の形態

^:l'雌即.;lF.lJr;I. II:汁.}･･J･,ー オイ･メイJ_t'J. C:旭
机MJ'lJLtJtlJ, I):その他

(r州tは文机 により11:'l&).

JtT,.143.5 川.1610 )MI 川42

二 !..:-: A.7i AI.Oo._.2
^[7 l̀朋lll ^川

川4344 ln546 llH7.50 lY.5卜52

aJO2 aI62 ≡ ^5

川5.1芸等2...162 lX.u-571̂ ]?. tY.SR.60tLt!aLh/ale2去SLS2 ,al2.4 3 195 l86卜62/宝a:ら .th..aLh ll2,4 .1(9.i

LXG36P. lY.69 川70 川ーl

/ 含 ::,0.,2. ･耳 ).oS二26. .e 2 重312-3ITS:)2'

獅 or･ZI.家の構成員の変化 (∧10家の場合)

△:リj 0:女
^17.]･:/iどEiL'it.lt]0-I.JtlG12ILLlどE刈･q人.欠111は諜1.".JES劫を示す.llr)-5'.n15-G'.llI31(2'.fLl3_13'

はそれぞれ大L't･{7(I.1･1･1)il･'･以後にN tJ.^[5.∧]3,^[3Jd'itでH_1.!J三した仙戊rlを示す.
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第2衷 (B).漁拶 ･狩蝋 ･採集活動への依存度 (北米)

SILbJJ'JLcMeBLZ∫e0//-/MILer･GaElJErer∫
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Total(World) ." 99 日 t8

+lnsomeorlhccasesmarked.Lhc!ub!isLcnCCpCrCCnLagcJhavebeenchanged
FromLhoscptlbl;shedinllicEEAnos'OAA''Ĉ 11肌 Th亡Calcgoricshavebccnrcdcrln亡d
10thatShcl川shingis;ncludcdunder●一Cathcring,"andpursu;tol5ea-mammals

underI.Hu-1ling/'Inthê LIaJ,bothare;ncludcdunder''Fi‡hing/'

Lee and DcVot;e(1968)による.
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第 2衷 (A).漁梯 ･狩紺 ･採班活動へのイMf･).壁(旧'lil:界とT,F･.嫌 )
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fI:i3衣.アイヌの戸数 ･人Ijの変化

文化元.'F7-(一m,I)人目くさ 文政Sir-(1822)Q) 安枕元iT'.(185JI) lyはir)句'.(187.1)人 n◎戸7-'{…人口●萱リJ : * P 托 ^ F.1 列 女
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-Jt8.3
一･11.l
一川.6
_33.6
-45.9
一･日.8

托 ir l 21.697 1 …22.17時

旺 ① rl州 1維記｣();川i大TT'･乃磁TZ:J･*)に上る.
◎ r文政5:･平野n･=73｡SIZJlq･上び｢安政u!就軒作戸｡:RJ(とも に 北端iE庁 19織 )に上る.

◎ 祐也Pi一郎 r7イス政AJ;火lに上る｡
0 ト4.シ l)ヤシナィ.ワlJl'/-.ウスI'}').･yカペ.サ-ラ . ワ･y/叶 ,ノタブイの合汁.
◎ ｢苗永rllヲく六 ヶ場所乃上Jに上ろくr7'イブ放牧史J乃絹1).

◎ r安改元 牢内北西蝦ylJ也明抑tfJ(北前述立田dJ此所戎)に上 っ て純う.

◎ ェ tp7あの人叫1挽いてある.
◎ クスへナの地名で王LJ.てくる.
(釘 ･tイt/JT/帖私で出てくる.
⑳ 文政元年･lJiにはヤt/y.II)が別紀されているが.ここではそ れを加7Zしてある.
⑳ rl朋 は 記｣および文政がF･=JZさらにylHLJ･6和Lでtitlプ･/･yI)那.別妃されているが.ここではそれ

を加汀してある.
⑳ カ!れワの放riiもbllrfしてあるJ
@六ナ場所の人口としてCZに500人セbLl拝しておく.
⑳ェト07の入刀も加許してある.
ゆ185rtlF･人E)lこIlェい,フも加えてII･許してあも.'
個18221r･人nに･,LIDlカワのそhなbJlえ-Yに汁rTL-(ある.

足利 (1977)による.
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節(J衣.三石場所における本拠地移動

(安政3-安政5 (ltq56-1858)叩)

(r?川!J(=上l)nf成).

第 川求.静内場所における小雄預 のJi=iH王状況 (安政5(1858)-iT･･'･)

TJ!..fti 小 fllt T'(1' '弊政3(185(,)'Jr叫 のl'!tLt'..fJ消 P yx

-I-ン ペ ツ EJ-I-ンペツ7 ト じ 1

tI.I-1.エ;I-.ツナイ A.G 2

E3シ t.カ リ D 1

Zi.-1-カフシナイ A I

EI トウフシナイ C.I;.G.7 JL
Ⅰ三〇小口ナイ (2)̂,C.(.i)I:,ど.7 8

).I. I.:iユウルシ A 1

l三一7■ユニ ^.ド 2

JT.+サヌシペ C.(2)(.;,7 ′l

シti'チ.yI)

G.

CIシt:.-1･ヤリフ ト

Gtサツ

GJへハウ ･

Glメナフ ト

GIイヨフJt,

G■ トウプツ

D.ド.(3)G.N

E.(4)G

C

C.(3)G.M.(3)7

E.(2)F.(.r:))G.ll.I.(2)7

(8)G,】く

IMLマグンペツ7 ト

MZI-)'*t)

〟.G.(2日.K.(5)M

Ĵl

ltIメナオロ

Jt:･117J_I:--/

tE

Lt=
一1

00
2

9

El･ l 6

^:シx'ナイ II:-1･･rラ･L･-)'イ C:ラシュ11ぺ l):シrIシ9シー)･イ

J･::モンベッ ド:ウラ (;:シti';J･.Yリ Il;トウ7_ツ I･.スフJJ
J:ルペシペ lく:イ1･7'ィ L :7ウルイカ M:マグンペツ N;ノヤ

シャリ 0:7㌧ シ l7=アサ ミ Q:ベラリ ]ミ:11スイヒラ

(rFFuJ.rl_t/J'･thJuJtiLIP.]rlぷ‖l..h'JによlJ∩;1't).
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gi'7懐 ･居住者が靴認される咋次数別にみた錐背教

l':･∩:.I/;･JTJ'･I机JJi
.!'Jl.～.fLiiJ:r(

●J

.'l

･1

.r=J

rl

;". ll2rI

lJt l.'･.I
l).I:..l･-.G.IT. I..7,1く,M.0,Q.ll.U.V.I/,

r松?'iri爪州 祁文 .̀1宇｣.rPrむIIJ郭で用J.rミツイシ'dP榔 )i:I二人人別 (̂.Ill打'it't'Ht:.1･.J,r三.,'.7.'･

7'lli川i･T･JH.'r'.lL;･朋｣に.itHll:1.に.

第12, 1鋸礼 節川蓑 も同 じ.

第12粟.三石ァィヌの鎚If'Ldの戸数 ･人lTり:･M某

封! 紘 弊政3 安政5 元治l度Ft:I).t!応4 lV1治2

(l856) (1858) (1864) (1865) (l868) り(J869)】ヽ0人 へ ハ ウ ll 〟 'l イ 10

一一 カム イ,コ タ ン lO 132 ll2 123 4 453
C ス フ シ 一 ツ【) オ ハ フF. コ イ ト イド テ コ シG ウ エ ン ネ ッlLー シ ユ モ1 ク トJ シ ℡ ナ イK ′､ シ ネ ッL ケ リ マ 7M トグ ロ シJrモ 92I.I12321I.1 73

N ミ ツ イ シ0 シ シJr-i:.ナ イ 15 1 1 I I

lー ル ペ シ ペq キム ン.コ タ ン 123 19 17 217 I20

R 7' ? .>S ワッカ ンペ ツ I2 3 2

T シ ユ モ t)U タフカ ル ニ キ 7'Ⅰ 3 3

V モ ヒ ●ラVヽ ホ ロ ケ ナ シ I 7 10

Ⅹ ト ヨ Jr .I.シ A d '3 2

Y ホ ン キ リZ. ニノ ミカルイシ .8 fl 123 14

LF! 結 致 13 12 lO 10 10 9

戸 数 JI9 55 62 64 62 60258人 口 224 225 2JL8 270

1封jfh'当り戸放 3.8 4.~6 ･6.2 6.4 6.2 6.7

lu!.rhl当り人口(r伽rlplt凹郎rIIJJ.rー(史IlMln'Rr.Jh.誹り.に上州牝17.2 18.8 211.8 27.0 28.7

第27･28臥 第13,31-32,33･34･35,36表も同じ.
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第 日成 .同-･).･削-;(_の居住雄花

',栄

∧1,∧9

112,115

ll.i.rlrl

C l.C7

Dl.D2

脚
.!
l

u

<

川
?
<

第 】7表,三石場所における同一河川流域内移動

fi:軟3- -女較5- .元77;ト 托応ト 硬【'古.4- .Tr･'i-.ll(5 元i1,ll 既に.1 W__描.( 明TY;2

(1856 (1858 (186.I (1865 (1868
1868) 1664) 1865) 1868) 1869)

同一河川批岨)勺ー>軌戸放 36 2一t J 29 7 loo

二河川批城rHlー>軌戸放 6 1 0 0 0 6

(r松71rJ托四郎文'IV｣.｢町史揃軒TtHJ.
rミツイ1./抑IBp7i土人人別P.-rl;l'i!放許.上J.r三石 ･71nlJll弼l!r..7斤胡J

に 上 りn･:粥)

第 1.q表.ユーベツ班務における小班務h']lJ移動

(安政3-安政5(185G～1858)年)

_魂..lL!(3hr(lS'56)岬の戸l'( Jux11才Zl{ 1}軌戸l欠 不 nJl

(r'̂:iQl'広陀J.rl,tlr･lIr川他r'Jりr･(ニrlll.TL!Jに上l川.:氾)
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'iTi'HJ裁.ユーベツ:JJi落ÎJの小錐啓を梢成する家の変化

フ

r1.
7

ク

ツ

ナ

イ

ブ

へ

サ

じ

･>

a
Pe

U
･u

C
rt

LJ
･;

,_
･･･.
k

I

ン

ウ

ク

サ
イ

ト

タ

イ

ツ
一

■
ぺ

_TJ!11.tl=f'.!.Ll.)!(:I1-iI.1け肋 fJ:川J'. 1'-日IJI先 !./I.I,(.6 I一l..人 -A fI':入

小旭-1'.) 叩イーll( FJ'tl( T7I-( 先-不.叫 咋FT.rK 'JL;不PJJ

′pnバツ 1 1 2 I C.tl 3 ll 1

1<./ I ｢l 0.0lt.(.L(2)i.い 6 一一.(イ)ど lタンペット.T祉 ll 3 6 2 J .i.(2)C,fI 0

㌢ナセンベツ イ 04 0 .1.C,r-i.h 6-(2)C.(3)C 1

fYク./ JI0JI 0 川tt

ト′ 3 02■ 1 (2)k 22 C.tla.tl 00771タウ.-/ ･l03 1 (叩I

r1,.I.一' 2 C.tt 0
?<lLJ 1 ら 0
1ウニIプ'J 3 (3)r 0
<h lJ 1 C 0

ト;H.1'_/I:)'(31J:･の_lrlht2Tiに分かlして.tと ;にけ肋 LtLこt.i

i･,7汁 ･'!ttl!(6fL:･?1タンべツ (cI)り イJlンべツ (C')i･1タン
ベ-Jr寸祉 (C)～-rる. ＼
(r似9-庖T.tJ.rli/l'1IJ川旭別れ.TuI.li!Jに上りn.:111)

第2口豪.紋別場所の鐘啓の戸数

!1! tf-5' '#枚.1 文久2 lTJJi壬;}-C 明il.L5 L)川t..9 UJ).;台目l1856 日162 は68 1R72 相76 L877

八 モン′くツ .15 33 38 .1JI .11 3ーi

lJ シヨコツ 2JI 2) 22 LJI L.l IL

C サロル LL 8 7 6 6 6

D サワキ 3 5 1 4 'l a

F, ホロナイ .1 JI 3 4 こI .i

ド ユウベツ 32 28 22 23 2O l.1

G ルロチ J L l l I

H ヲコツへ 3 '2 '7 1 1

t ヲム l l l l l

J モベツ I 6

!J!耗故 ノ 6 9 9 9 10 lO

戸故 HO lOJI 川.3 89 89 90

人口 514 Jt53 403 39【】 363 356

t地籍当り戸ln l8.3 日.6 日.4 9.9 8.9 9.0

r人別帆 (安枚3).r文久.=!tF･紋別脚人別納J(文久2).rt畑棚 卸場所土人家数
人別乱ヒJ(nJl治5-I:).r紋別仰旧土人戸捕軌 (HJl治5).(北見同前二十七大区小
区紋別脚古氏戸苅非人Fl軌 (明治g).r北見rlヨ耶二十七大区小凹区紋別郡人別
鵬J(明治10)により作蚊.

glH7,181乱 g'iZl,ZZ,25,26,27,2臓 も同じ.
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/iTl'2懐 .紋別場所の雄搾II'JIJ移動戸数

川 糊 rl''.fi 糊 末 年 糊苗咋次戸'ii淀-苗 移劫 不明

( 安攻 3(18.=}6)一 文久 2(1862) llO 103 6 I

ll 又久 2(柑62)～ 明治元 (1368) ltl′l 9'L ll l

n 明治元 (l868)～ 明治 5(1872) 1(13 97 3 3

lV 明治 5(1872)～ 明治 9(l876) 89 8l ∫ I

第22表.紋別場所の家IiT)移動者数

Jn 朔酢 F )̀n末年 ･＼移動七-a93 女 引.

l 安岐3(は56)～文久2(柑62) Ll5 77 122

【l 文久2(I862)～明治元(LSr18) Jtg 82 l3l

那 uf1推;元(IRGfI)～nJ1沿5(1872) 20 36 56

Ⅳ nJ1治5(]872)一一m治9(1.176) 27 Fu 88

V 明治9(1876)-nJl治LO(I877) 15 39 54

第23表.4地域における家問移動者数

地 域 lul 一.H.Iir.吹-n a叩次l-'t.Iの3L均川r.'i 'RL.".l仔動;&-故 呼均人口

紋 別 相56--.1377 6 4.2 (咋) .151 仙1,3

胎 内 l858-l87L 5 ､ 3.3 t60 1047.2

高 偽 I.q'14-1868 コ 6.0 56 68.2

帽太摘四部 lar78-187̀l 7. I.0 9 5,H:7

JrlrJJ川 l松帆 ,'tl'.1伽文･'･'･I(･むd･k･n I Iシツ･)･イ6･fI)敬 .)i惣 t･.人人iJIJ･,紬 TF.1i;1.,.t･

[･･l (jt･HH ･1.HI･t:A)II･Q;日 Jyl･己2)･ 日.mU･it.V･rLJmS_k･nJ.Hr･1.y拙 .H HJJ

糾 )I･'･Wit･u火付)･E･･;I:[･水3･∫/i':･Tk3.k･久2,18リ,i:11J･,.の人別鵬 (Ji馴 l.

川m榊 1)･仲人柳 日印はtl･･人人州 jH L.JJftTtI.I.1Jfli2...)胤3,''JJi1.ll.

1'JJW･trl･l柵 G･n)は･17)･捌 qI;t節20-Rと同 じktllにJ:u,J:瓜

-117-



抑 1-#.人I-1lnO人別 でl岬 -18=/:I:･じた家I."･M･i:.蛸 数のI幌

(全納 拙 )×普×曲 による･

たr=･し.Nは対象とした脚 (,LF)で･脚 L(21)･納 (2･l)I

.wJlく13).博大細 部(6)である･

第25表.紋別場所の居住･年次数別 ･移動回数別にみた家問移動者数

叩次n' ft; 約 回 払0 [ 2 3 Jl 計

65-I 70 57 JtO 2'2 .1 197

LS H l,l Jl 47

3!7 3詫 14 3 9.I

_1 5R 23 & 89

2 88 JH 129

.ll. 273 (70 76 2q S 556

第2G,衣.紋別場所の家fi'JJ移動者数の移動ilI:I.位

移 動 191 ー;-,I

T H Jrl lV V ql.I:t'(.故jL.(入社)

防 ) 69 84 2.1 39 31 2一一6 ('2.J6)

動 ウ l4 15 7 日 6 53 (IO6)

!L1.位.の 3 7 3 3 5 2 20 (60)･l l 2 1 3 7 (28)

人 aES l L ( .5)靴 l l ( 6)
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第27表.紋別場所の移動ilL'lJl;/･･(2人以上)の親族関係

川 JhiはJlf: (ll L;I.I..A

父-.I. 父一息や父一触父-息子.娘 I'Lqa

父lミ上一子 父母一点子父母一般父母-息子.娘 25I 8

失 l.TTl兄姉,M搬 火的兄弟兄妹兄妹井;その他 342lウI2(L.1.6)

不 明 2 2(2.一l)

芳一'2.3来.紋別場所の同一.1111.-;(.の人数

'2 3 JI 5 6

I 69(:札!7) L.15(67.5) 日日7.E1.,I) L37(.ll.5) ]4r)(.16.4)

2 ･l'Z(2.1.3) 4.i(2I.5) 3l(JLi.6) 22(13.1) Ig(lL.2)

:I .i:～(凡 日 日(5,..-J) 川(..5.3) 7(1.2) 3(L.8)

一t5r1I 日(6.,1) .1(一LO) 4(2.1) 2(1.2) I(0.6)

L1(.L6) 3(L.5) I(0.6)

.1(A.6)

2(I.l)

.1,｢ I7.i(loo) 200(HJ0) LR7(LEJO) )6.i(川0) I69(100)

たとえは叩次'Jlb2は安攻3_(1856).文久2(1862).年次放3は安攻3(I.156).
文久2(川Ii'2).uJlfti-1己(柑6.1).を示す.
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第32衣･三石アイヌにおける新婚夫婦 (新戸未形成 )の出身家

と婿LLl.J.I,tの家の■錯簡Ⅲ珊 ミ地移動

第33衣.三石アイヌの新戸の)批用/;態

Jl･ l 8 l llJ Ill l＼ 15

I･'kJiPJ)'状 の111身;束と閉じ3)汀芹lこ1.1.日】･:(火YMq!1!T.古雅)
tJJ:加戸が非のLlは rjIと同じil!ihlにr.hLu･:(I:JE･川同ili絡即)
/'-Hl:桝戸が犬と'LF･刀-Jfのlll身末と同じiI!r'hlに店比(犬川Tif川岡illthはli)
ll:新PJ);火のLu身a:とも'REの111分末ともaltJLLる!157h-に店u:(仙u!指出)

第3煉 ･三石アイヌの新T戸,夫の['.u身家,I,Jj:の.I.･[_I.劫家

の斑矧川店七日也移動

A:移W3k'の祝殿が行先に1恥こ店u:していた例
I,:移動某とその批族が同相 こ移動した例
C:移動先に移動某のIRrx'7糊 巧できな い例
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第38･-#･紬 場所における4つの原馴 )移動者数

TJ:J Lも】 FS動L;.放

の Alm-A.の妃 Ilo(3口.2)

(動 h'!ni.招.以外の妃 l7くl6.7)ー

⑳ .組V.～ .W 29.4)
ゆ A!mP;.以外の紋別 3( 2.9)

C1)と⑦の仙台 r7 t2(Ll.吊)

(I)と③の)!q{? l
Oと嘩)とG.i)の拙h 3

(I)と(OのtLI.fー I

Q)と⑳のI,Q缶 1

( )内の故肌は,好 く't'.7分比)である.
(ril_ql!I'it文iT別 により作成).

第39表･言,'J-)･%場所における移動PJ数1]u･頂I･BJ]u移動者数

拶動凹故 !JF例故 人 故

I JnI(2(;) Jl5(2lj)

'1-7 :I(;(.Ill;) i)(;(Tli)

( )LJlの靴●T･uJtつのIJ'iL叫こよろけ劫を,-lt･g･.

(ri!ull'#文JllH によりIl･.'lJi).
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